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第１章 はじめに 1 

2019年５月、通信料金と端末代金の完全分離、行き過ぎた囲い込みの禁止等を2 

内容とする電気通信事業法の一部を改正する法律（令和元年法律第５号。以下3 

「改正法」といい、同法による改正後の電気通信事業法（昭和59年法律第86号）4 

を以下「事業法」という。）が成立し、同年10月に施行された。 5 

本WGは、改正法により講じた措置の効果やモバイル市場に与えた影響などに6 

つき評価・検証を行うことを目的として、「電気通信市場検証会議」（座長：大橋7 

弘東京大学公共政策大学院長・大学院経済学研究科教授）の下に設置されたもの8 

であり、2020年度に初回の評価・検証を行い、2020年10月に「競争ルールの検証9 

に関する報告書2020」（以下「報告書2020」という。）を公表した。 10 

報告書2020では、改正法により講じた措置の効果やモバイル市場への影響の11 

評価・検証の結果、改正法施行後のモバイル市場における課題等についての検討12 

の結果を示すとともに、経年分析やMNO（Mobile Network Operator）の提供する13 

サブブランドが競争に与える影響等、引き続き評価・検証を深めるべき点等につ14 

いて指摘を行ったところである。 15 

その後、総務省においては、報告書2020等を踏まえ、モバイル市場の公正な競16 

争環境の整備に向けて今後取り組むべき事項について具体化を図る観点から17 

「モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクション・プラン」（以下「ア18 

クション・プラン」という。）を公表しており、公正取引委員会及び消費者庁と19 

も連携・協力を深めるなど、報告書2020の趣旨を踏まえた改革を一気に進めた。 20 

また、こうした動きと並行して、事業者各社からは新しい料金プランが多く発21 

表されるなど、報告書2020の公表以降、モバイル市場を巡る環境は大きく変化し22 

ている。 23 

本WGにおいては、こうした報告書2020の公表以降目に見える大きな動きに加24 

え、実際のデータに基づくモバイル市場の分析や、形式上の提供条件のみならず25 

現場での実態についての調査結果をもとに、改正法の趣旨が徹底されているか、26 

実際の競争環境がどのような状況にあるのか、なお残る公正競争上の課題は何27 

かといった点について、分析・検証するとともに検討を行った。 28 

また、併せて、モバイル市場等に係る課題として、携帯電話の音声通話料金（特29 

に従量制料金）、スイッチングコスト、販売代理店の在り方等についても個別に30 

検討を行った。 31 
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 32 

今般、これらの結果及び今後取り組むべき事項を中心に、本WGにおける検証と33 

検討の結果を「競争ルールの検証に関する報告書2021」として取りまとめ、公表34 

する。  35 
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第２章 モバイル市場の競争環境に関する検証 36 

１．報告書2020の公表以降の取組 37 

(１) 報告書2020における主な提言 38 

報告書2020においては、改正法施行後の初回の評価・検証の結果として、主39 

に次のような点につき提言した。 40 

○ 季節変動など、経年経過を見ながらのデータ分析 41 

 初回の評価・検証では、改正法の施行前後の１年間のデータに基づき分析42 

を行ったが、次回は、2021年３月までの２年間のデータに基づく分析を行う43 

ことができることから、季節変動など、経年経過を見ながら分析することが44 

重要である。 45 

○ ブランド別データの取得及び分析 46 

 MNOのサブブランドについて、競争環境に与える影響について注視してい47 

く必要がある。このため、より詳細な分析が可能となるよう、メインブラン48 

ド・サブブランドの２つのサービスを提供している事業者からは、ブランド49 

別のデータを取得する必要がある。 50 

○ 大容量の領域における通信料金の分析・検証 51 

 大容量の領域の通信料金については、国際的に見ても高位な料金水準にあ52 

り、有効に競争が機能しているか、競争を阻害する要因はないか、検証が必53 

要である。 54 

○ 通信品質等の観点を踏まえた分析・評価の手法の研究 55 

 通信料金水準について、通信品質、ショップやコールセンターのサポート56 

等の充実度などと併せて分析すべきとの指摘もあることから、そのような観57 

点も踏まえた分析・評価に向け、諸外国や民間における手法の研究を進める58 

べきである。 59 

○ 端末の価格帯別売上台数の把握及び分析 60 

 事業者が取り扱う端末について、ミドルレンジの価格帯や廉価な端末の発61 

売が増加しているが、初回の分析・評価においては価格帯別の売上台数の実62 

績については把握できなかった。今後は、これを把握し、分析することが望63 

ましい。 64 

○ 販売代理店から報告されたデータの活用 65 
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 初回の評価・検証では、販売代理店から報告されたデータについて、新型66 

コロナウイルス感染症の影響が大きいことが予測されたこと等から、分析に67 

は用いなかった。今後は、このデータも活用した分析を行うことが望ましい。 68 

○ MNPのルール整備 69 

 MNPに関しては、以下のとおりの検討を踏まえ、MNO及びMVNOに義務づける70 

べき事項について、「携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガ71 

イドライン」（以下「MNP1ガイドライン」という。）の改正等により、確実に72 

履行されるよう制度を整えるべきである。 73 

・ウェブにおけるMNP予約番号の発行の受付については、原則として受付を74 

終日対応とすることが妥当 75 

・利用者がMNPの申込みの明確な意思表示を行った後は、既存の自社プラン76 

の説明、利益の提供、他事業者の説明といった一切の引き止め行為を禁止77 

することが適当 78 

・ウェブについては、無料でMNPを利用できる環境を構築することが適当。ま79 

た、店頭又は電話でのMNP手数料の設定は、実際のコストを踏まえ、1,00080 

円以下とするのが適当 81 

○ 端末購入サポートプログラムに係る確認 82 

 各事業者が現在提供している端末購入サポートプログラム（自社が販売す83 

る端末について一定の条件を満たすと割賦残債分の支払免除を行うプログ84 

ラム。以下「端末購入プログラム」という。）について、回線契約を有する85 

者（以下「回線契約者」という。）と回線契約がない者（以下「非回線契約86 

者」という。）との間に、合理的ではない条件の差異が生じていないか、ま87 

た、事業法第27条の３の規律を潜脱する行為が行われていないか、引き続き、88 

確認をしていく必要がある。 89 

○ 販売代理店の在り方に係る課題についての議論 90 

 事業者においては、販売代理店については、地域の拠点として持つ役割の91 

重要性なども踏まえ、ネットワークの維持・活用についても十分配慮をして92 

検討していくことが必要である。また、販売チャネルのバランスの変化に伴93 

い、必要となる店舗網も変化していく中で、利用者のニーズとかけ離れた契94 

約の勧奨など利用者利益に反する行為による混乱がないようにしていく必95 

要がある。このような販売代理店の在り方に係る課題について、今後、議論96 

                         
1 MNP（モバイルナンバーポータビリティ）とは、携帯電話役務の利用者が携帯電話事業者

を変更した場合に、携帯電話番号を変更することなく変更後の携帯電話事業者が提供する

携帯電話役務を利用できることをいう。 
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を深めていく必要がある。 97 

(２) 報告書2020の公表以降の総務省等における取組 98 

① 「アクション・プラン」に基づく総務省の取組 99 

報告書2020の取りまとめと並行して、政府においては、携帯電話料金の低廉100 

化を重要政策の１つと位置付ける菅内閣が発足した。 101 

同内閣の下、総務省においては、報告書2020等を踏まえ、モバイル市場の公102 

正な競争環境の整備に向けて取り組むべき事項について具体化を図る観点か103 

ら、アクション・プランを策定し、報告書2020の公表と同日（令和２年10月27104 

日）に発表した。 105 

【図表Ⅰ－１ アクション・プランの概要】 106 

 107 

アクション・プランにおいては、政府の取組について公正な競争環境を整備108 

することを基本とした上で、その際、事業者間の競争環境の整備のみならず、109 

利用者が、多様な事業者及びその提供する料金プランやサービスの中から、自110 

身にとって必要かつ適切なものを理解・選択し、できるだけ手軽に乗り換える111 

ことができるようにするための取組を進めていくことが必要との考えの下、112 

ア.分かりやすく納得感のある料金・サービスの実現、イ.事業者間の公正な競113 

争の促進、ウ.事業者間の乗換えの円滑化、を不可分一体の３本柱として、柱114 

［第１の柱］ 分かりやすく、納得感のある料金・サービスの実現

ア 過度に複雑な料金プランやサービスは、利用者の正確な理
解や適切な選択の妨げ。

イ 公正な競争は、利用者が料金やサービスの内容を理解できる
ことが前提。

① 改正事業法の着実な執行（通信料金・端末代金の完全分離）【本年秋に指針改正】

② 誤解を与える表記の是正（「頭金」問題等） 【年度内に調査し、是正】

③ 消費者の一層の理解促進（ポータルサイト構築） 【年内に構築、順次拡充】

④ 中古端末を含めた端末流通市場の活性化 【引き続き実施】

［第２の柱］ 事業者間の公正な競争の促進

ア ネットワークの使用料（接続料等）は、MVNOによる料金設定を
左右。適正性の十分な確保が必要。

イ MNO間の公正な競争環境の整備が必要。

① データ接続料の一層の低廉化（3年間で5割減） 【年度内検討開始】

② 音声卸料金の一層の低廉化 【来夏までに検証結果公表】

③ 周波数の有効利用の促進 【本年度中に検討開始】

④ インフラシェアリングの促進 【引き続き実施】

［第３の柱］ 事業者間の乗換えの円滑化

ア 公正な競争には、現に加入している契約に過度に縛られずに
乗り換えられる環境の整備が重要。

イ 過度な期間拘束や引き留め、コスト負担、固定と携帯のセット
割引等による過度な囲い込み等の課題が指摘。

ウ スイッチングコストを低下させるための取組が必要。

① 改正事業法の着実な執行（過度の期間拘束の禁止） 【四半期毎に進捗を管理】

② 番号持ち運び制度（ＭＮＰ）の利用環境の整備 【来年度より指針施行】

③ キャリアメールの持ち運び実現の検討 【年度内に検討】

④ ＳＩＭロック解除の推進 【今秋以降、検討の場を設置】

⑤ eＳＩＭの促進 【来夏までに指針を公表】

⑥ 固定と携帯のセット割引等の検証 【今秋以降実施】

利用者の理解を助ける

多様で魅力的なサービスを生み出す

乗換えを手軽にする

 携帯電話は生活必需品となり、国際的に遜色がない水準で国民・利用者にとって分かりやすく納得のできる料金・サービスの実現が必要。

 総務省は、モバイル市場における公正な競争環境を確保するため、以下の事項を強力に推進。

 携帯電話事業者においても、公正な競争環境の下、各自の経営判断に基づき、不断の取組みを行うことが期待される。

 公正取引委員会や消費者庁と協力するとともに、今後の電波の割当ての際に上記２．の取組みを審査し、条件の実施状況を着実に検証する。

 モバイル市場の競争状況については、毎年検証し、必要に応じて、取組の見直しや追加的な対策を取りまとめる。

１．基本的な考え方

２．具体的な取組み

３．今後の進め方
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ごとに取り組むべき具体的な内容を記述している。 115 

また、モバイル市場における公正な競争環境を整備するための各種取組が116 

従来は事業法に基づくものが中心であったのに対し、アクション・プランにお117 

いては、電波の公平かつ能率的な利用を確保する観点から周波数の有効利用118 

の促進を図ることを公正な競争環境整備の一環として位置づけている。さら119 

に、電波の割当ての際に、公正な競争環境の整備に関する申請者の対応状況等120 

を踏まえて審査等を行うこととしている。 121 

総務省においては、アクション・プランに盛り込まれた事項について、例え122 

ば、 123 

上記ア.の柱については、「電気通信事業法第27条の３等の運用に関するガイ124 

ドライン」（以下「運用ガイドライン」という。）の改正（計４回）や「携帯電125 

話ポータルサイト」（以下「ポータルサイト」という。）の運用開始、 126 

イ.の柱については、データ接続料の低廉化（３年間で2019年度比５割減の目127 

標を２年間で実現）や音声卸料金の適正化、周波数の再割当制度の導入や電波128 

の利用状況調査の改善などを内容とする「デジタル変革時代の電波政策懇談129 

会」（座長：三友仁志早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授）報告書の取130 

りまとめ、 131 

ウ.の柱については、24時間化などに対応したMNPガイドラインの改正2、「スイ132 

ッチング円滑化タスクフォース」（主査：林秀弥名古屋大学大学院法学研究科133 

教授。以下「タスクフォース」という。）報告書（以下「STF報告書」という。）134 

の取りまとめ3など、これまで順次必要な取組を着実に進めてきている。 135 

② 公正取引委員会及び消費者庁との連携・協力 136 

総務省においては、アクション・プランに盛り込まれた事項を実施するに当137 

たって、公正取引委員会と適時適切に情報共有を行うとともに、不適切な表記138 

等の是正等において消費者庁と連携を図ってきている。 139 

具体的に、従来は総務省・公正取引委員会・消費者庁との間で課長級の実務140 

者連絡会を通じて情報交換等を行ってきたものを、菅内閣の下では、総務大臣141 

                         
2 改正後のガイドラインは2021年４月１日に施行され、手数料の原則無料化（ウェブ手続は

無料、店舗・電話での手数料上限は1,000円）、ウェブ手続の24時間化、過度な引き止め行

為の禁止等が義務付けられた。 
3 タスクフォースは、事業者間の乗換えの円滑化に資する取組について集中的かつ専門・技

術的な検討を行う事を目的として、2020年11月に本WGの下に設置され、その検討結果を

2021年５月に「スイッチング円滑化タスクフォース報告書」として取りまとめている。（詳

細は「第３章２．（３）スイッチング円滑化タスクフォースにおける検討結果」で後述） 
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及び内閣府特命担当大臣（公正取引委員会、消費者庁担当）をトップとする「携142 

帯電話料金の低廉化に向けた二大臣会合」を開催し、局長級職員からなる共同143 

検討チームを設置して、検討事項に関する進捗状況の共有、新たな課題への対144 

応方針の調整等を行ってきている。 145 

【図表Ⅰ－２ 携帯電話料金の低廉化に向けた二大臣会合の概要】146 

 147 

なお、公正取引委員会においては、2018年６月に公表した「携帯電話市場に148 

おける競争政策上の課題について」実態調査報告書のフォローアップ調査を149 

行うとともに、携帯電話市場における新たな課題等について調査・検討を行い、150 

2021年６月10日に「携帯電話市場における競争政策上の課題について（令和３151 

年度調査）」（以下「公正取引委員会令和３年度調査報告書」という。）を公表152 

している。総務省においては、同調査の一環として行われた「携帯電話分野に153 

関する意見交換会」にオブザーバーとして参加するとともに、中古端末の流通154 

や携帯電話端末の修理に関する調査を公正取引委員会と共同で行うほか、市155 

場実態の把握や分析等に当たって緊密に情報交換等を行った。 156 

また、消費者庁においては、2020年11月に総務省と連名で「携帯電話業界に157 

おける「頭金」の表示や端末販売価格に関する注意喚起～携帯電話端末の購入158 
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を検討している方へ～」を公表したほか、同年12月にはMNO３社4の広告表示の159 

総点検を実施し、条件付最安値表示の是正に繋げた。更に、同年12月に、携帯160 

電話の料金プランの適切な選択について注意喚起を促すチラシ「自分に合っ161 

た携帯料金プランになっていますか？」を公表し、随時その内容を更新してい162 

る。また、2021年５月には、大手携帯事業者の自社回線利用者以外への端末販163 

売について、表示上は端末購入プログラムを利用した端末の購入を可能とし164 

ていたにもかかわらず、総務省の覆面調査で販売拒否を行っていた事例が確165 

認されたことから、当該表示と実態の乖離に関して各社に行政指導を実施し166 

た。更に、同年６月には、一般消費者向けに携帯電話の乗換えに当たっての注167 

意事項等をまとめたリーフレット「ご存じですか？携帯のこと」を公表した。 168 

  169 

                         
4 本報告書において、「MNO３社」とは、株式会社NTTドコモ（以下「NTTドコモ」という。）、

KDDI株式会社（以下「KDDI」という。）及びソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」

という。）のことをいう。 
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２．事業法第27条の３の執行の状況 170 

(１) 事業法第27条の３の違反事例等 171 

① 検討課題等 172 

○ 事業法第 27条の３の違反事例等 173 

総務省においては、事業法第 27条の３等の規律の適切な執行を確保する174 

ために、各総合通信局等に設置した通報窓口を通じて事業法に違反する事175 

案を匿名で受け付けている。 176 

2019 年 10 月の改正法の施行以降、一部の事業者及び販売代理店におい177 

て、事業法第 27条の３の規律に反する不適切な端末代金の値引き等が確認178 

されたため、総務省は、違反が確認された事業者及び販売代理店に対して再179 

発防止等を図るよう、行政指導を行った。 180 

報告書 2020 の公表以降、事業法第 27 条の３の規律に明確に違反する事181 

案は確認されていないが、後述のとおり、覆面調査では、違反が疑われる説182 

明が確認されている。 183 

また、事業法第 27条の３による禁止行為の規律の適用を受ける事業者は、184 

事業法第 27 条の３第１項に基づき、総務省が指定することになっている。 185 

総務省はこれまで、電気通信事業報告規則（昭和 63年郵政省令第 46号。186 

以下「報告規則」という。）に基づく事業者からの報告等を受け、事業法第187 

27条の３第２項の規定の適用を受ける事業者を指定しているが、KDDIから、188 

事実と異なる報告がなされたことにより、KDDI の特定関係法人のうち、ジ189 

ェイコム地域会社（11社 5）及び京セラコミュニケーションシステム株式会190 

社の計 12 社が、改正法施行時より指定されるべきであるにもかかわらず、191 

指定されていなかった。 192 

総務省は、2021年１月 22日に、本件について再発防止策を徹底して実施193 

するとともに、不断の見直し及び改善を図るよう、KDDI に対して行政指導194 

を行った。また、速やかに事業者指定告示を制定し、同年４月１日に、上記195 

                         
5 大分ケーブルテレコム株式会社、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコムウエ

スト、株式会社ジェイコム九州、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコム

札幌、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム千葉、株式会社ジェイコム

東京、土浦ケーブルテレビ株式会社及び横浜ケーブルビジョン株式会社 
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12 社を新たに事業法第 27 条の３の禁止行為の対象となる事業者として指196 

定した 6。 197 

○ 事業者の体制整備の状況 198 

総務省は、事業者に対して事業法第 27条の３の遵守のための体制整備を199 

求めている（2019年６月及び９月に MNO３社に対して要請を発出 7。）。 200 

これも踏まえ、各事業者は、改正法施行前から社内の組織体制の整備や確201 

認体制の構築を行っているほか、一部の事業者では、事業法第 27条の３の202 

規律に反する不適切な端末代金の値引き等が行われないようにシステムで203 

の注意喚起（アラート）を表示する等の取組も行っている。その他、各事業204 

者においては、販売代理店の教育・指導等を含む体制整備 8を行っている。205 

なお、いずれの事業者も、報告書 2020の公表以降、新しい取組を行ってい206 

ない。 207 

○ 端末代金の値引き等の特例の適用状況 208 

事業法第 27 条の３の通信契約と端末のセット販売時の端末値引き等の209 

利益提供の上限の規律の例外として、ア.不良在庫端末、イ.廉価端末及び210 

ウ.通信方式変更/周波数移行に対応するための端末についての特例が設け211 

られている 9。 212 

各特例の適用状況は次のとおりとなっており、利益提供の件数等の数値213 

を見る限りでは、明らかに不適切な端末代金の値引き等が行われている兆214 

候は確認されない。 215 

ア 不良在庫端末の特例 216 

                         
6 令和３年総務省告示第142号（電気通信事業法第27条の３第１項の規定に基づき、同条第

２項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件）で計37社を指定。 
7 「電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に向けた準備について（要請）」（2019年６

月20日付け総基料第33号）及び「電気通信事業法の一部を改正する法律の円滑な施行に向

けた取組について（要請）」（2019年９月６日付け総基料第117号） 
8 事業者は、事業法第27条の４において、届出媒介等業務受託者に対し「委託に係る業務の

適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない」こととされて

おり、その具体的な内容の１つとして、電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25

号。以下「施行規則」という。）第22条の２の18第１項第８号において、事業法第27条の３

において準用する事業法第27条の３第２項の規定を遵守するために必要な措置が定めら

れている。 
9 不良在庫端末の特例は施行規則第22条の２の16第１項第２号イで、廉価端末の特例は同号

ロで、通信方式変更/周波数移行に対応するための端末の特例は同号ハ及びニでそれぞれ

規定。 

10



 

・ 2021年６月１日時点で、MNO３社で延べ 237機種（うちスマートフ217 

ォンは 167機種）が不良在庫端末に係る例外の対象となっている。こ218 

のうち、iOSは 95機種（うちスマートフォンは 59機種）、Androidは219 

142機種（うちスマートフォンは 112機種）となっており、いずれに220 

ついても、最終調達日から１年以上の特例（半額までの値引き）と２221 

年以上の特例（８割以上の値引き）の対象となる機種が存在する。 222 

・ 不良在庫端末１件当たりに対する利益提供の平均金額は、対象機223 

種の対照価格と比較して明らかに高い水準の額であるとはいえず、224 

平均金額を見る限りでは、明らかに不適切な端末代金の値引き等が225 

行われている兆候は確認されない。 226 

【図表Ⅱ－１ 不良在庫端末に係る例外の対象機種数】 227 

出典：本 WG（第 20回）（2021年６月９日）資料 228 

イ 廉価端末の特例 229 

・ 2021年６月１日時点で、MVNO（Mobile Virtual Network Operator）230 

を含め、７事業者で述べ 26機種が発売されている。 231 

・ 廉価端末１件当たりに対する利益提供の平均金額は、２万円以下に232 

留まっており、平均金額を見る限りでは、明らかに不適切な端末代金233 

の値引き等が行われている兆候は確認されない。  234 

（2021年６月１日時点）

※１ 電気通信事業法施行規則第22条の２の16第１項第２号イ（１）に掲げる端末（製造が中止されておらず、最終調達日から24月が経過しているもの）又は同号イ（２）に掲げる端末（製造が中止されており、最終調達日から12月が経
過しているもの）については、対照価格の半額までの値引きが可能。

※２ 電気通信事業法施行規則第22条の２の16第１項第２号イ（３）に掲げる端末（製造が中止されており、最終調達日から24月が経過しているもの）については、対照価格の８割までの値引きが可能。
※３ 同一機種が複数の事業者において対象となっている場合、重複して計上されているため、延べの合計となる。重複を排除した場合には、計143機種が対象（うちスマートフォンに係るものは98機種）。
注 括弧内は、うちスマートフォンの機種数。
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【図表Ⅱ－２ 販売されている廉価端末（スマートフォン）一覧】 235 

出典：本 WG（第 20回）（2021年６月９日）資料  236 

 237 

ウ 通信方式変更/周波数移行に対応するための端末の特例 238 

・ ３G 契約は、2021 年３月末時点で、改正法の施行時と比較して約239 

56.1％（改正法施行時を 100とした時の残存割合）まで減少し、残り240 

約 1,118.5万契約となっている。 241 

・ 通信方式変更に対応するための端末に対する利益提供の件数は、３242 

G 契約の減少数（MNO３社合計）よりも少なく、利益提供の件数を見243 

る限りでは、明らかに不適切な端末代金の値引き等が行われている244 

兆候は確認されない。  245 

○ 規律内容の明確化 246 

総務省は、関係者における規律の正確な理解を図り、公正な競争環境を確247 

保する観点から、事業者からの声を踏まえつつ、運用ガイドラインの規律の248 

明確化を累次に渡って行っている。 249 

報告書 2020の公表以降の対応として、2020 年 11月 27日に運用ガイドラ250 

インの第３次改正を行った。また、2021 年７月８日に運用ガイドラインの251 

第４次改正を行った。 252 

事業者名 発売時期 機種名 現在の販売価格

NTTドコモ
2019年11月１日 Galaxy A20 19,440円

2020年10月23日 Galaxy A21 20,000円

KDDI

2018年11月９日 LG it 20,000円

2018年11月９日 AQUOS sense2 20,000円

2019年６月14日
AQUOS sense2 

かんたん
20,000円

2019年10月25日 Galaxy A20 20,000円

2020年6月19日 AQUOS sense3 basic 20,000円

2020年9月4日 GRATINA KYV48 20,000円

2020年12月12日 Galaxy A21 20,000円

ソフトバンク

2018年1月18日 Android One S3 19,964円

2018年４月13日 キッズフォン 10,910円

2019年６月28日 arrows U 19,986円

2019年11月8日 Libero S10 19,964円

2019年5月17日 Google Pixel 3a 19,986円

2020年１月17日 キッズフォン2 16,364円

2020年1月31日 AQUOS zero2 19,986円

2021年2月26日 Redmi Note 9T 19,637円

楽天モバイル
2019年10月1日 arrows RX 18,182円

2020年１月23日 Rakuten mini 17,000円

事業者名 発売時期 機種名 現在の販売価格

ＩＩＪ

2021年２月５日 Redmi 9T 13,800円

2021年３月１日 moto e7 power 13,800円

2021年３月１日 moto g8 power lite 15,500円

オプテージ
2021年4月20日 Redmi 9T 14,880円

2021年4月20日 moto e7 14,640円

ビッグローブ
2021年2月10日 Redmi 9T 15,840円

2021年3月1日 moto e7 16,992円

計： 26機種（重複排除：2１機種）

（2021年６月１日時点）
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その他、事業者からは、運用ガイドラインの解釈が難解でありシンプル化253 

を目指していく必要があるのではないかという指摘や、運用上の課題とし254 

て事業者間で解釈の相違が生じることで競争上の課題につながる事案が発255 

生する場合もあるため、その解決策として、一社に示した個別事案の解釈を256 

他社にも伝達する、事例集（FAQ）を策定する等の運用の提案も行われてい257 

る。 258 

○ 事業法第 27条の３の規律に反する不適切な端末値引き等に関する覆面259 

調査 260 

MNO３社が事業法第 27 条の３の規律の違反・潜脱につながる行為を行っ261 

ていないか確認するため、総務省においては、2020 年 12 月から 2021 年２262 

月まで、MNO３社の販売代理店に対して調査を実施した。 263 

調査内容は、以下のとおり。 264 

ア 非回線契約者への端末販売の有無 265 

イ 非回線契約者への端末購入プログラムの提供の有無 266 

ウ 回線契約をした場合の利益提供額 267 

（事業法第 27条の３の規律に反する不適切な端末代金の値引き等が行わ268 

れていないか。） 269 

 270 

【図表Ⅱ－３ 各社の端末購入プログラムの提供状況】 271 

出典：本WG（第20回）（2021年６月９日）資料  272 

 273 
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調査の結果、ア及びイについて、MNO３社は、販売代理店において、非回274 

線契約者に対しても端末を販売（一括又は端末購入プログラムによる割賦）275 

しているとしているにもかかわらず、NTT ドコモは 22.2%、KDDI は 29.9%、276 

ソフトバンクは 9.3%の販売代理店で、事業法第 27条の３の規律の潜脱につ277 

ながる非回線契約者への販売拒否が確認された。 278 

販売拒否の理由として、「事業者や店舗の方針で販売できない」、「オンラ279 

インでは扱っているかもしれないが店舗では対応していない」、「一部の店280 

舗でしか対応していない」、「システムが対応していない」、「端末購入プログ281 

ラムは非回線契約者向けのプログラムなので加入できない」等の説明があ282 

った。また、「回線を乗り換えた方がお得」、「乗り換えないならメーカ（Apple283 

ストア等）で買った方がいい」といった説明もあった。 284 

この結果を受け、MNO３社も自社の販売代理店に対して自主的な調査を実285 

施した。各社の１回目の調査の結果、NTTドコモは 3.3%、KDDI は 1.3%、ソ286 

フトバンクは 2.3%の販売代理店で非回線契約者への販売拒否が確認された287 

と報告があった。 288 

【図表Ⅱ－４ 総務省による覆面調査の結果の概要】 289 

 出典：本 WG（第 20回）（2021年６月９日）資料 290 

 291 

ウについて、前述のとおり、一部の事業者の販売代理店において、事業法292 
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第 27条の３の規律に反する不適切な端末代金の値引き等が疑われる事案が293 

確認された。これらの事案は、形式上違反であると断定できなかったものの、294 

店員の説明方法が不適切、利益の提供の条件が明記されていない等、不適切295 

な端末の販売実態が疑われるものだった。 296 

② 意見 297 

ア 構成員の意見 298 

○ 規律内容の明確化 299 

・ 運用ガイドラインが非常に複雑で難解であるため、もう少し単純化でき300 

ないか。 301 

○ 事業法第27条の３の規律に反する不適切な端末値引き等に関する覆面302 

調査 303 

・ 非回線契約者への端末販売について、想像以上に実態が是正されておら304 

ず、残念な結果となっている。 305 

・ 覆面調査で発覚した端末販売の実態について、どうすれば解決できるか306 

という点も含め、議論していくべき。 307 

イ 事業者等の意見 308 

○ 規律内容の明確化 309 

・ 2021年10月で２年が経過することとなるが、現段階では、通信と端末の310 

分離及びスイッチングの円滑化はまだ十分とは言えないと考えており、現311 

行の規律が緩和されることによって、従前のキャッシュバック競争に逆戻312 

りすることは避けるべきと考えている。（第16回会合：NTTドコモ） 313 

・ 現行の規律については守るべきと考えているが、内容が非常に複雑で分314 

かりにくい。運用ガイドラインの解釈について社内の営業部門に説明する315 

のも非常に大変な状況。規制の緩和というよりも、もう少しシンプルなル316 

ールにならないか。（第16回会合：KDDI） 317 

・ 健全化と言ったら言い過ぎになるかもしれないが、端末の価格帯別の構318 

成比が変わってきており、低・中価格帯の端末が売れるようになってきて319 

いることを踏まえると、上手く規律が機能しているのではないか。今後情320 

勢がどう変わるかわからないが、少なくとも現時点で規律を変える必要は321 

ないと考えている。（第16回会合：ソフトバンク） 322 

・ 数店舗を運営する販売代理店においては、規律遵守徹底のため、各機種323 

とも全国統一の売価（対照価格）とせざるを得ないことが課題。（第17回324 
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会合：一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会（以下「全携協」という。）） 325 

・ 会員事業者から、規律の解釈や各種施策検討等のチェックに時間を要す326 

る場合があるという意見、また総務省への届出が必要になり、時間がかか327 

り競争の観点から出遅れてしまうといったような意見が出てきている。328 

運用ガイドラインの運用については、さらに改善を図れるところがある329 

のではないか。（第18回会合：一般社団法人テレコムサービス協会MVNO委330 

員会（以下「MVNO委員会」という。）） 331 

・ 事業法第27条の３の規律により過度なキャッシュバック競争が鎮静化332 

され、それによる料金競争が消費者の利益となっていることは歓迎する。333 

しかし、現行の規律は非常に複雑であり、規律に適合するために社内で議334 

論をし尽くす必要がある等により、ビジネスにおける他者との競争速度335 

に付いていくことが困難。通信料金と端末代金の分離が進んできている336 

中で再びキャッシュバック競争に戻るような規制緩和は避けるべきと考337 

えるが、より対応しやすく、運用しやすい規制の在り方について検討して338 

欲しい。（第18回会合：株式会社インターネットイニシアティブ（以下「IIJ」339 

という。）） 340 

③ 対応の方向性 341 

○ 事業法第 27条の３の適切な執行 342 

前述のとおり、報告書 2020の公表以降、通信契約と端末のセット販売を343 

条件とする端末値引き等の利益提供の規律に直接違反する行為は確認され344 

ていない。したがって、通信契約と端末のセット販売を条件とする端末値引345 

き等の利益提供の規律に違反する行為は、事業者・販売代理店ともに、少な346 

くとも形式上は見られなくなっている。 347 

しかしながら、総務省において、販売代理店に対する覆面調査を実施し、348 

事業法第 27条の３の規律に反する不適切な端末代金の値引き等の実態がな349 

いか確認を行ったところ、上限を超える端末代金の値引き等が疑われる不350 

適切な説明や非回線契約者への端末単体販売の拒否事案も確認されており、351 

違反行為が実態としてまだ残っているといえる。 352 

この結果等を踏まえ、総務省は、2021年５月に、MNO３社に対して、販売353 
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代理店に対する指導等の措置を改めて徹底するよう要請 1011を行っている。354 

今後、更に「第２章.２.（３）端末購入サポートプログラムについて」及び355 

「第３章．３．（１）販売代理店の在り方」の議論も踏まえつつ、引き続き、356 

通報窓口や覆面調査を通じて事業法第 27条の３の規律に反する行為が行わ357 

れていないかの確認を行うとともに、今後、必要な制度整備をしていくこと358 

が求められる。 359 

○ 事業者の体制整備の状況 360 

前述のとおり、事業者は、事業法第 27条の３の規律を遵守するため、販361 

売代理店への教育・指導を含む各種対応を行っているとしているが、報告書362 

2020 の公表以降、新しい取組は行われていない。事業者においては、事業363 

法第 27条の３の規律に反する行為が生じないように、不断の取組を行うこ364 

とが求められる。 365 

その際、今般、事業者の指定のプロセスにおいて事業者による報告漏れの366 

事案が確認されたことを踏まえ、事業法第 27 条の３の規律に直接反する行367 

為が生じないように行う取組のみならず、法令遵守が確保されるための社368 

内の体制整備について改めて徹底して行うことが求められる。 369 

また、MNO３社においては、事業法第 27条の３の規律の潜脱につながる非370 

回線契約者に対する販売代理店における端末販売拒否の実態が確認されて371 

いることから、「第２章.２.（３）端末購入サポートプログラムについて」372 

及び「第３章.３．（１）販売代理店の在り方」の議論も踏まえつつ、事業者373 

においては、不適切な行為が行われないようにするための措置の徹底が求374 

められる。 375 

○ 端末代金の値引き等の特例の適用状況 376 

端末代金の値引き等の特例については、前述のとおり、数値を見る限りで377 

は、明らかに不適切な端末代金の値引き等が行われている兆候は確認され378 

なかった。 379 

                         
10 「販売代理店の業務の適正性確保に向けた指導等の措置の実施について（要請）」（2021年

５月25日付け総基一第59号） 
11 また、消費者庁は、携帯大手３社が非回線契約者であっても端末購入プログラムを利用

した端末の購入が可能であるとウェブサイトで表示しているにも関わらず、実態として端

末販売拒否が行われていることについて、景品表示法上の問題（不当表示）が生じるおそ

れがあるとして、MNO３社に対して指導を行った（2021年５月25日公表）。 
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他方、今後、MNO３社が提供する３G サービスが順次終了時期を迎える 12380 

に当たり、特例を活用した２万円の上限を超える端末値引き等の利益提供381 

の件数の増加も見込まれることや、不良在庫端末の特例の対象となる機種382 

が増加していることなども踏まえ、総務省においては、引き続き、事業法第383 

27 条の３の特例の適用状況について確認を行い、不適切な端末代金の値引384 

き等が行われないよう、適切な運用を行っていく必要がある。 385 

○ 規律内容の明確化 386 

前述のとおり、事業者間の解釈に係る理解の相違による競争上の課題に387 

ついて指摘がなされていることを踏まえ、事業者間でルールの解釈につい388 

て理解が異なることにより公正な競争が損なわれることがないよう、総務389 

省においては、引き続き、運用ガイドライン自体の随時の見直しを含む対応390 

を行っていくことが必要である。 391 

また、運用ガイドラインの日々の運用に関して、例えば解釈が困難と考え392 

られる部分については、各事業者がルールの解釈について共通の認識を持393 

つことができるよう、総務省において、必要に応じて、運用ガイドラインの394 

規律の趣旨とともに個別の解釈を関係事業者に周知する等の対応を行うな395 

ど、運用面の工夫を行うことも考えられる。 396 

(２) 既往契約に関する事項について 397 

① 現状 398 

○ 事業法第 27条の３の規律 399 

2019 年 10 月１日の改正法の施行以降、新たに「約す」契約（「更新」を400 

含む。）は、事業法第 27条の３に適合した条件の契約である必要がある。 401 

このため、施行日より前に約された契約については、最初の契約の更新の402 

際に、事業法第 27条の３に適合した条件の契約（以下「適合契約」という。）403 

に移行することが原則として求められるが、適合契約への移行が不利とな404 

るおそれのある例外的な利用者も存在するため、「当分の間」の経過措置と405 

して、施行日より前に約された事業法第 27条の３に適合していない契約（以406 

下「既往契約」という。）については、事業法第 27条の３に適合しない条件407 

のまま「更新」することを特例として認めている（電気通信事業法施行規則408 

                         
12 NTTドコモは2026年３月31日に、KDDIは2022年３月31日に、ソフトバンクは2024年１月下

旬に３Gサービスを終了予定。各種資料24 
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の一部を改正する省令（令和元年総務省令第 38 号。以下「改正施行規則」409 

という。）附則第３条第１項第１号）。 410 

既往契約には、次のものがある。 411 

ア 事業法第 27条の３不適合期間拘束契約（以下「不適合期間拘束契約」412 

という。） 413 

・ 違約金 1,000円超、期間拘束２年超など施行規則第 22条の２の 17414 

に適合しない契約。 415 

・ 特例により、再度、事業法不適合の条件で更新をすることができる。 416 

イ 事業法第 27条の３不適合利益提供等（以下「不適合利益提供等」と417 

いう。） 418 

・ 端末購入を条件とする通信料金の割引や通信契約の継続利用を条419 

件とする端末代金の値引き（割賦残債の支払免除）など施行規則第 22420 

条の２の 16に適合しない利益提供が残っている契約。 421 

・ 再度、事業法不適合の条件で約すことはできない。 422 

○ 不適合期間拘束契約の移行促進のための取組 423 

不適合期間拘束契約の利用者が、適合契約に移行することにより有利に424 

なるにもかかわらず漫然と更新し続けることがないよう、総務省において425 

は、前述のとおり、2019年６月及び９月に MNO３社に対して要請を行い、こ426 

れを受けて、事業者においては移行促進のための計画を策定し、各種取組を427 

実施している。 428 

MNO３社は、改正法の施行時から、移行促進のための取組として、自社内429 

の適合契約に移行する際の違約金の免除等を行っているほか、適合契約の430 

周知等を実施している。 431 

なお、NTTドコモにおいては、違約金の免除ではなく、適合契約へ移行し432 

た後も解約した不適合期間拘束契約の残余の拘束期間に適合契約を解約し433 

た場合には、不適合期間拘束契約による違約金 9,500 円の支払いが発生す434 

る「違約金の留保」を行っているが、2021 年秋以降、違約金の留保を撤廃435 

することを表明している。 436 

MNO３社の移行促進のための取組のうち、周知について、報告書 2020 で437 

は、「各事業者による周知が改正法の施行前後と比較して低調になってきて438 

いる」という指摘をしている。 439 

2021 年４月時点では、事業者において、適合契約についての周知の取組440 

は行っているものの、移行促進自体に関する周知の取組は行われていない。441 
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また、総務省の利用者意識調査 13では、適合契約に移行した利用者のうち、442 

約４割の者が案内はなかったと回答している 1415。 443 

また、公正取引委員会令和３年度調査報告書では、「令和２年 12月末時点444 

において，改正電気通信事業法施行時点の既往契約数の６割程度が残って445 

いること、消費者アンケート 1617において違約金の上限が 1,000円となった446 

ことを認知していない消費者が半数以上となっていること等を踏まえると、447 

スイッチングコストの低減に係る通信事業者のこれまでの取組が不十分で448 

あると考えられる」としている。 449 

○ 既往契約の状況（2021年３月末時点） 450 

MNO３社の不適合期間拘束契約は、改正法施行時点（2019年９月末時点の451 

既往契約数を基準値（100）とした場合の指数）と比較して、約５割の約 5,300452 

万契約が残っている（NTTドコモ：51%、KDDI：51%18、ソフトバンク：53%）。453 

改正法施行時に、各社が策定した移行促進計画との関係では、NTTドコモは、454 

移行促進計画を上回るペースで、KDDI 及びソフトバンクは、概ね計画どお455 

りに移行が進んでいる。また、MNO３社の契約数に占める不適合期間拘束契456 

約の割合は、45.8%となっている。 457 

                         
13 総務省で2019年９月から四半期毎に携帯電話利用者6,000名を対象に実施しているアン

ケート調査。サンプル属性は12属性×500人①性別（男女）２属性、②年齢（20代～70代以

上 10代ごと）６属性となっている。 
14 2019年10月以降現在の料金プランに変更した者に対し、携帯電話会社から料金プランの

変更の案内があったかという質問に対する回答結果。 
15 各種資料28 
16 2021年１月～同年２月の期間で、公正取引委員会がMNO３社（NTTドコモ、KDDI及びソフト

バンク。UQモバイル及びワイモバイルを除く。）の利用者2,000人及びMVNO等（NTTドコモ、

KDDI、ソフトバンク以外の事業者。UQモバイル及びワイモバイルを含む。）の利用者2,000

人に対してウェブアンケート形式で実施したもの。 
17 公正取引委員会が行った消費者アンケートでは、期間拘束契約について、途中で解約し

た場合に発生する違約金の上限が1,000円に定められたことを知っているかという質問に

対し、MNO3社の利用者の55.3％が「違約金の上限が1,000円に定められたことを知らなかっ

た」と回答している。 
18 2020年10月1日に事業承継が行われたUQモバイルの数値を含む。 
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【図表Ⅱ－５ MNO３社の契約数全体に占める事業法第 27条の３不適合期間458 

拘束契約数の割合の推移】 459 

出典：本 WG（第 20回）（2021年６月９日）資料 460 

 461 

【図表Ⅱ－６ 事業法第 27条の３不適合期間拘束契約数の指数の推移】 462 

出典：本 WG（第 20回）（2021年６月９日）資料 463 

MNO３社は 2021 年３月末から新しく低廉な料金プランの提供を開始して464 

いるところ、今後の見通しとして、NTTドコモは、不適合期間拘束契約のう465 

ちスマートフォンの契約について 2022年末までに移行が完了すること、ソ466 

フトバンクは、適合契約への移行の進捗が加速する見込みであることを表467 

明している。 468 

端末の購入を条件とする通信料金の割引は、改正法施行時点（2019 年９469 

月末時点の既往契約数を基準値（100）とした場合の指数）と比較して、約470 

出典：電気通信事業報告規則及び令和元年総基料第129号に基づく報告

注１： ここでいう「契約数」とは、「移動電気通信役務の契約数」を指す。
注２：2020年12月末時点及び2021年３月末時点のKDDIの契約数及び既往契約数には、同年10月1日に事業承継を行った「UQモバイル」分も含む。
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620 万件が残っている（NTT ドコモ：7.2%、KDDI：32.5%、ソフトバンク：471 

29.4%）。 472 

回線契約の継続を条件とする割賦代金の残債免除（旧端末購入プログラ473 

ム）19は、改正法施行時点（2019年９月末時点の既往契約数を基準値（100）474 

とした場合の指数）と比較して、 約 1,405万契約が残っている（KDDI：75%、475 

ソフトバンク：56%）。各社が策定した移行促進計画との関係では、ソフトバ476 

ンクは計画を上回っているが、KDDIは計画を下回っている。 477 

【図表Ⅱ－７ 事業法第 27条の３不適合利益提供等の残存数】 478 

出典：本 WG（第 20回）（2021年６月９日）資料 479 

MNO３社の不適合期間拘束契約のうち、約２割は３G契約となっている（不480 

適合期間拘束契約は約 5,300万契約、３G契約は約 1,120万契約が残ってい481 

る。）。 482 

                         
19 KDDIの｢アップグレードプログラムEX｣（2017年７月～2019年９月の間提供）及びソフトバ

ンクの｢半額サポート｣（2017年９月～2019年９月の間提供）。自社が販売する指定端末につ

いて、①一定期間利用後、新たに端末を購入し機種変更をすること、②旧端末を下取りに

出すこと、③割賦残債の免除を受ける時まで通信契約を継続し続けていることを全て満た

した場合に、最大２年分の割賦残債を免除するプログラム。 
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【図表Ⅱ－８ ３Ｇ契約の状況】 483 

出典：本 WG（第 20回）（2021年６月９日）資料 484 

 485 

【図表Ⅱ－９ MNO3社の移行促進のための取組と現状】 486 

出典：本 WG（第 20回）（2021年６月９日）資料 487 

 488 

② 意見 489 

ア 構成員の意見 490 

・ 現行法が基本と考えると、早期に不適合契約の残存数・割合は減らして491 

いかなければいけない。 492 

・ 不適合契約の残存数は減らすべきであるが、既往契約に残っている人達493 

NTTドコモ
KDDI ソフトバンク

au UQモバイル ソフトバンク ワイモバイル

期間拘束プランの
提供有無

４Gプラン 有
→2021年秋に期間拘束契
約の新規受付を終了予定。 有 無 無

５Gプラン 無

不適合期間拘束契約残存割合※１

（参考：３社計約5,300万契約） 51% 51% 41% 53%

プラン変更時の
違約金免除の取組

対象者 全員 全員 全員 全員 ①ワイモバイルと
２年以上契約して
いる人又は②プラ
ン変更と同時に端
末を購入する人

全員

移行先プラン 全てのプラン 一部プラン※２を除く全てのプラン 全てのプラン 全てのプラン ワイモバイルの
プラン

ワイモバ
イル以外
の全ての
プラン

免除の内容 9,500円の違約金留保
（既往契約の拘束期間中にド
コモを辞めると9,500円の違約
金の支払いが発生)
→2021年秋見直し予定

違約金０円 違約金０円 違約金０円 違約金０円

事業法第27条の３

不適合利益提供等
の残存割合※１

（参考：①３社計約
620万契約、②２社
計約1,405万契約）

①通信料金
の割引 7.2% 32.5% － 29.4% -

②割賦代金
の残債免除 - 75.0% - 56.0% -

※１ 事業法第27条３の施行時（2019年９月末）の残存数を100とした時の2021年３月末時点の指数、※２ 期間拘束の有無を選択できるプランで期間拘束なしの契約をした場合。
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のニーズに合致するサービスがないのではないか。MNO３社にはその点を494 

工夫してもらいたい。 495 

・ NTTドコモの9,500円の違約金留保は早急に解決すべき。 496 

・ 改正法の施行から２年以上たっても利用者が適合契約に自ら移行しな497 

い限り違約金9,500円のままという状態で、移行がなかなか進んでいない498 

という状況がなかなか是正されていないことを踏まえると、事業者に対499 

して、違約金を強制的に1,000円もしくは無料という形に下げさせるとい500 

うことを考えてもいい時期に来ていると思う。利用者にとって有利変更501 

になるため、提供条件の説明も不要になるのではないか。 502 

・ NTTドコモの違約金留保が2021年秋を目途に解消されることはありがた503 

い。この件について、利用者からは、説明を丹念に聞いたがなかなか納得504 

しがたいという声がやはりあったので、これが解消されることは、消費者505 

利益になるほか、現場で説明を行うスタッフの負担軽減にもつながるの506 

ではないか。 507 

・ 不適合期間拘束契約が５割も残っている現状は、2019年の段階では想定508 

されていなかったこと。この状況を漫然と続けるよりも移行完了期限を509 

設けることに賛成。 510 

・ 公共の電波を活用して事業を行う者は、利用者に対して公正な取組を行511 

う努力をすることが大切。電波割当ての審査基準として、適合契約への移512 

行促進に向けた各社の取組状況を実際に活用するかは別としても、この513 

ような視点は重要である。 514 

・ 改正施行規則附則において、既往契約に関する特例が規定されていると515 

はいえ、既往契約は、あくまでも例外として、事業法第 27条の３の規律516 

と異なった対応を取っているという位置づけ。例外である既往契約が多517 

く残っている現状は、「解消が望ましいこと」ではなく、「解消すべきこと」518 

である。 519 

・ スイッチングコストが大きく低減している現状において、やはり旧端末520 

購入プログラムは競争上問題が大きいため、早期の解消に向けた取組が521 

必要。一方、旧端末購入プログラムは事業法上違法というわけではないた522 

め、事業者にインセンティブを与え自主的な取組を促すことが有効。各社523 

の取組状況を電波の周波数割当ての審査に活用することが適当なのかに524 

ついては検討する必要があるが、方向性としては賛同。 525 

・ 周波数は、消費者の利便にかない、かつ、公正競争に資する形で利用さ526 

れるべきもの。周波数の割当ての審査において各社の取組状況を活用す527 

ることは、これまでより一歩踏み込んだ案だと思うが、周波数利用の原理528 

原則に立った際に、それほど逸脱した考え方でもなく、周波数の割当てを529 
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自主的取組に対するインセンティブとすることは検討してもよい。 530 

・ 競争を活性化させよりよいサービスを提供させるという改正法の目的531 

を実現するに当たって、ロックイン効果の高い既往契約が減らないこと532 

は問題。適合契約への移行を促進させるインセンティブが MNO３社にない533 

点について、具体的な政策による対応をしなければならない。期限やスケ534 

ジュールを定め、MNO３社の積極的な取組には期待するが、インセンティ535 

ブが十分にないことは事実であるため、周波数の割当ての審査基準とし536 

て、事業者の対応状況を活用するという点に賛同。誰でも自由に使える訳537 

ではない周波数を割り当てることに通信事業の特徴があるため、審査基538 

準として勘案することはあり得る議論。 539 

・ 事業者に対して、ロックイン効果の高い既往契約を継続することに対す540 

るインセンティブをこれまで強く与えてきてしまったことを踏まえると、541 

既往契約を解消するために何らかのインセンティブを与えるべきであり、542 

その手段として周波数割当ての審査項目を増やすことについて賛成。特543 

に、既往契約は既存の周波数を使って獲得したものであることを考える544 

と、新規の周波数割当てにおいて審査基準とするだけでなく、プラチナバ545 

ンドの再割当てにおいても審査基準とすることまで踏み込んでいいので546 

はないか。 547 

・ 既往契約は違法ではないが、このような契約が競争を阻害していたため548 

に法改正を行ったことを踏まえると、既往契約を放置しておくことが不549 

当であることは明らかであるにも関わらず、放置されているのは明らか550 

に事業者の努力不足。また、事情が変わったにもかかわらず、そのことを551 

評価せず当然に契約を更新するということは、契約上の効力という観点552 

でも怪しい。 553 

イ 事業者等の意見 554 

・ 違約金を留保していたが、2021年秋頃を目途に見直しを行う予定。また、555 

違約金留保の見直しに併せ、２年定期契約自体、新規受付を終了すること556 

も含め検討中。（第16回会合：NTTドコモ） 557 

・ 適合契約への移行促進の取組について、積極的な周知として更新を迎え558 

る利用者に対するメール、はがきによる適合契約へ移行してもらうため559 

の案内をしている。（第16回会合：KDDI） 560 

・ 改正法施行前に提供していた従来の端末購入プログラムについては、回561 

線と端末がセットになっていたという背景もあるが、機種変更後は契約562 

解除料なしに解約可能であるため、ロックイン効果はない。（第16回会合：563 

ソフトバンク） 564 

25



 

・ 事業法適合プランの移行状況について、当初の計画よりも２倍のペース565 

で移行が進んでいる。スマートフォンの利用者については、今後、改正法566 

施行から２年程度で適合契約へ移行すると見通している。（第16回会合：567 

NTTドコモ） 568 

・ 既往契約の割合は、現時点で全契約者の半数以下に減少。ほぼ計画どお569 

りに進んでいる。また、新しい料金プランに移行する利用者が多く、直近570 

でそのペースが加速しているため、より加速されると見込んでいる。（第571 

16回会合：ソフトバンク） 572 

・ 改正法施行の際、総務省からの要請に基づき、期間拘束不適合契約の移573 

行計画を提出しており、実績についてはほぼ計画どおりに進捗している。574 

今後も、３G契約の巻き取り推進や、５G端末の販売を契機とした適合契約575 

への移行促進等により、更なる既往契約の移行を進める。（第16回会合終576 

了後追加質問に対する回答：KDDI） 577 

・ 当初から契約解除料免除を始めとした各種取組で自社内の適合契約へ578 

の移行を進めていることに加え、2021年３月には当社の各ブランド間の579 

移行時にも違約金の免除を拡大した。（第16回会合終了後追加質問に対す580 

る回答：ソフトバンク） 581 

③ 対応の方向性 582 

前述のとおり、既往契約は、事業法第 27条の３で禁止されている提供条583 

件により改正法施行後も提供が続けられている契約であり、行き過ぎた囲584 

い込みの是正に反する違約金 9,500 円や、通信料金と端末代金の分離の趣585 

旨に反する通信契約の継続利用を条件とする端末代金値引き等が依然とし586 

て残っている契約である。 587 

このため、事業法第 27条の３の趣旨を徹底する観点から、できる限り早588 

急に解消する、具体的には、できる限り早急に既往契約を０にすべく関係者589 

においては必要な取組を進めるべきである。 590 

2019年 10月の改正法施行時においては、既往契約について特段の終了時591 

期は定めず、事業者が策定した移行促進計画に基づき、既往契約の解消状況592 

を確認してきた。しかしながら、改正法施行から２年を迎えようとする中で、593 

既往契約の解消に向けた具体的な出口を検討する時期に来ていると考えら594 

れる。 595 

特に、2020 年の秋以降、携帯各社から低廉な料金プランが次々と発表さ596 

れ、市場全体として競争が活発化しており、また、MNPガイドラインの改正597 
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や、SIM（Subscriber Identification Module）ロック 20の原則禁止、eSIM598 

（Embedded SIM）21の促進などにより他の要因によるスイッチングコストの599 

低減も進捗している。こうした中で、既存大手である MNO３社が、事業法第600 

27 条の３の趣旨に反する、囲い込み効果の高い既往契約に加入する利用者601 

を多く抱えたまま、新規事業者や MVNOとの間で顧客獲得を争うことは、決602 

して対等な競争条件とはいえない。このため、公正な競争環境を整える観点603 

からは、既往契約を早期に解消するべきである。 604 

○ 不適合期間拘束契約 605 

前述のとおり、不適合期間拘束契約については、2021 年３月末時点で、606 

改正法施行時と比較して約５割の契約が残っている。 607 

MNO３社のうち、KDDI及びソフトバンクについては、不適合期間拘束契約608 

に加入する利用者が各社の提供する適合契約に移行すれば 22、不適合期間拘609 

束契約への加入時期等に関わらず、同契約に基づく違約金 9,500 円が免除610 

され、改正法の趣旨に反する違約金を払うことなく、他の事業者に通信契約611 

を乗り換えることが可能である。 612 

他方、NTTドコモについては、不適合期間拘束契約に加入する利用者が同613 

社の提供する適合契約に移行しても、不適合期間拘束契約の拘束期間中は614 

同契約に基づく違約金 9,500 円が留保されることとなっており、同期間中615 

に他の事業者に通信契約を乗り換えようとすると、同額の違約金の支払い616 

が必要となっている。 617 

この点について、「モバイル市場の競争環境に関する研究会」（座長：新美618 

育文明治大学名誉教授。以下「モバイル研究会」という。）最終報告書にお619 

いて、利用者の混乱を招くおそれがある旨、また、事業者において、条件に620 

ついての見直しを含め、移行促進のための適切な対応の必要性について検621 

討していくことが必要な旨の指摘がなされていた。 622 

NTTドコモは、この違約金留保について、2021 年秋に解消することを表明623 

しており、これが実現すれば、MNO３社全ての不適合期間拘束契約に加入す624 

                         
20 SIMロックとは、特定の事業者に係るプロファイルが記録されたSIMに対してのみ動作す

るよう設定された端末上の制限をいう。 
21 eSIMとは、SIMカードを差し替えなくても、オンラインで事業者の乗換えが可能とするこ

とを通じ、利用者による事業者の乗換えの円滑化や海外旅行者等利用者の利便性の向上に

資するものである。 
22 KDDIの一部の適合契約については、不適合期間拘束契約から移行する際に違約金が免除

されない。 
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る利用者が、各社の適合契約に一度移行すれば、改正法の趣旨に反する違約625 

金を支払うことなく、他の事業者に通信契約を乗り換えることが可能とな626 

る環境が整うことになる。 627 

他方で、不適合期間拘束契約は、不適合の条件のまま更新が繰り返される628 

ことにより永続的に残る可能性があること、また、不適合期間拘束契約に加629 

入する利用者は、適合契約に一度移行しなければ、改正法の趣旨に反する違630 

約金を支払うことなく他の事業者に乗り換えることができず、同違約金を631 

支払わずに事業者を乗り換えるには「一手間余計にかかる」状態であること632 

を踏まえれば、事業法第 27条の３の趣旨の徹底を図る観点から、施行後２633 

年を迎えるこのタイミングで一定の移行の完了期限を定め、移行を図るこ634 

とが適当である 23。その際、不適合期間拘束契約の中には、継続利用割引な635 

ど利用者にとって有利な契約もあることから、利用者利益にも配慮するこ636 

とが必要である。 637 

○ 不適合利益提供等 638 

前述のとおり、不適合利益提供等のうち通信料金割引の契約については、639 

2021年３月末時点で、NTTドコモについては７%程度まで減少しているほか、640 

KDDI及びソフトバンクについても、30%程度まで減少してきている。 641 

他方で、不適合利益提供等のうち、KDDI 及びソフトバンクが提供する旧642 

端末購入プログラム（割賦代金の残債免除）については、2021 年３月末時643 

点で、両社とも５割を超える不適合な契約が残っている。 644 

両社の旧端末購入プログラムについても、モバイル研究会最終報告書に645 

おいて、施行日後も一定期間にわたり囲い込みが継続する旨、また、事業者646 

において、条件についての見直しを含め、移行促進のための適切な対応の必647 

要性について検討していくことが必要な旨の指摘がなされていた。 648 

前述のとおり、不適合期間拘束契約については、事業法第 27条の３の規649 

律に反する条件ではあるものの、2021年秋以降、NTTドコモの違約金留保の650 

解消が実現した場合には、利用者が各社の提供する適合契約に移行するこ651 

                         
23 公正取引委員会令和３年度調査報告書では「既往契約を付けた料金プランから改正法適

合プランへ消費者が移行するようMNO３社が更に積極的に取り組むように，総務省におい

て必要な対応を進めるとともに，一定期間経過してもなお，既往契約を付けた料金プラン

から改正法適合プランへの消費者の移行が進まない場合には，スイッチングコストを低減

させる観点から，MNO３社が，利用者の利益を毀損しないよう留意しつつ，既往契約につい

て，違約金を9,500円から1,000円以下に引き下げるなどの取組を主体的に行うことが競争

政策上望ましい。」としている。 
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とにより、同規律に反する違約金を支払うことなく、事業者を乗り換えるこ652 

とができる環境が整うことになる。これに対し、旧端末購入プログラムにつ653 

いては、利用者が事業者を乗り換えるためには、事業者を乗り換えなかった654 

場合に得ることができる利益である残債免除を断念するか、必ずしも望ま655 

ぬ形やタイミングで端末を買い換えなければならないという条件が依然と656 

して残っているにも関わらず、これまで見直しがされていない。このため、657 

利用者における端末の買換えサイクルが長くなってきている中 24で、今後も658 

旧端末購入プログラムの残存契約が残り続け、事業者の乗換えを妨げる囲659 

い込み効果が継続することが懸念される。 660 

このため、旧端末購入プログラムについては、競争上問題が大きく、極力661 

早急に解消することが強く求められる。 662 

○ 今後の方向性 663 

既往契約を抱える事業者においては、以上のような競争上の懸念点・問題664 

点を踏まえて、できる限り早期の既往契約の解消に向けて、具体的に取り組665 

むことが求められる。 666 

このため、総務省においては、既往契約の種類に応じて、その解消の進捗667 

状況や囲い込み効果の程度、また、利用者への影響にも配慮しつつ、既往契668 

約の早期解消に向けたスケジュールを定めた上で、事業者に対し、既往契約669 

をできる限り早期に解消するための積極的な取組を求めることが適当であ670 

る。 671 

その際、これら既往契約は、改正法の施行前に約されたという理由により、672 

事業法上一義的には違法とはいえないため、その解消に向けた取組につい673 

ては基本的に事業者各社の自主的な取組を求めることになる。このため、総674 

務省においては、必要に応じて、例えば今後の周波数割当て（いわゆるプラ675 

チナバンドなど既存周波数の再割当てを含む。）等に当たってこれらの自主676 

的な取組の対応について審査に活用するなど、事業者にインセンティブを677 

与えてその取組を促すことも検討に値する。 678 

(３) 端末購入サポートプログラムについて 679 

① 検討課題等 680 

                         
24 「内閣府消費動向調査 令和３（2021）年３月実施分」において、2020年４月から2021年

３月までの間に携帯電話の買替えをした世帯について、買替え前に使用していた平均使用

年数は4.3年。 
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○ 事業法第 27条の３の規律の内容 681 

事業法第 27条の３では、回線契約者への利益提供について、回線契約を682 

条件としない場合には、同条による通信料金と端末代金の分離に関する利683 

益提供の上限の規律の対象とならないこととなるが、そのためには、形式的684 

に回線契約者と非回線契約者の両者を利益の対象に含むだけでなく、非回685 

線契約者への端末販売の実態が伴うことが必要となる。 686 

もし非回線契約者への端末販売が実態として適正に行われておらず、回687 

線契約者に対してのみ端末を販売している場合には、回線契約と端末の「セ688 

ット販売を条件」とする当該利益提供は通信料金と端末代金の分離に関す689 

る規律の対象に含まれるため、利益提供の上限を超える利益の提供が行わ690 

れている場合には、事業法第 27条の３の規律に違反する不適切な端末代金691 

の値引きに該当することになる。 692 

この観点から端末購入プログラムを含む非回線契約者への端末販売につ693 

いて、事業法第 27条の３の規律の潜脱につながる行為が行われていないか、694 

総務省が覆面調査を実施して確認を行ったところ、前述のとおり、MNO３社695 

の一部の販売代理店において、非回線契約者に対する端末販売拒否が行わ696 

れている事案が確認された。 697 

MNO３社は、端末購入プログラムとは別に回線契約を条件とした２万円相698 

当の利益提供を行っているため、各社の提供する端末購入プログラムは、回699 

線契約と端末の「セット販売を条件」とする利益提供には当たらない（換言700 

すれば、「端末購入プログラムが、回線契約を条件としていない」）状態で提701 

供されることが求められる。また、端末購入プログラムの割賦残債分の支払702 

免除の条件が、過度な囲い込みに繋がっているのではないか、との指摘もさ703 

れている。 704 

○ 報告書 2020の指摘事項 705 

報告書 2020 における、MNO３社が提供する端末購入プログラムに係る指706 

摘事項は次のとおりである。 707 

・ 事業法第27条の３の規律に照らし「回線契約を条件としていない」も708 

のというためには、 709 

ア 回線契約者と非回線契約者の両者に対する利益の提供に係る条件710 

等に差異がなく、仮に差異がある場合には合理的な理由が存在する711 

ことが必要、また、 712 

イ 「回線契約を条件としていない」ことについて、広告等で明示する713 
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ことが必要 714 

・ 広告表示・周知については、各社の見直し状況について付言しつつ、715 

総務省において、分かりやすいものになっているか、注視していくべき。 716 

・ 提供条件等の差異については、非回線契約者へのオンライン販売へ717 

の未対応や、端末補償サービスの提供可否の合理的な理由がない限り718 

差異を解消するべき。 719 

その他の課題と今後の対応の方向性として、次の事項を求めている。 720 

・ あたかも回線契約者のみ購入できるかのような店頭での説明により、 721 

非回線契約者への端末販売が実態として行われていない場合には、「回722 

線契約を条件としてはいない」とはいえない旨指摘し、総務省において723 

実態調査を行うこと 724 

・ (1)一括購入者を利益提供の対象としていないことや、(2)端末の再購725 

入を利益の提供の条件としていることについて、過度な囲い込みの要726 

因となっていないか、引き続き、注視すること 727 

・ 端末単体の収支状況について、各事業者からの報告を踏まえ、継続し728 

て確認していくこと 729 

また、事業法第 27条の３の規律を潜脱する行為が行われていないか、引730 

き続き、確認をしていく必要があるとしている。 731 

○ 報告書 2020の公表以降の動向 732 

端末購入プログラムが｢回線契約を条件としていない」ことについて、 733 

NTTドコモは、広告物において関連の記述を行っているものの、小さい文字734 

で記載しているのみである。KDDI 及びソフトバンクは、一部店頭の広告物735 

では比較的大きい文字で関連の記述を行っているものの、オンラインでの736 

広告表示においては、小さい文字で記載しているのみである。総じて、MNO737 

３社とも「注意事項」的な記載にとどまっている。また、MNO３社とも、本738 

来は端末購入プログラムの潜在的な利用者として期待されると考えられる739 

非回線契約者に対して訴求するためのテレビ広告等の積極的な情報発信は740 

行っていない。 741 

なお、端末購入プログラムの提供条件等の差異については、これまで非回742 

線契約者へのオンライン販売を対応していなかった KDDI は 2021 年６月 15743 

日から提供を開始している。また、ソフトバンクも 2021年度中に対応する744 

との方針を示している。 745 

このほか、端末補償サービスについては、MNO３社とも非回線契約者も含746 

めての提供を開始する旨の表明がなされ、ソフトバンクは 2021年７月 14日747 
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から提供を開始している。また、NTTドコモは 2021年９月中、KDDI は 2022748 

年春から提供開始を検討している。 749 

このように、回線契約者と非回線契約者の間の条件面での差異について750 

は解消が進みつつある。 751 

その他の調査やデータ等について見ると、 752 

ア 前述のとおり、覆面調査の結果、事業者によって程度の差はあるもの753 

の、MNO３社とも、あってはならないはずの、「非回線契約者に対して端754 

末販売・端末購入プログラム提供を拒否する」という例が少なからず755 

（NTTドコモ：22.2％、KDDI：29.9％、ソフトバンク：9.3％）確認され756 

た。 757 

イ 公正取引委員会がフォローアップ調査の中で実施した消費者アンケ758 

ートによると、「端末購入プログラムが通信契約不要と知っているか」759 

との問に対して、MNO３社の利用者の９割弱、MVNO利用者の７割弱が「知760 

らない」と回答しており 25、非回線契約者も利用できることについて大761 

半の利用者は知らない状況にあることが窺える。 762 

ウ  実際、MNO３社の端末購入プログラムにおいて、残債免除によって得763 

られる利益が大きいにも関わらず、非回線契約者への販売割合は、同じ764 

く非回線契約者に対して販売をしている楽天モバイル株式会社（以下765 

「楽天モバイル」という。）と比較して極めて低調である。 766 

なお、楽天モバイルは、2021年６月 29日に、新たに端末購入プログラム767 

の提供を開始した 26。楽天モバイルの端末購入プログラムも、回線契約者と768 

非回線契約者の両者を対象としている。 769 

② 意見 770 

ア 構成員の意見 771 

・ KDDIとソフトバンクの端末購入プログラムが端末の再購入を利益の提772 

供の条件としていることについて、実質的なロックイン効果があるのか、773 

                         
25 MNO３社の利用者に対して、端末購入プログラムは端末購入先の事業者と通信契約を結ば

なくても利用できることを知っているか質問したところ、87.1％の利用者が「知らない」

と回答。また、MNO３社が提供している端末購入プログラムについて知っていると回答し

たMVNO等の利用者499人に対して同様の質問をしたところ、68.9％の利用者が「知らない」

と回答。 
26 楽天モバイルの「楽天モバイル iPhone アップグレードプログラム」は、48回割賦のう

ち24回割賦の支払い、端末の下取り及びプログラム利用料（１円/月×24か月）の支払いを

条件に、最大24回割賦分の端末代金の支払いが免除されるプログラム。端末の買換えは条

件となっていない。 
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公正取引委員会に検証いただきたい。 774 

・ 事業者においてロックイン効果がそこまで大きくないと考えるという775 

ことであれば、根拠となるデータを示して貰いたい。例えば、旧端末購入776 

プログラムから契約を変えたときに、利用者がどういう判断をしたか、回777 

線を継続利用しているのか移行しているのかどうか等、事業者が主張す778 

る内容の妥当性を検証できるようなデータを求めていく必要がある。 779 

・ 外形的に見てロックイン効果がありそうな場合には、ロックイン効果780 

がないという論証をしていく必要があるため、今後の議論で検証してい781 

く必要がある。 782 

・ 端末購入プログラムは端末による囲い込みであり、一義的には通信市783 

場における囲い込みではないため、事業者にインセンティブを与え、自主784 

的な取組を促すことが有効。取組の内容について、プラチナバンドの再割785 

当審査の際に活用することについては検討が必要だと考えている。また、786 

端末購入プログラムの条件について、重要事項説明の一環として確実に787 

説明することについて賛同する。 788 

・ 端末購入プログラムの加入に通信契約が必須でないことが利用者に知789 

られていないということは、真摯に受け止めなければならない。事業者だ790 

けではなく総務省からも、ポータルサイト等を活用し利用者に周知して791 

いく必要がある。 792 

・ 仮に事業法違反ではないとしても、利用者に対して適切な情報を与え793 

ないことによって囲い込みを継続する行為は、公正な競争環境確保の観794 

点から放置できない。利用者への周知については色々な方法があると思795 

うが、事業者の自主的な努力をお願いしたい。 796 

・ 利用者への周知については、プロセスのみならず結果についても把握797 

できるようにする必要がある。事業者に対して、回線契約者と非回線契約798 

者それぞれへの端末販売の実情の公表や、データの報告を求めることも799 

考えられるのではないか。 800 

イ 事業者等の意見 801 

・ 自社の端末購入プログラムについて、現在オンラインでの加入可否や、802 

支払方法、残価再分割時の店頭申込みの必要等、回線契約者と非回線契約803 

者で条件の差異が一部存在するが、2021年夏には見直す予定。また、非回804 

線契約者に対するオンラインでの一括での端末販売についても、2021年805 

夏に対応予定。（第16回会合：KDDI） 806 

・ 自社の端末購入プログラムは、利用に当たって回線契約は全く不要と807 

しており、非回線契約者に対する制約は一切ない。唯一ある差異は、非回808 

線契約者に対してオンラインでの端末購入プログラム提供を行っていな809 
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いこと。これまでは、オンラインでの端末販売の構成比が極めて小さかっ810 

たため、総務省のガイドラインに基づいて未提供としていたが、2021年度811 

末には提供を開始するべく準備中。（第16回会合：ソフトバンク） 812 

・ 改正法施行後に提供されている他社の現在の端末購入プログラムにつ813 

いても端末の再購入条件があり、実質的にロックイン効果が生じている814 

のではないかと考えている。割賦代金の残債免除に当たっての端末の再815 

購入条件は、利用者の自由な選択を妨げる大きな障壁であり、撤廃すべき。816 

（第16回会合：NTTドコモ） 817 

・ 自社の端末購入プログラムは回線契約を条件としていないため、回線818 

の乗換え障壁にはならないと認識している。（第16回会合：KDDI） 819 

・ 自社の端末購入プログラムは、端末の再購入を利益の提供を受けるた820 

めの必要条件としておらず、また、回線契約を条件としていないため、乗821 

換え時の障壁にはならないと認識している。（第16回会合：ソフトバンク） 822 

③ 対応の方向性 823 

○ 報告書2020の公表以降の状況と改正法の趣旨（通信料金と端末代金の824 

完全分離）との関係 825 

MNO３社の提供する端末購入プログラムの運用実態は、次のように考えら826 

れる。 827 

端末購入プログラムの提供条件や利用可能なチャネルなど、形式的な条828 

件面については、改正法施行後２年が経過するのと前後して、一部を除き、829 

回線契約者と非回線契約者の間の差異が解消されつつある。 830 

他方、広告・利用者への説明については、各社とも、チラシやカタログ、831 

ウェブサイトなどの広告物において最低限の説明事項を消極的な形で表示832 

しているにとどまる。そして、実際の顧客への対応や説明について中心的な833 

役割を果たす販売代理店において、非回線契約者による端末購入プログラ834 

ムの加入を拒否するような対応が少なからず行われている実態が明らかに835 

なった。また、端末購入プログラムの潜在的な利用者である非回線契約者へ836 

の積極的な訴求は行われていない。 837 

このようなMNO３社の消極的な周知広報姿勢及び販売代理店への不十分838 

な指導等措置の状況により、一般利用者において「回線契約の有無に関わら839 

ず端末購入プログラムが利用できる」という情報はほとんど浸透しておら840 

ず、実態として、非回線契約者による各社の端末購入プログラムの利用も極841 

めて限定的な水準にとどまっている。 842 
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また、公正取引委員会令和３年度調査報告書においても、「端末購入プロ843 

グラムが非回線契約者にとって利用しにくい状況となっていることを踏ま844 

えると、端末購入プログラムは、事実上、回線契約者のみを対象とする２万845 

円以上の端末値引きとして機能しているおそれがあると考えられる」と指846 

摘されている。 847 

このような現状を踏まえれば、MNO３社は、程度に多少の差はあるとして848 

も、形式的な条件を整えた上で、端末購入プログラムの潜在的な利用者であ849 

る非回線契約者に対しては積極的に情報を与えないことにより、実質的に、850 

改正法の施行前と同様に、「端末購入に係る利益供与をインセンティブとし851 

て回線契約に誘引する」という、同法の趣旨に反する、いわば潜脱的な行為852 

を意図していることも疑われる。 853 

こうした状況が放置されれば、利用者に正確な情報が浸透せず、例えば、854 

端末購入プログラムに加入する利用者が事業者を乗り換えることをためら855 

うなど、利用者の合理的な選択を妨げ、改正法の趣旨に反する運用実態が継856 

続することが強く懸念される。 857 

○ 端末購入プログラムの「囲い込み効果」 858 

前述のとおり、報告書2020においては、各社の端末購入プログラムについ859 

て、「(1)一括購入者を利益提供の対象としていないことや、(2)端末の再購860 

入を利益の提供の条件としていることについて、過度な囲い込みの要因と861 

なっていないか、引き続き、注視すること」としている。 862 

(1)の一括購入者を利益提供の対象としていないことについて、通常の商863 

慣習では、分割購入によるリスクや利息分を考慮して、一括購入の場合の方864 

が総額が安く設定されるのが通例である。この点、MNO３社が提供する端末865 

購入プログラムは、いずれも一括購入の場合には端末代金の全額の支払い866 

が求められる一方で、分割購入の場合に限って、残債免除という形で利益が867 

提供され得ることとなっており、通常の商慣習に照らせば、長期契約による868 

顧客の囲い込みという目的以外に合理的な理由が見出し難い。 869 

また、(2)の端末の再購入を利益提供の条件としていることについて、870 

KDDI及びソフトバンクが提供する端末購入プログラムは、①端末下取り及871 

び端末買換えを条件とする端末再購入による残債免除に加えて、②端末下872 

取りを条件とする下取り価格分のポイント付与施策を選択肢として用意し873 

ている。 874 

これらの選択肢を比較すると、選択肢①による残債免除（特に、新しい端875 
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末についても端末購入プログラムに再加入する場合）のメリットが他の選876 

択肢と比較して明らかに大きく、利用者が合理的な選択をした結果、他の選877 

択肢ではなく端末再購入・プログラム再加入が最も有利な条件になるのだ878 

とすれば、端末再購入を利益提供の条件とすることは、一定の囲い込み効果879 

を有すると考えられる。 880 

この囲い込み効果は、一義的には端末購入における囲い込み効果であっ881 

て、通信市場における行き過ぎた囲い込みとして直ちに問題になるもので882 

はない。しかしながら、前述したとおり、MNO３社の消極的な姿勢等により、883 

改正法における「通信と端末の分離」の趣旨に反するような運用実態が継続884 

していると、通信契約と端末販売の結びつきを通じて、改正法におけるもう885 

１つの趣旨である「行き過ぎた囲い込みの是正」という趣旨にも反する効果886 

を生むことになり、改正法全体の趣旨からすると、更に問題が大きくなる。 887 

公正取引委員会令和３年度調査報告書においても、端末購入プログラム888 

が消費者の選択権を事実上奪うものと判断される場合であって他の事業者889 

の事業活動を困難にさせるときは、独占禁止法の観点から問題となるおそ890 

れがあること、スイッチングコストの低減を図る観点から、事業者は端末再891 

購入条件を削除することが競争政策上望ましいこととされている272829。 892 

○ 今後求められる対応 893 

以上のような端末購入プログラムを巡る現状を踏まえれば、今後、次のよ894 

うな対応が求められる。 895 

端末購入プログラムを提供するか否か、また、提供をする場合に、それを896 

事業法第27条の３の規律の対象となる利益提供２万円上限の対象（内数）と897 

して提供するか否かは、いずれも事業者の判断である。 898 

                         
27 公正取引委員会令和３年度調査報告書では、「MNO３社による端末購入プログラムが，消

費者に契約変更を断念させることで消費者の選択権を事実上奪うものと判断される場合

であって，他の通信事業者の事業活動を困難にさせるときは，独占禁止法上問題となるお

それがある（私的独占，取引妨害等）。」とされている。 
28 公正取引委員会令和３年度調査報告書では、「端末購入プログラムにおける残債免除の条

件として端末の再購入を課すことについては，スイッチングコストの低減を図る観点か

ら，当該条件を課しているMNOは当該条件を削除することが競争政策上望ましい。」とされ

ている。 
29 公正取引委員会は、2021年６月11日から14日にかけて、MNO３社に対して端末購入プログ

ラムの提供方法に関する自主的な点検・改善を求めるとともに、点検結果と改善内容を公

正取引委員会に報告するよう要請を行った。 
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端末購入プログラムについて、MNO３社は、それぞれの判断として、「回線899 

契約とは切り離している（回線契約を条件としていない）」と説明し、回線900 

契約とセットではない端末単体の値引きとして扱い、事業法第27条の３の901 

２万円上限規制の外側（内数として計上しない形）で提供している。 902 

これらを踏まえると、今後は、最低限、次の取組が行われるべきである。 903 

ア 条件の差異の解消 904 

形式的な条件の差異については、合理的な理由がない限り、2022年６月905 

までに全て撤廃すべきである30。 906 

イ 正確な説明、周知の徹底 907 

各社においては、利用者において正確な情報が理解されていない現状908 

を早期に是正すべく、正確な説明、周知の徹底に向けて最大限の努力が求909 

められる。具体的には、例えば少なくとも次のような努力は可能と考えら910 

れる。 911 

・ 非回線利用者に対する端末購入プログラム提供拒否など、販売代912 

理店における不適切な対応について、総務省がMNO３社に対して行っ913 

た要請（2021年５月25日）や、後述の「第３章．３．（１）販売代理914 

店の在り方」で求められている事項を含め、根絶を図るための対応を915 

取ること。 916 

・ 販売代理店において端末購入プログラムを提供する際、重要事項917 

説明の一環として、利用者に対して、回線契約は条件でないこと、通918 

信契約を他事業者に乗り換えて端末購入プログラムは継続できるこ919 

となどを確実に説明すること。各社の端末購入プログラムを案内す920 

るウェブサイトや、総合カタログ、ポスター等の店頭ツール等におい921 

ても、誰が見ても認識できるような分かりやすい形で、上記趣旨を明922 

記すること。 923 

・ 端末購入プログラム加入者に対して、定期的に、上記趣旨を説明し924 

たメール等を送付すること。 925 

・ 上記趣旨について、ITジャーナリストや消費者系のメディア等に926 

                         
30公正取引委員会令和３年度調査報告書では、「MNO３社が端末購入プログラムを提供する際

には、非回線契約者であっても利用できることを分かりやすく積極的に周知するとともに、

合理的な理由がないのであれば、非回線契約者に対しても回線契約者と同様に端末のオン

ライン購入を認めるなど、非回線契約者が端末購入プログラムを回線契約者と同様に利用

できるようにすることにより、通信契約を条件としない端末代金の値引きであることを明

確に位置付け、通信料金と端末代金の分離を徹底することが競争政策上望ましい。」とされ

ている。 
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対し、定期的にブリーフィングを行う、国民生活センター等に説明を927 

行うなど、社会全体への理解度向上に向けた可能な限りの取組を行928 

うこと。 929 

MNO３社においては、上述の対応についての取組方針を定めて総務省に提930 

出し、その後も定期的に実施状況を報告すべきである。 931 

また、総務省においては、並行して、各社ごとに、販売代理店の店頭にお932 

ける対応についての覆面調査、端末購入プログラム加入者における理解度933 

調査、各社の端末購入プログラムについて関心を有すると考えられる一般934 

利用者の理解度を調査するとともに、回線契約者と非回線契約者それぞれ935 

への端末販売の実績について事業者から報告されるデータを分析し、これ936 

ら事業者の取組による効果について検証を行うべきである。また、楽天モバ937 

イルが新しく提供を開始した端末購入プログラムについて、MNO３社が提供938 

する端末購入プログラムと同様の課題が生じていないか、確認をしていく939 

ことが適当である。 940 

その際、利用者に対して広く正確な理解を浸透させることは必ずしも容941 

易ではないことを踏まえ、調査の方法等については調査の専門家も交えて942 

検討するとともに、試行的な調査も重ねることも必要である。 943 

こうした調査を重ねるなどして、ある程度の期間を経過した後において944 

も、例えば他事業者と比較しても明らかに31、販売代理店における対応が徹945 

底されていない、また、利用者における理解が進んでいないと判断されるよ946 

うな事業者については、端末購入プログラムによる利益提供が実態として947 

通信料金と端末のセット販売を条件としているものとして、改正法におけ948 

る通信と端末の分離の徹底を図ることも視野に入れるべきである。 949 

また、上記の正確な説明、周知の徹底については、事業者による積極的な950 

取組が強く求められるものであるが、総務省においても、社会全体の理解度951 

向上のため、利用者に対する周知を積極的に行うことが適当である。 952 

  953 

                         
31 前述のとおり、MNO３社の端末購入プログラムにおいて、残債免除によって得られる利益

が大きいにも関わらず、非回線契約者への端末販売割合は、同じく非回線契約者に対して

販売をしている楽天モバイルと比較して極めて低調である。 
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３．モバイル市場の現況と分析 954 

(１) 分析の視点及び手法 955 

①－１ 分析の視点 956 

今回の評価・検証では、改正法の効果やモバイル市場への影響について957 

前回からの継続的な分析を行うとともに、報告書2020における提言や同958 

報告書以降の状況の変化等を踏まえ、新たな視点、新たに取得したデータ959 

に基づく分析を行う。 960 

具体的には、改正法の効果やモバイル市場への影響について、事業者か961 

らの報告やその他公表データの定量的・定性的な分析、利用者への意識調962 

査を通じ、継続的な分析を行うに当たり、季節変動などの経年変化や対前963 

年度比といった過去との比較も含めた分析を行うこととする。 964 

また、MNO３社の新料金プラン等32への移行の状況、端末の価格帯別売965 

上台数といった、新たに取得したデータに基づく分析を行うとともに、新966 

料金プラン等への移行の状況等の分析を通じ、新料金プラン等がモバイ967 

ル市場に与える影響（特に独立系MVNOとの競争環境に与える影響）につい968 

て分析・検証することとする。 969 

加えて、特に2020年４月以降の期間については、新型コロナウイルス感970 

染症の影響が出ている可能性についても考慮に入れ、分析を行うことと971 

する。 972 

【図表Ⅱ―10 前回の分析内容と今回の分析内容との比較】 973 

出典：本 WG（第 14回）（2021年３月８日）資料 974 

                         
32 第２章３．（２）① ○利用者の動向（新料金プラン等の分析も含む。）イ（ア）に掲げる

MNO３社の料金プラン及びブランドをいう。 
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①－２ 分析の手法 975 

前回の分析と同様に、通信市場の動向、端末市場の動向及び事業者等の976 

経営状況について、１つの指標等により分析を行うのではなく、 977 

ア 総務省において報告規則や報告徴収、要請に基づき事業者等33から978 

報告を受けることとなっているデータ等を用いた定量的な分析 979 

イ 事業者、業界団体のほかメーカなどの関係者からのヒアリングを980 

通じた市場の動向の把握などの定性的な分析 981 

ウ アンケートによる利用者の意識調査などによる利用者の意識の分982 

析 983 

等により、総合的に行う。 984 

今回の分析・評価に当たっては、具体的に次のデータ等を用いて行った。 985 

・ 総務省において報告規則や報告徴収、要請に基づき事業者等から報986 

告を受けることとなっているデータについては、原則としてMNO３社987 

のデータは2019年４月から2021年３月まで、その他の指定事業者34の988 

データは2019年10月から2021年３月までのものを使用した。なお、989 

MNO３社の新料金プラン等への移行の状況及びMNO４社35の価格帯別990 

売上状況については、2020年10月から2021年３月までのものを使用991 

した。 992 

・ 利用者の意識調査について、総務省で実施したアンケート調査993 

（2019年９月から2021年６月までの間、四半期ごとに実施）の結果を994 

使用した。 995 

・ 関係者として、以下の事業者・団体からヒアリングを実施した。 996 

- 第16回会合：NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル 997 

- 第17回会合：NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、MVNO998 

委員会、全携協、関東弁護士会連合会 999 

- 第18回会合：MVNO委員会、IIJ、株式会社オプテージ（以下「オプ1000 

                         
33 事業法第27条の３の規律の対象となる電気通信事業者とは、令和３年総務省告示第142号

で指定する電気通信事業者をいい、現在計37社。なお、今回の分析に用いている事業者等

からの報告は2019年４月から2021年３月末までの報告であり、今回の分析は同期間におい

て指定を受けていた計26社からの報告を基に行っている。 
34 「令和３年総務省告示第142号」に基づき指定する電気通信事業者のうち、MNO３社を除い

た者。 
35 本報告書において、「MNO４社」とは、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク及び楽天モバイル

のことをいう。 
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テージ」という。）、一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会（以1001 

下「CIAJ」という。）、Apple Japan,Inc.（以下「Apple」という。）、1002 

クアルコムジャパン合同会社（以下「クアルコム」という。）、一般1003 

社団法人リユースモバイル・ジャパン（以下「RMJ」という。） 1004 

- 第20回会合：KDDI、ソフトバンク、NTTドコモ、東日本電信電話株1005 

式会社（以下「NTT東日本」という。）、西日本電信電話株式会社（以1006 

下「NTT西日本」という。） 1007 

以上のほか、関係事業者の決算資料その他の公開資料を使用した。 1008 

 1009 

【図表Ⅱ―11 分析に用いたデータ】 1010 

出典：本 WG（第 14回）（2021年３月８日）資料 1011 

 1012 

  1013 
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(２) 通信市場の動向 1014 

① 分析・検証結果 1015 

○ 契約数・事業者数の動向（2021年３月末時点。（ ）内は対前年同期1016 

比） 1017 

ア 契約数 1018 

報告書2020の公表以降のモバイル市場全体の状況を見ると、移動系通1019 

信（携帯電話、PHS及びBWA）の契約数は、引き続き毎年増加しており、１1020 

億9,512万契約（4.6％増）となっている36。 1021 

移動系通信の契約数における事業者別シェアは、NTTドコモが36.9％1022 

（0.4ポイント減）、KDDIグループが27.1％（0.5ポイント減）、ソフトバン1023 

クが21.1％（0.7ポイント減）及び楽天モバイルが1.5％（1.5ポイント増）1024 

であった。また、MVNOは13.4％と対前年同期比は0.1ポイント増であった1025 

が、2020年12月末時点との比較である対前期比は0.1ポイント減であった。 1026 

移動系通信のうち、携帯電話の契約数は、１億9,433万契約（5.2％増）、1027 

このうち、3.9-4世代携帯電話（LTE）の契約数は１億5,437万契約（1.1％1028 

増）であり、2020年度末からは増加しているものの、2020年９月末をピー1029 

クに初めて減少に転じ、2021年３月末にかけて２期連続して減少した。一1030 

方、第５世代携帯電話（５G）の契約数は、2020年９月末では79万であっ1031 

たが、半年後の2021年３月末では1,419万契約37であり、契約数ベースで1032 

は、LTEから５Gへの移行が始まりつつある様子がうかがえる38。 1033 

事業法第27条の３の規律の対象となる移動電気通信役務に係る契約数1034 

は、指定事業者全体で約１億2,600万契約であり、改正法の施行以降、大1035 

きな変動がない。一方、そのうちスマートフォン向けの契約は、9,800万1036 

契約と2020年３月末と比べ6.7％増となっており、移動電気通信役務全体1037 

に占める割合が増加している（2020年３月末：72.4％、2021年３月末：1038 

77.4％）39。 1039 

                         
36 各種資料42 
37 LTEも利用できる契約を含む。 
38 電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（令和２年度第４四

半期（３月末））（2021年６月18日公表） 
39 各種資料44 
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イ 事業者数 1040 

2020年４月に、楽天モバイルが本格サービスを開始し、現在、我が国の1041 

MNOは４社40となっている。また、MVNOは1,516社41であり、前年同期と比1042 

べ114社増加している。 1043 

 1044 

【図表Ⅱ－12 現在のモバイル市場の競争状況】 1045 

 1046 

 1047 

 1048 

 1049 

 1050 

 1051 

 1052 

 1053 

 1054 

 1055 

 1056 

 1057 

出典：本 WG（第 21回）（2021年６月 23日）資料 1058 

  1059 

                         
40 NTTドコモ、KDDI（子会社として沖縄セルラー電話株式会社が存在）、ソフトバンク及び楽

天モバイル。 
41 契約数３万未満である二次以降のMVNOのみから回線の提供を受けている契約数３万未満

のMVNOの事業者数は含まない。 
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【図表Ⅱ－13 移動通信サービスの契約数の推移】 1060 

出典：本 WG（第 21回）（2021年６月 23日）資料 1061 

 1062 

○ 通信料金の動向 1063 

ア MNO各社の動き 1064 

報告書2020と総務省のアクション・プランが公表された2020年10月271065 

日以降、MNO各社から、様々な料金プランの発表がなされた。 1066 

具体的には、翌10月28日には、KDDI（UQモバイルブランド）が月間通信1067 

容量20GB、月額3,980円（税抜。以下第２章（２）において同じ。）（通話1068 

料含まず）の新料金プラン（2021年２月以降の提供開始を予定していたが、1069 

後述する「くりこしプラン」として２月１日から提供を開始）を、ソフト1070 

バンク（ワイモバイルブランド）が月間通信容量20GB、月額4,480円（１1071 

回当たり10分以内の国内通話料無料）の料金プラン（2020年12月の提供開1072 

始を予定していたが、後述する「シンプルL」として2021年２月18日から1073 

提供開始）を発表した。 1074 

その後、NTTドコモは、12月３日に、月間通信容量20GB、月額2,980円（１1075 

回当たり５分以内の国内通話料無料）のオンライン専用の新料金プラン1076 

（ahamo）を発表した（その後、2021年３月１日に月額2,700円に引き下げ1077 

ることを発表し、３月26日提供開始）。 1078 

最新版に更新
（料金制度）
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（出典）総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（令和２年度第４四半期（３月末））」

注１：ＬＴＥの契約数には、３Ｇ及びＬＴＥのどちらも利用可能である携帯電話の契約数が含まれる。
注２：５Ｇの契約数には、ＬＴＥ及び５Ｇのどちらも利用可能である携帯電話の契約数が含まれる。
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また、NTTドコモは、その後の12月18日に、５G向けの月間通信容量無制1079 

限（月額6,650円）（３GB以下の月は月額5,150円）の新料金プラン（５Gギ1080 

ガホプレミア）を、４G向けには月間通信容量60GB（月額6,550円）（３GB1081 

以下の月は月額5,050円）の新料金プラン（ギガホプレミア）を発表した1082 

（いずれも2021年４月１日提供開始）。 1083 

ソフトバンクもこれに続き、12月22日に、月間通信容量20GB、月額2,9801084 

円（１回当たり５分以内の国内通話料無料）のオンライン専用の新ブラン1085 

ド・プラン（Softbank on LINE)を発表した（後にLINEMOを正式名称とし、1086 

2021年３月17日に提供開始）。 1087 

合わせて、ソフトバンクは、同日、ソフトバンクブランドでは５G/４G1088 

とも月間通信容量無制限（月額6,550円）（３GB以下の月は月額5,150円）1089 

の新料金プラン（メリハリ無制限）（2021年３月17日提供開始）を、ワイ1090 

モバイルブランドでは月間通信容量３GB(月額1,980円)、10GB（月額2,9801091 

円）及び20GB（月額3,780円（再値下げ））（いずれも通話料含まず）の新1092 

料金プラン（シンプルS/M/L）を発表した（その後、2021年２月1日に、10GB1093 

から15GBへ、20GBから25GBへ月間通信容量の増加を発表し、２月18日提供1094 

開始）。 1095 

２社からの新料金プランの発表に続き、KDDIは、2021年１月13日に、月1096 

間通信容量20GB、 月額2,480円（通話料含まず）のオンライン専用の新ブ1097 

ランド・プラン（povo）を発表した（2021年３月23日提供開始）42。 1098 

あわせて、KDDIは、同日、auブランドでは５G/４Gとも月間通信容量無1099 

制限、月額6,580円（３GB以下の月は月額5,080円）の新料金プラン（使い1100 

放題MAX ４G/５G）を発表し（2021年３月１日提供開始）、UQモバイルブラ1101 

ンドでは月間通信容量３GB (月額1,480円)、15GB(月額2,480円)及び1102 

25GB(月額3,480円)（いずれも通話料含まず）の新料金プラン（くりこし1103 

プランS/M/L）を発表した（2021年２月１日提供開始）43。 1104 

その後、楽天モバイルは１月29日に、毎月のデータ通信量によって料金1105 

が変わる段階制の新料金プラン（月間通信容量１GBまでは無料（１回線目1106 

のみ）、３GBまでは月額980円、20GBまでは月額1,980円及び20GB超は無制1107 

                         
42 KDDIは、同年９月13日、月額基本料を０円とし、利用者が自由に有料トッピング（データ

３GB追加900円/30日間、データ20GB追加2,455円/30日間、データ60GB追加5,900円/90日間

等）を選択できる「povo2.0」を発表した（同年９月下旬提供開始予定）。 
43 KDDIは、同年９月２日、同プランを５Gにも対応させ、名称を「くりこしプラン＋５G」へ

と変更した。 
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限で月額2,980円）（Rakuten-UNLIMIT VI）を発表した（2021年４月１日提1108 

供開始）。 1109 

さらにこの後、２月18日に、ソフトバンクは、既に発表済みのオンライ1110 

ン専用の新ブランド(Softbank on LINE)について、正式名称（LINEMO）を1111 

発表し、当初標準としていた１回当たり５分以内の国内通話料無料をオ1112 

プションとして、月額料金を2,480円に引き下げるとともに、ソフトバン1113 

クブランドにおいても、月間通信容量１GB（月額2,980円）、２GB（月額1114 

3,980円）及び３GB（月額4,980円）（通話料含まず）の新料金プラン（ミ1115 

ニフィットプラン＋）を発表した（いずれも2021年３月17日提供開始）。 1116 

ソフトバンクは、その後、７月15日に、上述のLINEMOにおいて、月間通1117 

信容量３GB（月額900円）（通話料含まず）の新料金プラン（ミニプラン）1118 

を発表し、同日提供を開始した。 1119 

イ MVNO各社の動き 1120 

こうしたMNO各社の動きと同時期に、またはこれらに続けて、MVNO各社1121 

も、主なもので次のとおり、従来に比べ低廉な新料金プランを発表し、主1122 

に2021年２月から４月にかけて、順次、提供を開始している。 1123 

・ 2020年12月４日（NTTドコモによるオンライン専用プラン発表の翌1124 

日）、日本通信株式会社（以下「日本通信」という。）が、月間通信容1125 

量16GB（NTTドコモのオンライン専用プラン提供開始日に20GBに増量）、1126 

月額1,980円（月70分の通話無料）の新料金プラン（合理的20GBプラン）1127 

を発表（2020年12月10日提供開始）。 1128 

・ 2021年１月27日、オプテージが、月間通信容量１GB（月額1,180円）、1129 

５GB（月額1,380円）、10GB（月額1,780円）及び20GB（月額1,980円）1130 

（いずれも音声通話可能、通話料含まず。）の新料金プラン（マイピ1131 

タ）を発表（2021年２月１日提供開始）。 1132 

・ 2021年１月28日、株式会社ジュピターテレコムが、月間通信容量１1133 

GB（月額980円）、５GB（月額1,480円）、10GB（月額1,980円）及び20GB1134 

（月額2,480円）（いずれも音声通話可能、通話料含まず。）の新料金プ1135 

ラン（J:COM MOBILE Aプラン）を発表（2021年２月17日提供開始）。 1136 

・ 2021年２月19日、ビッグローブ株式会社が、月間通信容量１GB（月1137 

額980円）、３GB（月額1,200円）及び６GB（月額1,700円）（いずれも音1138 

声通話可能、通話料含まず。）の新料金プランを発表（2021年２月19日1139 
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提供開始）。 1140 

・ 2021年２月24日、IIJが、月間通信容量２GB（月額780円）、４GB（月1141 

額980円）、８GB（月額1,380円）、15GB（月額1,680円）及び20GB（月額1142 

1,880円）（いずれも音声通話可能、通話料含まず。）の新料金プラン1143 

（ギガプラン）を発表（2021年４月１日提供開始）。 1144 

・ 2021年３月25日、NTTコミュニケーションズ株式会社（以下「NTTコ1145 

ミュニケーションズ」という。）が、月間通信容量１GB（月額700円）、1146 

３GB（月額900円）、６GB（月額1,200円）及び10GB（月額1,600円）（い1147 

ずれも音声通話可能、通話料含まず。）の新料金プランを発表（2021年1148 

４月１日提供開始）。 1149 

ウ MVNOからの問題提起とMNOによるデータ接続料の低廉化の前倒し 1150 

MNO各社からの新料金プランの発表を受け、本WG第12回会合（2020年121151 

月21日）において、構成員からその新料金プランについて、MVNOとの競争1152 

の関係で、価格圧搾の可能性があるので、スタックテスト等で検証すべき1153 

旨の意見があり、また、2021年１月18日には、MVNO委員会から、イコール1154 

フッティングの確保のための緊急措置の実施に関する要望書が総務省に1155 

提出された。 1156 

これらを踏まえ、「接続料の算定等に関する研究会」（座長：辻正次神戸1157 

国際大学学長・教授）において、「携帯電話料金と接続料等の関係につい1158 

て」の検討を開始し、同研究会第41回会合（2021年２月８日）では、NTT1159 

ドコモ、KDDI及びソフトバンクのMNO３社から試算による検証及びMVNO２1160 

社（IIJ、オプテージ）から原価構造等についてヒアリングが実施された。 1161 

その結果、直ちに原価割れの状況ではないものの、データ接続料等の水1162 

準が適切なものなのかといった観点から疑義が残ったこと等を踏まえ、1163 

MNO３社がデータ接続料を算定する際には、「新料金プラン」の導入といっ1164 

た直近の状況変化を踏まえたより一層精緻な予測に基づく算定をするよ1165 

う、総務省からMNO３社に対して要請44が行われた。 1166 

MNO３社は、その要請を踏まえ、2021年２月にデータ接続料の届出を行1167 

い、アクション・プランにおいて示した、データ接続料を３年間で５割減1168 

するとの目標を１年前倒しで達成している（2021年４月から適用）。 1169 

                         
44 2021年度以降に適用されるデータ接続料の算定について（要請）（2021年２月９日付け総

基料第34号） 
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エ 新たな料金プランの提供状況から見た競争の状況 1170 

上記ア及びイのとおり、報告書2020の公表以降、データ通信を中心とす1171 

る月額料金について、MNO各社から月間通信容量20GBのオンライン専用の1172 

新料金プランが発表されたことを皮切りに、MVNO各社からも低廉な新料1173 

金プランの発表が続いており、事業者による料金競争が活発化してきて1174 

いる様子がうかがえる。 1175 

 1176 

【図表Ⅱ―14 携帯電話事業者各社の主な料金プランの比較】 1177 

出典：本WG（第21回）（2021年6月23日）資料を基に作成 1178 

 1179 

オ 携帯電話料金の国際比較及び品質に関する国際比較についての調査 1180 

総務省が実施した2021年３月時点での内外価格差調査（2021年５月公1181 

表）によれば、日本のスマートフォンの料金水準は、最も安い料金プラン1182 

で比較すれば、諸外国と比べても遜色のないものとなっている45。 1183 

                         
45 電気通信サービスに係る内外価格差調査-令和２年度調査結果-（2020年５月25日公表） 
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【図表Ⅱ―15 電気通信サービスに係る内外価格差調査（令和２年度調査結1184 

果）（スマートフォン４G（MNO：シェア１位の事業者） の推移）】 1185 

出典：本WG（第21回）（2021年6月23日）資料 1186 

 1187 

なお、報告書2020における指摘を受け、総務省では、携帯電話サービス1188 

の品質に関する国際比較についての調査を行った。 1189 

この調査のうち、諸外国の官民機関が行った通信品質に関する国際比1190 

較の結果を確認したところ、日本の携帯電話の通信品質は、全体として高1191 

く評価されているとのことであった。ただし、通信速度及び遅延時間につ1192 

いては、平均値を下回っているとの評価もあり、必ずしも全ての項目にお1193 

いて日本の携帯電話の通信品質が高い評価を得ている訳ではないとのこ1194 

とであった46。 1195 

また、通信速度、事務手続の簡便さといった５項目47につき、現在利用1196 

                         
46 各種資料54 
47 １．「通信品質①（通信速度、通話品質、つながりやすさ等）」、２．「通信品質②（利用可

能エリア、エリアカバー等）」、３．「利用者サポート品質①（契約事務手続や変更手続の簡

便さ）」、４．「利用者サポート品質②（店舗での対応（店舗の数、待ち時間、対応者の接客

態度等））」、５．「利用者サポート品質③（コールセンターの対応（つながりやすさ、対応
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している携帯電話サービスの品質について満足度調査を実施したところ、1197 

日本は、全ての項目において、利用者が「非常に満足」 「満足」と回答1198 

した割合が、他国と比較して一番低かったとのことであった4849。 1199 

カ 指定事業者のARPU50の状況 1200 

通信料金の動向に関連し、指定事業者のARPUを確認すると、2020年度の1201 

平均値は、契約全体では3,777円、スマートフォン向け契約では4,504円で1202 

あり、2019年度の平均値と比べ、それぞれ、1.3％、4.1％の減となってい1203 

る。なお、その他の指定事業者のARPUは、MNO３社と比べ、契約全体で約1204 

半額、スマートフォン向けでは40％程度となっている51。 1205 

キ 消費支出から見た通信料金の動向 1206 

家計調査（２人以上世帯のうち勤労者世帯）によれば、消費支出におけ1207 

る携帯電話通信料は、2017年の14,046円（月平均）をピークに減少傾向に1208 

あり、2020年では13,410円であり、2019年と比べ1.0％の減であった52。 1209 

ク 消費者物価指数から見た通信料金の動向 1210 

また、2021年４月分の全国消費者物価指数の発表では、上述したMNO３1211 

社のオンライン専用プラン53の提供開始を受け、通信料（携帯電話）は、1212 

対前月比で27.6％、対前年同月比で26.5％のマイナスであった54。 1213 

ケ 通信料金に関する利用者意識調査の結果 1214 

総務省の実施している利用者意識調査では、月々の通信料金の支払額1215 

について、推定平均は2019年９月調査では約4,287.3円、2021年３月調査1216 

では約3,297.1円となっており、改正法施行前と比べ、継続的に減少して1217 

                         
者の電話応対等））」 

48 具体的に不満な点を尋ねたところ、日本においては、他国と比較して、コールセンターに

つながりにくい、店舗（ショップ）での待ち時間が長い、手続に要する時間が長い、手続

の手順や方法がわかりにくい、通信速度が遅い、との点について特に不満に思う回答の割

合が高かったとのことであった。 
49 各種資料55 
50 Average Revenue Per User：１契約当たりの売上高 
51 各種資料56 
52 各種資料57 
53 本報告書において、「MNO３社のオンライン専用プラン」とは、NTTドコモの「ahamo」、KDDI

の「povo」、ソフトバンクの「LINEMO」のことをいう。 
54 各種資料58 
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いる結果となっている55。 1218 

また、現在契約している事業者との契約年数の長さと、現在事業者に支1219 

払っている料金（通信料金や端末代金等を含んだトータルの料金）に対す1220 

る意識、納得度との関係を分析したところ、契約年数が短い者（最近携帯1221 

電話事業者を乗り換えている者）ほど、料金について「安いと思う」、「納1222 

得している」と回答する割合が高くなる傾向にあった。 1223 

具体的には、契約年数が１年未満（１年以内に事業者を乗り換えている）1224 

の者では、約４割の者が、現在支払っている料金について、「安いと思う」、1225 

「納得している」と回答する一方、「高いと思う」、「納得していない」と1226 

回答しているのは１割程度にとどまっている。 1227 

一方、契約年数が８～15年未満の者では、「安いと思う」、「納得してい1228 

る」と回答した者はおよそ15％にとどまり、「高いと思う」、「納得してい1229 

ない」と回答した者は３割弱に上っている56。 1230 

〇 利用者の動向（新料金プラン等の分析も含む。） 1231 

ア 利用者による事業者乗換えの動き 1232 

指定事業者の新規契約数及び契約解除数は、2020年３月に伸びた後、４1233 

月に減少し、その後はほぼ100万件弱で推移していたが、2021年２月には、1234 

2020年３月と同程度まで増加し、さらに３月には、2020年３月を大きく超1235 

えて伸びている。特にスマートフォン向けの新規契約については増加が1236 

顕著である。新規契約、契約解除数に占めるMNP件数の割合は、2020年４1237 

月以降、概ね同じであり、2021年２月、３月には、新規契約、契約解除数1238 

の増加に伴い、MNP件数も増加している。 1239 

 1240 

 1241 

                         
55 各種資料59 
56 各種資料60 
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【図表Ⅱ―16 指定事業者の新規契約数及び契約解除数（MNP件数含む）】 1242 

出典：本WG（第21回）（2021年6月23日）資料 1243 

MNO３社の新規契約数、契約解除数については、2020年度においても1244 

2019年と同様に、移動電気通信役務全体は毎月の新規契約数より契約解1245 

除数が大きい状況が続いている。一方、スマートフォン向けに限って見る1246 

と、新規契約数と契約解除数が同等の数値となっている。このことから、1247 

MNO３社の移動電気通信役務の契約解除数が新規契約数よりも大きくな1248 

っている要因としては、フィーチャーフォンの解約などスマートフォン1249 

以外の役務に係るものであると考えられる57。 1250 

その他の指定事業者については、2020年度においても2019年度と同様1251 

に、移動電気通信役務全体、スマートフォン向けともに新規契約数が契約1252 

解除数を上回っている。特に2021年２月、３月の新規契約数は大きくなっ1253 

ており、この要因としては楽天モバイルが新料金プランを発表し、新規契1254 

約者が増加したためと考えられる58。 1255 

解約率については、2019年度と同様、移動電気通信役務全体、スマート1256 

フォン向けともに、その他の指定事業者の解約率がMNO３社より高い割合1257 

となっている。 1258 

特に2021年２月、３月はその他の指定事業者の解約率が移動電気通信1259 

                         
57 各種資料61 
58 各種資料62 
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役務全体、スマートフォン向けどちらも他の月及び前年同月と比べても1260 

大きくなっている。 1261 

また、MNO３社についても、2021年３月の解約率は移動電気通信役務全1262 

体、スマートフォン向けともに、他の月や前年同月に比べて大きくなって1263 

いる59。 1264 

上記を踏まえると、各事業者からの新料金プランの発表を受け、事業者1265 

を乗り換える動きが活発化していると考えられる。 1266 

なお、その他の指定事業者について、新規契約数が契約解除数を上回っ1267 

ているにもかかわらず、MNO３社に比べて解約率が高いのは、母数として1268 

の契約数の大きさの違いが影響していると考えられる。 1269 

イ 新料金プラン等の分析 1270 

（ア） 分析対象及び方法 1271 

第２章で触れたとおり、報告書2020においてはMNOのサブブランドに1272 

焦点を当て、それがモバイル市場の競争環境に与える影響について分1273 

析が行えるよう事業者からデータを取得する旨提言した。 1274 

その後、前述のとおり、2020年12月にNTTドコモがオンライン専用プ1275 

ラン「ahamo」を発表し、その後KDDI、ソフトバンクもほぼ同様のサー1276 

ビス内容のオンライン専用ブランドである「povo」、「LINEMO（発表当時1277 

はSoftbank on LINE)」を発表したことを受け、MNOが提供するサービス1278 

のうち、これらを含む特に独立系MVNOとの間の競争に影響を与えると1279 

考えられる料金プラン・ブランドを、「新料金プラン等60」として捉え、1280 

料金プラン・ブランド別のデータを取得し、分析することとした61。 1281 

また、これに加えて、携帯電話利用者に対し新料金プランへの乗換え1282 

意向等に関するアンケートを行い、利用者の新料金プランに対する意1283 

識について調査・分析を行った。 1284 

（イ） 新料金プラン・ブランド別データの分析結果 1285 

事業者からの報告によると、MNO３社の新料金プラン等の契約数は1286 

                         
59 各種資料63 
60 今回の検証では、「NTTドコモ（ahamo）」、 「au（povo）」、「UQモバイル」、「SoftBank（LINEMO）」、

「ワイモバイル」を「新料金プラン等」として捉えることとした。 
61 各種資料64 
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2021年３月末時点で約1,100万件（うち、MNO３社のオンライン専用プラ1287 

ンは約93万件）となっている。 1288 

上記契約数を踏まえて、MNO３社の新料金プラン等のモバイル市場に1289 

おける規模（シェア）を見ると、以下のとおりとなっている。 1290 

携帯電話契約数（通信モジュール等を除く）は2021年３月末時点で約1291 

１億4,700万契約となっており、このうちMNO３社の新料金プラン等以1292 

外の契約が約８割を占めている。 1293 

また、上記の残りの約２割において、MNO３社の新料金プラン等、楽1294 

天モバイル、MVNO62の契約数を比較すると、MNO３社の新料金プラン等の1295 

契約数が約４割を占めている。 1296 

加えて、MVNOのシェア上位５社の契約数とMNO３社の新料金プラン等1297 

の契約数を比較すると、ワイモバイル、UQモバイルの各々の契約数は1298 

MVNOのシェア１位事業者よりも大きくなっている。 1299 

さらに、2021年３月にサービス開始したMNO３社のオンライン専用プ1300 

ランの契約数の合計も同月末時点の契約数でMVNOの上位５社各社の契1301 

約数に匹敵する水準となっている。 1302 

  1303 

                         
62MVNOの契約数については契約数３万以上の事業者からの報告のうちSIMカード型のサービ

スの契約数を使用しており、また、MNOのグループ内取引による契約数の重複を排除してい

る。 
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【図表Ⅱ―17 新料金プラン等の契約数】 1304 

出典：本WG（第21回）（2021年６月23日）資料を基に作成 1305 

上記を踏まえるとMNO３社の新料金プラン等がモバイル市場に与え1306 

る影響、特にMVNOに与える影響は小さくないことが、契約数の面からも1307 

うかがえる。 1308 

次に、2021年３月の１か月間におけるMNO３社の新料金プラン等への1309 

移行件数の内訳を見ると、同じ事業者からの移行件数は他の事業者か1310 

らの移行件数（MNP件数）よりかなり多く、多くは自社内での移行とな1311 

っている。特にオンライン専用プランについては、ほぼ全てが同じ事業1312 

者からの移行となっている。 1313 

 1314 

【図表Ⅱ―18 新料金プラン等への転入・転出の内訳】 1315 

出典：本WG（第21回）（2021年６月23日）資料を基に作成 1316 

上記を踏まえると、2021年３月の状況を見る限り、MNO３社の新料金1317 
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プラン等は主として自社のより高額な料金プランからの移行に対する1318 

受け皿として機能し、競争による効果が自社の利用者の料金の低廉化1319 

に寄与していると考えられる。一方、従前より低料金を売りにしていた1320 

MVNOにとっては、従前であればMVNOに乗り換えていたかもしれないMNO1321 

の利用者が新料金プラン等に移行することでMNOにとどまっていると1322 

も考えられる。そのため、MVNOにとって、MNOの新料金プラン等が新規1323 

の利用者獲得に当たっての厳しい競争相手となっていることがうかが1324 

える。 1325 

（ウ）利用者意識調査の結果 1326 

総務省では、携帯電話利用者6,000名を対象に、新料金プランに関す1327 

るアンケートを実施した63。主な結果は以下のとおり。 1328 

2020年末以降に発表、開始された新料金プランに対する乗換え意向1329 

について、すでに乗り換えたもしくは今後乗り換えたいと考えている1330 

と回答した割合は37.0％となっている。 1331 

同質問について回答者の属性をMVNOユーザに絞ると、すでに乗り換1332 

えたもしくは乗り換えたいと考えていると回答した割合は28.4％とな1333 

っており、全体に比べて乗換えに対する意向は低くなっている。 1334 

また、すでに乗り換えたと回答した利用者の乗換え元としては、MNO1335 

３社の割合が高くなっている。 1336 

すでに乗り換えたと回答した者の乗換え先としては、「楽天モバイ1337 

ル：Rakuten UN-LIMIT VI（32.9％）」が最も多く、次いで、「NTTドコモ：1338 

ahamo（20.7％）」、「ワイモバイル：シンプルS・M・L（13.0％）」、「UQモ1339 

バイル：くりこしプランS・M・L（12.3％）」、「KDDI（au）：povo（11.7％）」1340 

の順となっており、乗換え元を確認すると、NTTドコモの契約者がahamo1341 

に乗り換えている割合が高いなど、乗換え元と同じ事業者の新料金プ1342 

ランに乗り換えている者が多くなっている。 1343 

 1344 

                         
63 サンプル属性は12属性×500人①性別（男女）２属性、②年齢（20代～70代以上 10代ご

と）６属性。調査実施期間は2021/6/1～6/3。 
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【図表Ⅱ―19 利用者意識調査結果（すでに乗り換えた利用者の動き）】 1345 

出典：本WG（第21回）（2021年６月23日）資料 1346 

今後乗り換えたいと回答した者の乗換え先については、「NTTドコモ：1347 

ahamo（29.7％）」が最も多く、「楽天モバイル：Rakuten UN-LIMIT VI1348 

（22.5％）」、「KDDI（au）：povo（13.4％）」、「ソフトバンク：LINEMO（10.4%）」1349 

となっている。こちらも、すでに乗り換えている者と同様に、乗換え元1350 

（現在契約している事業者）と同じ事業者の提供する新料金プランを1351 

乗換え先として検討している者が多くなっている。 1352 

 1353 

【図表Ⅱ―20 利用者意識調査結果（乗換え意向を有する利用者の傾向）】 1354 

出典：本WG（第21回）（2021年６月23日）資料 1355 

全体
NTTドコモ:

ahamo
KDDI(au):

povo

UQモバイル:
くりこしプラン

S､M､L

ソフトバンク:
LINEMO

ワイモバイ
ル:

シンプルS､M､
L

楽天モバイ
ル:

Rakuten UN-
LIMIT VI

IIJmio:IIJmio
モバイル

サービス ギ
ガプラン

オプテージ
（マイネオ）:

マイピタ

日本通信:
合理的20GB

プラン

その他の
MVNO

全体 100.0 20.7 11.7 12.3 2.1 13.0 32.9 2.8 0.8 0.0 3.8 

NTTドコモ 23.2 16.5 0.2 0.8 0.0 1.1 3.9 0.2 0.2 0.0 0.2 

KDDI(au) 23.5 0.4 11.0 5.6 0.0 0.6 4.8 0.0 0.4 0.0 0.6 

UQモバイル 4.7 0.4 0.0 2.7 0.0 0.4 0.8 0.2 0.0 0.0 0.2 

ソフトバンク 14.4 0.9 0.0 0.6 1.7 5.9 5.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

ワイモバイル 7.0 0.0 0.0 1.2 0.2 4.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

楽天モバイ
ル(UN-LIMIT 

Vプラン)
4.4 0.8 0.4 0.2 0.2 0.4 1.9 0.2 0.0 0.0 0.2 

楽天モバイ
ル(UN-LIMIT 
Vプラン以外

のプラン)

12.8 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 10.6 0.2 0.0 0.0 0.5 

IIJ(IIJmio) 2.7 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.9 1.4 0.0 0.0 0.0 

オプテージ
(マイネオ)

1.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.2 0.0 0.0 

その他の
MVNO

5.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.5 2.3 0.4 0.0 0.0 1.8 

問：（すでに新料金プランに乗換えた者に対して）あなたが
乗換えた先の料金プランをお選びください｡（n=465）

問：あなたが乗換え前に契約していた携帯電話会社は
どこですか。（n=465）

移行先

移行元

（単位 ％）

全体
NTTドコモ:

ahamo
KDDI(au):

povo

UQモバイル:
くりこしプラン

S､M､L

ソフトバンク:
LINEMO

ワイモバイ
ル:シンプルS､

M､L

楽天モバイ
ル:Rakuten

UN-LIMIT VI

IIJmio:IIJmio
モバイル

サービス ギ
ガプラン

オプテージ
（マイネオ）:

マイピタ

日本通信:
合理的20GB

プラン

その他の
MVNO

全体 100.0 29.7 13.4 7.9 10.4 8.8 22.5 1.9 2.0 1.0 2.4 

NTTドコモ 34.2 20.9 0.5 1.0 1.4 1.5 6.9 0.3 0.8 0.1 0.9 

KDDI(au) 24.9 2.5 11.4 3.5 1.3 0.6 4.4 0.2 0.3 0.2 0.7 

UQモバイル 3.1 0.3 0.2 0.8 0.0 0.1 1.4 0.1 0.1 0.0 0.0 

ソフトバンク 17.4 2.3 0.5 0.8 6.3 3.7 3.1 0.4 0.0 0.1 0.2 

ワイモバイル 7.8 0.9 0.2 0.5 1.0 2.1 2.7 0.2 0.0 0.3 0.0 

楽天モバイル
(UN-LIMIT Ⅵプラン)

2.8 1.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.0 0.4 0.3 0.1 0.2 

楽天モバイル
(UN-LIMIT Ⅵプラ
ン以外のプラン)

4.1 0.7 0.0 0.2 0.3 0.4 2.0 0.2 0.2 0.1 0.1 

IIJ(IIJmio) 0.7 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 

オプテージ(マイ
ネオ)

0.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 

その他の
MVNO

4.4 0.6 0.4 0.4 0.1 0.3 1.9 0.0 0.2 0.3 0.3 

問：（新料金プランに乗換えたいという者に対して）Iあなたが今後乗換
えたいと考えている料金プランをお選びください。（n=629）

問：あなたが、現在ご自身で費用（通信料金（音声通話料金、
データ通信料金等）や、通信料金以外の携帯電話料金（端末代
金、アプリの使用料金等））を支払っている携帯電話会社をお選
びください。（n=6,000）

問：（新料金プランに乗換えたいが乗換え先は検討中という者に対し
て）あなたが乗換え先として今一番検討している料金プランをお選びく
ださい。（n=724）

移行先

移行元

（単位 ％）
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ただし、楽天モバイルの新料金プランについてはすでに乗り換えた1356 

と回答した者、今後乗り換えたいと回答した者の双方とも、乗換え元と1357 

して楽天モバイル以外の契約者の割合が高くなっており、他のMNO、1358 

MVNOの契約者からも注目度が高いということがうかがえる。 1359 

次に、すでに乗り換えたもしくは今後乗り換えたいと考えていると1360 

回答した者にその理由を確認すると、「料金が安いから」（61.8％）とい1361 

う回答した割合が圧倒的に高く、次いで「データ容量が多く使えるから」1362 

（19.3％）、「プラン内容が分かりやすいから」（15.9％）と回答した割1363 

合が高くなっている64。 1364 

他方、今のところ新料金プランに乗り換えるつもりがないと回答し1365 

た者にその理由を確認すると、「特に理由はない（23.0％）」 、「現在の1366 

料金プランに不便を感じていないから（20.4％）」、「手続を行うことが1367 

面倒だから（19.2％）」、「キャリアメールが使えないから（18.8％）」と1368 

回答した割合が高くなっている65。 1369 

ウ 違約金のある契約 1370 

2019年10月の改正法施行当初より、ソフトバンクは、全ての料金プラン1371 

について期間拘束契約を撤廃し、期間拘束がない契約のみを提供してい1372 

たが、他の２社についても、期間拘束契約を撤廃する動きがある。 1373 

NTTドコモは、５Gプランやオンライン専用プランについて、期間拘束が1374 

ないプランのみを提供しているほか、2021年秋には、期間拘束がある料金1375 

プランの新規受付を止めることを表明している。KDDIは、大容量プランや1376 

オンライン専用プランについて、期間拘束がない料金プランのみを提供1377 

している。 1378 

2021年３月末時点で、違約金のある契約は約8,500万件であり、2020年1379 

３月末時点と比べ19.2％減少している。毎月の１件当たりの違約金支払1380 

金額は指定事業者全体、MNO３社ともに改正法施行後徐々に減少している1381 
66。 1382 

エ その他 1383 

                         
64 各種資料66 
65 各種資料67 
66 各種資料68、69 
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指定事業者及び販売代理店による新規契約を条件とした利益提供 67に1384 

ついて、改正法の施行直後に比べ、件数は増加しているが、一件当たりの1385 

金額に大きな変動はない68。 1386 

指定事業者が行っている継続利用割引等69について、ここ１年程度は件1387 

数、金額ともに減少しており、2021年度の１件当たりの支払額は約468円1388 

となっている70。 1389 

② 意見 1390 

ア 構成員の意見 1391 

○ 新料金プラン関係 1392 

・ MVNOが帯域保証型サービスをしようとすると、付加的な料金を徴収1393 

した上で帯域保証をするということで、帯域幅を増量しないといけな1394 

いという部分が、さらなるコスト増になってくるので、MNOの廉価プラ1395 

ンと同等のギガ数の料金メニューを比べたときに、それが帯域保証を1396 

しているか、していないかの差は、ユーザにとってみると、利用勝手、1397 

使い勝手というのは随分差が出てくるということになる。したがって、1398 

MVNOとMNOの廉価プランとを比較する際などには、これがベストエフォ1399 

ートなのか、帯域保証型サービスなのかの区別をしておいたほうがい1400 

いのではないかと思う。 1401 

・ 重要なのは、数値から今回、何が分かるか、そして、どのようにこの1402 

数値を理解していくか。特に価格面では、非常に有意な形で結果が出る1403 

かもしれないが、サービス面の違いに関しては、どの程度の影響が今回1404 

の顧客の間の移動に関してインパクトを与えるか、この点を今から、方1405 

法論を含めて御議論、検討していただく必要があるのではないか。 1406 

・ 消費者から見れば、自分に最適な料金プランに移行でき、最適な料金1407 

プランになるということが目的なのであり、その際にキャリアを変え1408 

るのか、同じキャリアでプラン変更をするのかが自由に選択できれば1409 

いい。最も大事なのはキャリア間のスイッチングコストを低下させる1410 

ことであり、それが低下していれば自社のユーザが簡単に他社に移行1411 

                         
67 新たな通信契約を締結することを条件とした利益提供（MNPにより他の事業者から移行す

る場合の利益提供も含む。） 
68 各種資料70 
69 継続利用割引等とは、一定期間通信契約を継続している利用者に対する通信料金の割引

やポイントの付与等のこと。 
70 各種資料71 
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できてしまうため、キャリアは自分のユーザが他社に移行しないよう1412 

に料金を低廉化する、サービス品質を高める、付加価値の高いサービス1413 

を提供するといった努力を行う。だからキャリアの乗り換えやMNPとい1414 

うのは競争が活性化している事を示す指標の１つに過ぎないと考える1415 

べき。同じキャリア内のプラン変更でも十分競争は活発化していると1416 

いう指標になると思う。 1417 

・ 利用者意識調査でもMVNOへの乗換えを選択した人はとても少なくな1418 

っている。他方で、MVNOも営業上の工夫をして魅力的なメニューを用意1419 

しているということもあるので、このMNOとMVNOの関係というのをこれ1420 

からもしっかり見ていく必要があると思っている。 1421 

・ 乗換えしない理由を意識調査でもらっているが、例えば移行先の料1422 

金が高いからとかデータ容量が今のプランで適切だからと回答してい1423 

る方がいるが、本当にそうなのかというところをデータを取ってみる1424 

と面白いのではと思っている。つまり、発信している情報が消費者にど1425 

う受け止められているのかは分からないというところであり、こうい1426 

うところについてはその人が一体何のプランに入っているのかという1427 

点が非常に重要だと思っている。分析の深掘りになってしまうと思う1428 

が、今後情報の発信あるいは受け止め、あるいは心理的なものも含めて1429 

色々スイッチングコストというものはあると思っており、今回分析の1430 

端緒をいただいたという気がしている。 1431 

・ 個人的には競争ルールの検証ということでもあるので、料金が下が1432 

る、料金競争が起こる前提として競争ルールが整備されて、競争が機能1433 

した結果、こういうことが起こっているという流れを見ていくことが1434 

大事だと思っている。 1435 

・ 料金競争といったような現象を表現するときに、それがどこの誰と1436 

誰の料金競争なのか、先ほどから議論になっているMNOのサブブランド1437 

とMVNOの間の競争を捉えていっているのか、それともモバイル全体を1438 

捉えていっているのか。その点は、MVNOへの影響は小さくないと表現し1439 

ているところについて、どんな影響なのかということをどう表現して1440 

いくのかという課題にもつながっていくと思ったところ。 1441 

○ 携帯電話サービスの品質に関する調査関係 1442 

・ 品質に関して、今回は諸外国の対比、比較というようなことを提示し1443 

ていただいたが、やはり新料金プラン等の価格のみならず、そういった1444 

サポート体制と２つの品質の基準という点も、もしフォローできれば1445 

望ましいのではないか。 1446 
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イ 事業者等の意見 1447 

○ モバイル市場の現状関係 1448 

・ 各社、「大容量プラン（無制限・大容量）」の値下げや「オンライン専1449 

用プラン（別ブランド）」による低廉な中容量プランの提供等を行うこ1450 

とで、料金の低廉化が進展していると考えている。（第16回資料：KDDI） 1451 

・ 我が国のモバイル市場の現状については、元より、高品質かつ多様な1452 

サービスが提供されていた認識。2020年後半以降の各社のサービス展1453 

開により、より一層、サービスの多様化や低廉化が進展したものと考え1454 

ている。（第16回資料：ソフトバンク） 1455 

・ （通信市場の現状、環境変化への評価について）利用者の選択肢が広1456 

がり競争が促進されたことで市場活性化につながったというポジティ1457 

ブな意見が４社。また、市場状況について注視が必要であるというニュ1458 

ートラルな意見が２社。ネガティブな意見としては、MNOに比べて体力1459 

のないMVNOにとっては今後さらに厳しい競争環境となる、あるいはMNO1460 

と同水準のプランを提供することは困難な状況になっている等の意見1461 

がある。（第18回：MVNO委員会） 1462 

・ 2020年末にMNO各社が新プランを発表し、市場の低廉化に対応するた1463 

めに、我々としても４月に低価格な新プランを発表したところ。その際1464 

に、データ接続料や卸料金がなかなか見通せないといったような状況1465 

で、様々な予測や判断をする必要があった。ただ、利用者の料金が下が1466 

り、モバイル市場が活性化することは非常に望ましいことと考えてい1467 

るため、我々としてもどんどんマーケットを盛り上げていきたいと考1468 

えている。（第18回：IIJ） 1469 

・ モバイル市場の現状につきましては、MNOが低容量帯・中容量帯にお1470 

いて、MVNOの料金水準に接近した廉価プランを投入されたことにより、1471 

より厳しい競争環境になっていると感じている。これを受け、2021年２1472 

月から、マイピタ（新料金プラン）を提供開始したところ。（第18回：1473 

オプテージ） 1474 

○ 新料金プラン関係 1475 

・ ahamoは、デジタルネイティブ世代をターゲットに、移行障壁のない1476 

お得でシンプルな料金プランということで設定している。充分なマー1477 

ケットリサーチを行い、オンライン対応に特化して、メールなしなど、1478 

ターゲットのニーズにマッチするような提供条件としている。メイン1479 

ブランドとして今回の料金プランとしており、データ量が20ギガ、税抜1480 
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で2,700円の低廉な料金に設定し、他社に先駆けて発表し御好評いただ1481 

いている。（第16回：NTTドコモ） 1482 

・ 当社では、2021年３月17日にオンライン専用ブランドでシンプルな1483 

料金体系である「LINEMO」を導入し、併せて既存の「SoftBank」、「ワイ1484 

モバイル」ブランドも料金/データ容量等を改定し新たな料金プランを1485 

提供している。上記各ブランドの新プランは多くのお客さまからご好1486 

評をいただいており、新プランへのお客さまの移行や新規での契約が1487 

大きく増加している状況。（第16回資料：ソフトバンク） 1488 

・ 料金プランの変更を実施したMVNO（７社）のうち、効果があった、ポ1489 

ジティブな変化があった、反響があったと回答したのは５社。市場から1490 

は、MVNOの新プランについても好意的に受け止められているのではな1491 

いか。（第18回：MVNO委員会） 1492 

○ 卸料金、データ接続料関係 1493 

・ （料金プランについて）今後変更を予定している、検討していくと回1494 

答した主な理由、要因としては、卸料金が不透明な状況の中、料金プラ1495 

ンを変更することは難しい、MNO、MVNEからの条件提示が遅かったため1496 

に対応が間に合っていないといった回答があった。（第18回：MVNO委員1497 

会） 1498 

・ MVNOのプランとMNOの廉価プランの間には通信品質に差があり、この1499 

差を埋めるため、引き続き、データ接続料の低廉化は必要。（第18回資1500 

料：IIJ） 1501 

・ 一方、MNOのプランは品質が高く、MVNOが同等品質のプランを提供す1502 

るには、データ接続料等の関係で、極めて困難な価格水準であることは1503 

課題。（第18回資料：オプテージ） 1504 

③ 対応の方向性 1505 

通信市場の動向を見ると、市場全体として契約数が引き続き年間約1506 

５％程度の伸びを見せる一方で、事業法第27条の３の規律の対象となる1507 

役務（主に個人利用者向けのスマートフォン・フィーチャーフォン等に係1508 

る契約）の契約数は横ばいが続いている。他方で、その内訳を見ると、LTE1509 

から５Gへの移行が始まるとともに、引き続きスマートフォンへの移行が1510 

進展していることが確認できる。 1511 

こうした中、事業者が提供するデータ通信を中心とした月額料金プラ1512 

ンを見ると、報告書2020及び総務省によるアクション・プランの発表以降、1513 

MNO３社から月間通信容量20GBを中心とする新料金プランが発表された1514 
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ことを皮切りに、2021年２月以降、MNO及びMVNO各社から従来よりも低廉1515 

な料金プランの提供が開始されており、競争の新たな一角となりつつあ1516 

る新規参入事業者も含め、料金競争が活発化してきていると評価できる。1517 

その結果、日本のスマートフォンの料金水準は、最も低廉な料金プランで1518 

比べると、主要国と比べても遜色のないものとなっている。 1519 

ここで、MNO３社が提供を開始したオンライン専用プランについては、1520 

オンライン専用という形態をとることによりサービス提供に係るコスト1521 

を削減することで料金の低廉化を実現しつつ、必要とする利用者に対し1522 

て有償での手続サポートを選択肢として提供する、海外ローミング料金1523 

を無料にする、トッピングという形で音声通話のかけ放題や１日データ1524 

使い放題などの選択肢を提供する、音声通話アプリの利用料を無料にす1525 

るなど、各社それぞれに工夫を凝らした様子がうかがえる。こうした料金1526 

の設定は、利用者にとっての差別化要素・選択肢の拡大につながるととも1527 

に、「どのサービスに対していくらの料金を負担しているのか」が以前よ1528 

りも分かりやすく理解できる効果もあると考えられる。社会全体として1529 

デジタル化が進む中、今後、特にICTリテラシーを有する利用者にとって1530 

は新たな選択肢の一つとなることが期待される。また、手続サポートの有1531 

償化は、販売代理店にとっても、利用者に対する価値提供への対価として1532 

の位置付けが明確になるメリットもある。 1533 

次に、利用者の動きを見ると、2021年２月・３月は新規契約数・契約解1534 

除数とも前年同期と比べて大きく伸びていること、また、新料金プラン等1535 

への移行について同一事業者内での移行も進んでいる傾向が確認できる1536 

ことから、利用者が事業者を乗り換えたり、事業者内で料金プランやブラ1537 

ンドを変更したりする動きも活発化していると考えられる。また、利用者1538 

の意識調査の結果からは、現在加入する携帯電話事業者と契約した時期1539 

が近い利用者ほど料金への納得感が高い傾向が確認できる。このことか1540 

ら、自らのニーズに合った料金プランを選択し、積極的に事業者を乗り換1541 

えるなどしている利用者は料金低廉化の恩恵を享受・実感している一方1542 

で、長期に渡り事業者を乗り換えていない利用者については、料金への納1543 

得感が低い傾向にあるといえる。 1544 

この点に関して、利用者意識調査では、新料金プランに乗り換えない理1545 

由として、「特に理由はない」、「現在の料金プランに不便を感じていない」1546 

といった積極的な不満が見られない回答が一定程度あった一方で、「手続1547 

を行うことが面倒だから」、「キャリアメールが使えないから」といった回1548 

答も同程度見られた。このことから、市場において様々な料金プランの選1549 
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択肢が提供されていても、手続を始めとするスイッチングコストが利用1550 

者の合理的な選択を妨げる効果を有することが確認されるところであり、1551 

「第３章２．スイッチングコスト」で述べるスイッチングコストの低減に1552 

向けた取組を、引き続き進めることが必要である。 1553 

また、総務省においては、利用者が自らのニーズに合った事業者や料金1554 

プランを選択し、乗り換えることができるよう、ポータルサイトを通じて1555 

正確で中立的な情報の発信に努めるとともに、利用者の乗換えに関する1556 

相談・サポートに応じるような機能の実現に向けた取組を進めるべきで1557 

ある。 1558 

報告書2020においては、MNOの提供するサブブランドが競争環境に与え1559 

る影響について注視する必要があると指摘した。これを踏まえ、今春から1560 

提供が開始されたMNO３社の新料金プラン等について、特にMVNOとの競争1561 

条件を中心に評価したところ、2021年３月の状況を見る限り、MNO３社の1562 

新料金プラン等（特にオンライン専用プラン）は、主としてMNO３社のよ1563 

り高額な料金プランからの移行に対する受け皿として機能している傾向1564 

がうかがえる。 1565 

他方で、MNO３社の新料金プラン等の契約者数は、３社合計でMVNOの契1566 

約者数と比べても遜色ない規模であり、MVNOに与える影響は小さくない。1567 

また、オンライン専用の新料金プラン等の提供の開始は2021年３月であ1568 

り、今回の検証に用いたデータは蓄積として十分なものとはいえない。こ1569 

のため、今後とも、実際の利用者の移行がどのように進むのか、引き続き1570 

データを取得し、特にMVNOとの競争環境に与える影響について分析・検証1571 

を継続していく必要がある。 1572 

さらに、MVNOのシェアの伸びが鈍化し、2021年３月末においては対前期1573 

比で減少していることからも、MNOとMVNOとの間の競争条件については、1574 

重大な関心をもって検証を続けていく必要がある。 1575 

このほか、LTEから５Gへの移行が始まりつつある中、今後の５Gの普及1576 

に伴い、５Gならではのコンテンツ、アプリケーションが提供されると、1577 

携帯電話利用者のデータ使用量が増加し、より大容量の料金プランの需1578 

要が高まっていくことも想定される。このため、大容量や５Gの料金プラ1579 

ンについては今後一層注視し、国際的に見て遜色のない水準となってい1580 

るかどうかも含め、毎年、状況を確認していく必要がある。 1581 

また、上記のとおりデータ通信を中心とした月額料金プランについて1582 
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は料金競争が活発化する一方で、「第３章１.携帯電話の音声通話料金（特1583 

に従量制料金）」に示すとおり、音声通話料金（特に従量制料金）につい1584 

ては、これまでは競争が制限される環境にあったことから、料金面での競1585 

争が進んでいるかを含め、今後の競争環境について確認していくことが1586 

必要である。  1587 
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(３) 端末市場の動向 1588 

① 分析・検証結果 1589 

○ 市場全体の動向 1590 

ア 端末売上台数・売上高 1591 

報告書2020の公表以降の端末市場全体の動向について、指定事業者の1592 

端末売上台数・端末売上高は、2020年３月の増加以降、売上台数・売上高1593 

ともに、同年４、５月に大きく減少した後、同年６月以降は、2021年３月1594 

に向けて回復基調にある。2020年４月以降の対前年同月比を見ると、売上1595 

台数については2020年４、５月を除き前年同月を上回っている月が多く、1596 

売上高については2020年10月まで前年同月を下回った後、11月以降は上1597 

回っている状況となっている。 1598 

【図表Ⅱ―21 端末売上台数・売上高の推移】 1599 

出典：本WG（第20回）（2021年６月９日）資料 1600 

この結果、2020年度の売上台数は3,676万台であり、2019年度の3,357万1601 

台と比べ、9.5％の増加となっている。また、2020年度の売上高は１兆1602 

9,939億円であり、2019年度の２兆1,672億円と比べ、8.0％の減少となっ1603 

ている。 1604 

スマートフォンの売上台数・売上高は、2020年度において端末売上台数1605 
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の81.1％、売上高の89.7％を占めている71ことから、その推移は、端末全1606 

体と同様の傾向となっている。 1607 

【図表Ⅱ―22 端末売上台数・売上高の推移（スマートフォン）】 1608 

出典：本WG（第20回）（2021年６月９日）資料 1609 

イ 売上単価 1610 

指定事業者の売上台数・売上高から算出した１台当たりの売上げの平1611 

均値（売上単価）は、 2020年度は54,241円であり、2019年度の64,557円1612 

と比べ16.0％低下している。また、2020年４月以降の対前年同月比は、1613 

2021年１月を除き、前年同月を下回っている。 1614 

スマートフォンでは、2020年度は60,003円であり、 2019年度の73,0341615 

円と比べ17.8％低下している。また、2020年４月以降の対前年同月比は、1616 

2021年１月を除き前年同月を下回っている。 1617 

  1618 

                         
71 2019年度は、売上台数の78.4％、売上高の88.7％を占めていた。 
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【図表Ⅱ―23 売上単価（全体・スマートフォン）】 1619 

出典：本WG（第20回）（2021年６月９日）資料 1620 

ウ 価格帯別売上台数の構成比 1621 

総務省ではMNO４社に対して新たに端末（スマートフォン）の価格帯別1622 

売上台数の報告を求めており、その報告を基に2020年10月分から2021年1623 

３月までのMNO４社の価格帯別の端末売上台数の構成比を算出したとこ1624 

ろ、図表Ⅱ―24のとおりとなっている。 1625 

【図表Ⅱ―24 価格帯別売上台数の構成比】1626 

 1627 

出典：本WG（第20回）（2021年６月９日）資料を基に作成 1628 
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※１ MNO３社の数値のうち、KDDIの数値は沖縄セルラー電話株式会社及び2020年10月以降はUQモバイルを含む。
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（単位：円）
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出典：電気通信事業報告規則に基づく報告
及び報告徴収に基づく報告

68



 

イで示したとおり、2020年度のスマートフォンの売上単価は60,003円1629 

であるが、価格帯別で見れば、売上単価に近い４～６万円未満や６～８万1630 

円未満の価格帯に限らず、２～４万円未満や、８～10万円未満といった価1631 

格帯の構成比も相対的に高くなっている。 1632 

また、2020年10月から2021年３月までの合計売上台数の、４万円未満の1633 

低価格帯、４万円から10万円未満の中価格帯、10万円以上の高価格帯ごと1634 

の構成比を見れば、それぞれ、34.5％、44.3％、21.1％と、利用者は幅広1635 

い価格帯の端末を満遍なく選択していることがうかがえる。 1636 

エ 対象設備の購入等を条件とした経済的利益の提供 1637 

指定事業者による対象設備の購入等を条件とした経済的利益の提供及1638 

びそのうち端末購入等割引72については、改正法の施行前後に、特に額に1639 

ついて大きく減少した後、月単位での増減はあるものの、改正法の施行前1640 

より低い水準が保たれており、大きな変化はないが、2020年、2021年とも、1641 

３月には増加している73。 1642 

また、販売代理店による対象設備の購入等を条件とした経済的利益の1643 

提供は、その大宗が端末購入等割引であり、経済的利益の提供、端末購入1644 

等割引とも、2020年４月に減じた後、2021年３月に向けて増加傾向となっ1645 

ている74。 1646 

対象設備の購入等を条件とした経済的利益の提供について、指定事業1647 

者及び販売代理店によるものの件数の合計と端末売上台数とを、月ごと1648 

に比較した結果によれば、改正法の施行前と比べ、施行後は、端末売上台1649 

数のうち、経済的利益の提供なく販売されたものの割合が高い傾向にあ1650 

ることがうかがえる75。 1651 

 1652 

                         
72 移動電気通信役務の提供に関する契約を締結し、又は締結していること及び対象設備（移

動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備をいう。）

の購入等をすることを条件とした対象設備の購入等代金の割引その他の経済的利益の提

供。 
73 各種資料73 
74 各種資料74 
75 各種資料75 
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オ 販売代理店への支払金76 1653 

販売代理店への支払金は、2020年４月に、販売奨励金77の減少を主な内1654 

訳として減少し、それ以降、微増傾向にあり、これは、販売奨励金も同様1655 

である78。 1656 

対前年同月比を見ると、双方とも、2020年４月以降、９月までは前年同1657 

月を下回っていたが、10月以降は１月を除いて上回っており、新規契約数1658 

の推移と類似した傾向となっている。 1659 

この結果、2020年度の販売代理店への支払金の合計は１兆1,512億円、1660 

販売奨励金の合計は6,058億円であり、それぞれ2019年度と比べ2.1％減、1661 

4.6％減となっており、前年度から大きく変わっていない。 1662 

カ メーカへの支払金79 1663 

メーカへの支払金は、改正法の施行直前の2019年９月に増加した後、1664 

2020年１月に減少し、以降、月単位での増減はあるものの、概ね同程度の1665 

水準にある80。 1666 

この増減につき、事業者からは、前年度の評価・検証において、端末の1667 

故障修理の対価や開発費等の対価の増減によるものだとの説明がなされ1668 

ている。2020年度の合計は1,597億円であり、2019年度と比べ、4.7％の減1669 

であった。 1670 

キ 利用者意識調査の結果 1671 

総務省の利用者意識調査では、月々の端末代金の支払額について、施行1672 

前と比べ、約3,706.3円から約2,717.4円へと継続的に減少している結果1673 

となっている。 1674 

また、実質的な端末代金に対する印象は、改正法の施行前と比べ、「安1675 

                         
76 この支払金とは、内容を問わず指定事業者が販売代理店に支払うもの全てをいう。 
77 この販売奨励金とは、支払金のうち、事業法第27条の３の対象となる移動電気通信役務

の提供に関する契約の代理や端末の販売等に応じて支払うものをいう。 
78 各種資料76 
79 内訳には、移動端末設備に関する開発費、広告宣伝費等の支払金のほか、移動端末設備に

関する修理費、付属品の対価、販売促進ツール等の商材やサービスの対価としての性質を

持つ支払金といった多種の金銭が含まれる。 
80 各種資料77 
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くなっている」と回答した者が14.7％から9.9％に減るとともに、「高くな1676 

っている」と回答した者も27.0％から23.4％に減っており、「変わらない」1677 

と回答した者が52.0％から61.0％に増える結果となっている81。 1678 

ク 現状の総括 1679 

2021年度の検証においては、前回の評価・検証では入手できなかった１1680 

年間を超えるデータを入手していることから、経年変化の検証に加え、前1681 

年度との比較が可能となっており、その結果は、これまで述べてきたとお1682 

りであるところ、現状を総括すると、以下のとおりと考えられる。 1683 

まず、前回の評価・検証の範囲であった2020年３月以降、端末売上台数1684 

は、４、５月に減少しているが、これは、事業者ヒアリングにおける各関1685 

係者からの情報を総合すると、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響1686 

による緊急事態宣言の発令に伴い、店舗の営業時間の短縮や受付業務の1687 

縮小などが行われた影響によるものと考えられる。 1688 

その後、2020年６月以降においては、月単位の増減はあるものの、20211689 

年３月まで回復基調が続いている。 1690 

この結果、個々の事業者で見れば年間を通じた売上台数において違い1691 

はあるようだが、端末市場総体として見れば、2020年度の端末売上台数は、1692 

2019年度を9.5％上回る結果となった。 1693 

一方、2020年度の端末売上高は、売上台数と同様に、2020年４、５月に1694 

減少した後、６月以降は回復傾向にあったものの、10月までは対前年同月1695 

比でマイナスとなっており、2019年度を8.0％下回る結果となった。 1696 

端末売上台数が増加する一方、端末売上高が減少していることから、1697 

2020年度の端末１台当たりの売上単価は、2019年度から16.0％低下して1698 

いる。 1699 

この点については、事業者ヒアリングにおいても一部のMNO及びMVNO委1700 

員会から、改正法施行前と比べ、低・中価格帯の端末の販売割合が増加し1701 

ているとの報告があった。2019年度から2020年度にかけての売上単価の1702 

低下は、これらの報告とも符合しており、端末市場総体として、改正法施1703 

行前と比べ、低・中価格帯の端末の販売割合が増加していることが推測さ1704 

れる。 1705 

                         
81 各種資料78、79 
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その結果、図表Ⅱ―24で示したとおり、2020年10月以降分のMNO４社か1706 

らの価格帯別の端末売上台数のデータによると、低価格帯、中価格帯、高1707 

価格帯それぞれが満遍なく選択されていることがうかがえる。  1708 

また、エで上述したとおり、改正法施行前と比べ、施行後は、端末設備1709 

の購入等を条件とした経済的利益の提供なく販売される端末の台数の割1710 

合が高い傾向にあることが推測される。 1711 

これらの傾向からは、改正法の施行以降、利用者が、端末自体の本来の1712 

価値を基に、自らのニーズに合った端末を適切に選択し、利用する傾向が1713 

進展しつつあると考えられる。 1714 

すなわち、通信料金と端末代金の分離を図ることで、通信市場と端末市1715 

場の双方の市場における、利用者による適切かつ自由な選択及び事業者1716 

間の公正な競争を実現するという改正法が目指した効果が、端末市場に1717 

おいては一定程度現れつつあると認められると考えられる。 1718 

○ ５G端末の動向 1719 

ア 検証の背景 1720 

事業者ヒアリングにおいて、端末メーカ等から、日本の５Gの普及が韓1721 

国と比べて低調であることや、５G端末（特にミリ波対応端末）の普及促1722 

進の観点から、５G端末について、事業法第27条の３による、通信契約と1723 

セットで端末を購入等する際の利益の提供の上限規制を緩和すべきとの1724 

意見が表明された。これを踏まえ、５Gの現状について検証する。 1725 

イ ５Gのインフラ 1726 

我が国では、2020年３月に５Gサービスの提供が開始され、2021年３月1727 

までにMNO４社は全都道府県で５Gサービスを提供している。 1728 

MNO３社は、それぞれ、2022年３月末時点における５Gの人口カバー率の1729 

見込みを公表しており、NTTドコモは55％、KDDIとソフトバンクは700MHz1730 

帯等の活用により、それぞれ90％、90％超を目指すとしている。また、MNO1731 

４社は、2021年度中に、スタンドアローン方式82による５Gサービスの提1732 

                         
82 ４Gのコアネットワークにより４Gの基地局と５Gの基地局を連携させて動作させるノン

スタンドアローン方式とは異なり、４Gのコアネットワークから独立した５Gのコアネット

ワークによる５Gの基地局を単独で動作させる方式。 
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供を開始することを予定している。 1733 

MNO４社合計での地域カバー率83は、2021年３月末に6.9％を計画してい1734 

たところ、16.5％（速報値）と約10％の大幅な前倒しで整備を進めており、1735 

2024年３月末までには、98％の整備を目指している。 1736 

ウ ５G契約数 1737 

事業者によるこうした取組の下、我が国の５G契約数は、サービス提供1738 

開始から半年後の2020年９月末時点では79万、さらに半年後の2021年３1739 

月末時点では1,419万まで増加しており、人口普及率は11.3％となってい1740 

る84。 1741 

エ ５G端末の販売台数・出荷台数 1742 

５G端末の販売台数については、KDDIが、2021年５月14日に公表した決1743 

算説明資料において、2021年３月末の５G端末の累積発売数が240万台を1744 

突破したことを公表している85。 1745 

また、５Gスマートフォンの出荷台数については、民間調査会社による1746 

調査結果86によれば、サービス開始から半年間の2020年度上期では112.81747 

万台、スマートフォンの総出荷台数に占める割合は8.4％であったが、さ1748 

らにその後の半年間を加えた2020年度通期では、出荷台数1,101.1万台、1749 

33.6％まで増加しているとのことである。 1750 

なお、事業者ヒアリングにおいては、日本における５G端末の出荷予測1751 

値が2020年から大幅に上方修正され、2021年において、日本の５G端末の1752 

出荷台数の割合が、欧州及び米国を上回ることとなるとの予測も報告さ1753 

れている。 1754 

オ ５G端末のラインナップ 1755 

現在、MNO４社が販売している５G端末のラインナップを見ると、４万円1756 

未満から10万円以上まで、様々な価格帯において５G端末が販売されてい1757 

                         
83 ５G基盤展開率：全国を10km四方で総数約4,500に区切ったメッシュに占める５G高度特定

基地局が開設されたメッシュ数の割合。 
84 韓国において、５Gサービス提供開始から１年後の2020年３月末時点の５G契約数は577万、

人口普及率は11.1％であり、日本と大きな差はない。 
85 KDDI2021年３月期本決算説明会プレゼンテーション資料（2021年５月14日） 
86 ＭＭ総研「2020年度通期 国内携帯電話端末の出荷台数調査」（2021年５月18日） 
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る状況である。2021年に入ってからは、各社、４万円未満のラインナップ1758 

も揃えてきており、利用者にとっては、多様な価格帯から、自分のニーズ1759 

に合った５G端末を購入することが可能な状況にある87。 1760 

カ 現状の総括 1761 

以上を総合すると、日本における５Gは、2020年９月以降、契約数、出1762 

荷台数とも、サービス開始直後の半年間と比べて大きく伸びている状況1763 

にあり、現時点において、事業法第27条の３による規制が、日本における1764 

５G端末の普及や販売において、著しい制約になっているとまでは考えら1765 

れない。 1766 

○ 中古市場の動向 1767 

ア 中古市場の現状 1768 

中古端末の流通状況について、MNO４社による2019年度の中古端末下取1769 

り台数は約489万台、売却台数は553万台であった。また、RMJからの報告1770 

によれば、RMJ正会員による2020年度の中古端末販売台数は160万台を超1771 

え、2019年度と比較して約10％増加しているとのことであった88。 1772 

中古端末の販路については、RMJから中古端末取扱い店舗が2020年度に1773 

約30％増加したとの報告があり、買取・販売の拠点が拡大している状況が1774 

うかがえる。また、中古端末取扱業者以外にも、MVNO等の事業者による販1775 

売や、ECサイト89における個人間の取引などに加えて、MNOにおいても、1776 

KDDIが、試行サービスながら、品質を認定した中古端末の取扱いを開始し1777 

ており、販路の多様化が進展しつつある。 1778 

総務省が行った利用者意識調査の結果においても、携帯電話の購入場1779 

所として、中古端末販売店と回答した割合が、改正法施行前の1.2％から1780 

2021年３月には4.8％に増えている90。 1781 

以上を踏まえれば、徐々にではあるが、中古端末が、利用者にとっての1782 

新たな選択肢の一つとして浸透しつつある傾向がうかがえる。 1783 

イ 中古端末の流通促進に向けた課題と取組状況 1784 

                         
87 各種資料80 
88 各種資料81 
89 ECサイトとは、インターネット上で商品を売買するウェブサイトのことをいう。 
90 各種資料82 
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（ア）利用者が安心して中古端末を売買、利用できる環境の整備 1785 

利用者意識調査において、使用していた端末の扱いについて尋ねた1786 

ところ、2020年３月の結果では、家で保管と回答した割合（55.3％）が1787 

引き続き最も高かった。その理由としては、個人情報が心配だから1788 

(31.9％)、端末の中に大事なデータが入っているから(25.0％）と回答1789 

した割合が引き続き高かった91。 1790 

利用者のこうした懸念を払拭し、中古端末の流通を促進するため、民1791 

間事業者や政府における取組が進展しつつある。 1792 

RMJは（一社）携帯端末登録修理協議会と協力し、「リユースモバイル1793 

関連ガイドライン検討会」を立ち上げ、利用者が安心して中古端末を売1794 

買し利用することができるよう、端末の買取に当たっての利用者情報1795 

の確実な消去手順や、中古端末の格付基準といった、中古端末取扱業者1796 

業務の標準的な業務の方法等を定めた「リユースモバイルガイドライ1797 

ン（2019年12月改訂）」を策定・公表している。 1798 

また、RMJでは、同ガイドラインを遵守している事業者を利用者が容1799 

易に識別することを可能とするため、「リユースモバイル事業者認証制1800 

度」を運用しており、2020年11月には、同ガイドラインの遵守状況に加1801 

え、経営状況やガバナンスの状況を確認・審査した上で、初の認証事業1802 

者となる４社92を認証し、公表している93。 1803 

このほか、総務省においては、2021年４月からポータルサイトの正式1804 

版の運用を開始しており、その中で、端末の売却時におけるデータの1805 

消去を含めた注意点などとともに、中古端末の購入方法等を紹介し、1806 

中古端末に対する利用者の理解を深めるための取組を行っている。 1807 

（イ）SIMロックの解除の確認方法の簡素化 1808 

RMJからは、端末のデータ消去機能の完全化、SIMロックの解除の確認1809 

方法の簡素化、ネットワーク利用制限の在り方等、中古端末の流通促1810 

進に係る課題が提起されている。 1811 

                         
91 各種資料83、84 
92 日本テレホン株式会社、株式会社携帯市場、株式会社ソフマップ、ブックオフコーポレー

ション株式会社の４社。 
93 2020年11月13日プレスリリース。各種資料85 
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このうち、SIMロックの解除の確認方法の簡素化について、「第３章.1812 

２．（３）スイッチング円滑化タスクフォースでの検討結果」で後述す1813 

るSTF報告書を受け、「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関す1814 

るガイドライン」（以下「SIMロックガイドライン」という。）の改正が1815 

行われた94。 1816 

改正された同ガイドラインでは、2021年10月１日以降に発売される1817 

端末につき、原則としてSIMロックを禁止することとしている。また、1818 

それまでに販売・発売された端末については、2021年11月１日以降、1819 

SIMロックが設定されているか否かを利用者が簡易に確認出来る手段1820 

を設けるものとしている。 1821 

このため、今後、中古端末の売買に当たり、端末にSIMロックが設定1822 

されているかの確認の手間が大きく改善されることが期待される。 1823 

（ウ）端末の修理 1824 

また、消費者が安心して中古端末を利用するためには、適切な修理1825 

部品を用いた、適切な修理が行われることが重要である。この点、特に1826 

我が国においてシェアの高いApple製品について、 Apple社が、2021年1827 

３月、独立系の修理事業者によるApple純正部品を用いた修理が可能と1828 

なる取組（IRPプログラム：Independent Repair Provider プログラム）1829 

を日本を含め世界に拡大することを公表しており95、同社によれば、同1830 

プログラムに関する問い合わせが多数寄せられているとのことであっ1831 

た。 1832 

 さらに、端末の修理に関し、2021年７月９日に米国バイデン大統領1833 

が署名した大統領令96のファクトシートでは、携帯電話メーカ等の技術1834 

系企業等が、自己による又は第三者による修理に制限を加え、修理を1835 

より費用と時間のかかるものにしているとして、連邦取引委員会（FTC：1836 

Federal Trade Commission）97に対し、独立系の修理事業者を利用した1837 

り自分の機器や装置をDIYで修理することへの反競争的な制限に対す1838 

                         
94 2021年８月10日公表。 
95 2021年３月30日プレスリリース。 
96 「Executive Order on Promoting Competition in the American Economy（米国経済に

おける競争促進に関する大統領令）」。なお、本報告書における同大統領令及びファクトシ

ートの題名及び内容はすべて仮訳。 
97 「反トラスト法」及び関連法に基づく競争促進政策の推進、更に、「FTC法」や消費者保護

関連各法に基づく消費者保護等を目的とする法執行機関。 
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るルールを発行することを奨励している。 1839 

（エ）総務省と公正取引委員会による合同調査 1840 

このほか、総務省と公正取引委員会は、2019年に続き、2021年にも合1841 

同で中古端末市場の調査を行っており、公正取引委員会は、この調査1842 

の結果並びに独占禁止法及び競争政策上の考え方を公正取引委員会令1843 

和３年度調査報告書に取りまとめている98。 1844 

同報告書によれば、中古端末の流通に関し、MNO及び仲介事業者が、1845 

国内で中古端末を販売する特定の事業者に対して、不当に、取引の拒1846 

絶や差別的な取扱いをしたといった実態や、MNOが、中古端末取扱業者1847 

の購入価格と比較して、不当に高い価格で下取りを行っているといっ1848 

た実態は確認されなかったとのことであった。 1849 

② 意見 1850 

ア 構成員の意見 1851 

○ 市場全体の動向関係 1852 

・ （Appleによる改正法施行前後の売上高の比較について）日本では、1853 

2019年10月に消費税増税がなされ、2019 年10月から12月の家計全体の1854 

消費支出が５％程度減少しており、大きな消費へのブレーキとなって1855 

いた。７月から９月は駆込み需要もあり、10月以降は需要の反動もあっ1856 

た。日本における売上高の伸び率の減少の原因が改正法の施行のみに1857 

あるという分析は必ずしも正確なものではないのではないか。 1858 

・ サプライヤーの立場と、それから消費者の立場というのは随分スタ1859 

ンスが違うなというふうに思ったので、今後政策についての提言をす1860 

るには、かなり慎重な議論が必要かと思う。消費者といっても非常に多1861 

種多様であるし、サプライヤーといっても立場によって違ってきてい1862 

るので、一致点を見いだすのは容易なことではないかもしれないが、多1863 

様な視点、という観点が大事だと思う。 1864 

・ KDDIの端末購入プログラムの適用範囲が拡大し、低価格帯のスマー1865 

トフォンなど、利用者の選択肢が広がったということが結果に如実に1866 

                         
98 同報告書では、総務省との合同調査の結果に基づく記載のほか、中古端末の流通に関し、

MNO３社の提供する端末購入プログラムについて、「端末の再購入を条件として課すことに

ついては，既存の端末から新品の端末への買替えを促すものであることから，消費者が中

古端末を選択する機会を失わせている可能性があり，中古端末市場に影響を与えるおそれ

があるものと考えられる」との指摘がされている。 
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表れているのかと思う。 1867 

○ ５G端末関係 1868 

・ ５Gの普及のためにはさらなる端末の普及が大事であり、このため（、1869 

５G端末を）事業法の範囲から外し、何らか、端末の購入補助が必要だ1870 

という趣旨のご発言があったが、５G自体をまだ必要としていない消費1871 

者も大勢いるかもしれないことを考えれば、５Gの魅力を伝えるために1872 

は、むしろ高性能・高価格な端末ではなく、使いやすい性能で、かつ低・1873 

中価格の端末の普及というのをむしろ進めるべきではないかと思って1874 

いる。 1875 

・ ５G端末に関し、まだ消費者にとって、どういうメリットがあるか見1876 

えてこない中で、５G端末を特別扱いすることは、一般的な理解がまだ1877 

得られていない土壌があるかなと思っている。 1878 

○ 中古端末の動向関係 1879 

・ MNO３社が端末の返却を条件とする端末購入プログラムを導入して1880 

いるが、一旦MNO３社に吸い込まれた使用済み端末は、ほぼ全数が海外1881 

に転売されてしまうため、国内での中古端末の流通量が制限されてい1882 

るのではないか。 1883 

・ 中古端末取扱業者から、キャリアによる端末の下取り価格が高いと1884 

いう声が届いている。キャリアは利用者から端末を下取りする場合、市1885 

場の平均的な買取り価格を上回ってはならないと規律されているが、1886 

市場の平均的な買取り価格の目安が存在していない。 1887 

・ 中古端末の流通促進について、データをもって検証していく必要が1888 

ある。 1889 

・ (クアルコムの「過度な中古市場の発達は一次市場に有害」との意見1890 

に対し)「過度」という意味の定義づけがかなり難しい、また、どの市1891 

場の競争を考えるか、今後、議論されなければならない。 1892 

・ 新品の端末と中古端末の関係については、経済成長とカーボンニュ1893 

ートラル、環境負荷低減、２つの視点が必要。自動車業界みたいに健全1894 

な中古車市場を携帯端末市場でも実現することが、市場全体の持続的1895 

な成長に資すると考える。デジタル化とグリーン化というのは日本の1896 

２大重要政策、グリーン化という視点も盛り込むべき。 1897 

イ 事業者等の意見 1898 

○ 市場全体の動向関係 1899 
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・ 2020年４月の緊急事態宣言の期間では、販売数が減少、その後、回復1900 

基調。改正法施行前と比較し、全体としては、１割程度の減少。（第161901 

回会合：NTTドコモ） 1902 

・ 改正法施行前後で、かなり傾向が変わってきており、改正法施行後、1903 

あるいは新型コロナウイルス感染症の影響により、端末の販売数は少1904 

し減っている。（第16回会合：KDDI） 1905 

・ （詳細の数字は構成員限り）端末の販売数については、改正法の施行1906 

の前後で、新型コロナウイルス等により一時的に多少減少したという1907 

ことはあったが、大勢で見て大きな変化はない。（第16回会合：ソフト1908 

バンク） 1909 

・ 改正法施行前後で販売台数に大きな変化はないが、中価格帯の端末1910 

の販売割合が増加傾向。新型コロナウイルス感染症の影響により、機種1911 

によっては調達が困難な期間もあったため、端末のラインナップにも1912 

若干変更があった。この影響で、第１回目の緊急事態宣言が実施された1913 

2020年度の第１クオーターは一時的に販売台数が減ったが、その後回1914 

復している。（第18回会合：オプテージ） 1915 

・ 改正法施行後に端末販売台数が減少に転じ、新型コロナウイルス感1916 

染症が拡大し始めた2020年の前半も同様だが、2020年６月の第１回目1917 

の緊急事態宣言の解除後からは回復傾向。在宅勤務、オンライン学習、1918 

リモートラーニング、どこでもブロードバンドに接続可能とする機器1919 

への重要性から生じたものと考える。（第18回会合：クアルコム） 1920 

・ 国内メーカの国内出荷数については、2019年末には新型コロナウイ1921 

ルス感染症の影響もあったが、その後回復し、2020年１～３月では、1922 

2018年度の水準に戻りつつある。（第18回会合：CIAJ） 1923 

・ 改正法の一部の条項により、日本の消費者にとって競争の低下、価格1924 

上昇、また選択肢減少の要因となっていることを懸念。（第18回会合：1925 

Apple） 1926 

・ スマートフォンの普及率は上昇傾向だが、新規の出荷台数は伸び悩1927 

んでいる。いろいろな要因が推測されるが、５Gへの移行という重要な1928 

事象があるにもかかわらず、新規の端末市場についてはあまり活気が1929 

ないという見方もあり得る。（第18回会合：Apple） 1930 

・ 改正法の施行前後15か月のネットセールス純売上高を比較すると、1931 

iPhoneの全世界での売上は14%増だが日本では11%の増加にとどまって1932 

いる。さらにこれはドル円の為替で円が強かったことでオフセットさ1933 

れている影響やサービスやウェアラブル等によってカバーされている1934 

こともあることから、総じて改正法の施行の弊社に対する影響は決し1935 
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て小さくないと見ている。（第18回会合：Apple） 1936 

・ 2020年１～３月期の純売上高は2019年同期と比べ、世界では１%増だ1937 

が日本では６%減となっている。新型コロナウイルス感染症の影響とと1938 

もに、改正法の施行の影響も重なり、さらに円高の影響も反映されてい1939 

る数字であることから、実際の影響はさらに大きかったと考えている。1940 

（第18回会合：Apple） 1941 

・ 売上台数、売上高を検討する際には様々な要因を考慮する必要があ1942 

るとは思っており、要因というのは１つとは思っていない。事業法、消1943 

費税、その他多様な要因が考えられる。（第18回会合：Apple） 1944 

・ 端末購入プログラムを低、あるいは中価格帯の端末も対象にするこ1945 

とによって、低・中価格帯の販売台数の比率が増加、端末の多様化が進1946 

んでいる。改正法施行後は、高価格帯の比率が減り、低・中価格帯の販1947 

売台数比率が増えている。（第16回会合：KDDI） 1948 

・ 価格帯別の構成比はかなり変わってきており、改正法の施行後は、1949 

低・中価格の端末の構成が非常に増えている。端末購入補助の金額が変1950 

わった、制限がついたことによって、比較的安い端末を求める消費者が1951 

増えたことが要因ではないかと推察。低・中価格の端末は売れるように1952 

なってきており、ある意味、健全化といったらいい過ぎかもしれないが、1953 

うまく機能しているのではないかと考えている。（第16回会合：ソフト1954 

バンク） 1955 

・ 施行前、施行後とも、３万円前後がボリュームゾーンだが、施行後は、1956 

２万円未満の端末、また４万円以上６万円未満についても販売数の伸1957 

びが見られる。（第18回会合：MVNO委員会） 1958 

・ 改正法施行の前後で販売台数に大きな変化はないが、中価格帯の端1959 

末の販売割合が増加傾向。改正法の施行前後で販売台数は変わってい1960 

ないため、購入者の属性が変わったというより、端末の価格帯が変化し1961 

た要因が大きいのではないか。（一部再掲 第18回会合：オプテージ） 1962 

・ 改正法の施行後は、低・中価格帯の販売台数の割合が増加傾向となっ1963 

ている。（第18回会合：クアルコム） 1964 

・ 2020年４月、５月の緊急事態宣言の発令に伴い、オンライン購入のニ1965 

ーズが高まった。（第16回会合：NTTドコモ） 1966 

・ 緊急事態宣言の発令に伴い、一時的にオンラインの比率は増えたも1967 

のの、高くはない水準となっている。（第16回会合：KDDI） 1968 

・ 緊急事態宣言発令時には、一時的にオンライン販売が増加したが、現1969 

在はピーク時より減少している。（第16回会合：ソフトバンク） 1970 

○ ５G端末関係 1971 
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・ 日本の５G契約者は僅か３％。韓国では17％。現在の５Gの普及は全体1972 

としてかなり低調であるといわざるを得ない。（端末と通信の）完全分1973 

離の目的は既に達成されており、市場には様々なプランがある。５G端1974 

末の積極推進のため、５G端末へのアップグレードは（事業法第27条の1975 

３の）免除措置を適用すべき。（第18回会合：Apple） 1976 

・ 日本で５Gの真の利益をもたらすためにより多くのミリ波の機器が1977 

必要であり、総務省には、ミリ波機器や設備の導入を後押し、かつ加速1978 

する取組を検討するよう要望する。一例ではあるが、５Gのミリ波端末1979 

に限ってサブシディの上限を上げるということも有効ではないかと考1980 

える。（第18回会合：クアルコム） 1981 

・ 日本が先行している28 GHz帯の広帯域のミリ波の５G端末の利用では、1982 

色々なサービスの可能性があると考えており、支援があれば、日本が先1983 

行して５Gを活用した映像配信等を含めて先行できるのではないかと1984 

考えている。（第18回会合：CIAJ） 1985 

○ 中古端末の動向関係 1986 

・ 自社での中古端末の取扱いにつき、「au Certified」というブランド1987 

名をつけ、試験的な取扱いを開始している。auが認定したもの、専門業1988 

者による厳しい検査をしっかりと受けたもの、専用ソフトでしっかり1989 

とデータを消去したもの、これを３つの安心として、取組を進めている。1990 

（第16回会合：KDDI） 1991 

・ 2020年のQ１で販売台数が急激に伸びている点について、コロナの関1992 

係でタブレット、スマートフォン、テレワーク人数が急激に伸び、この1993 

結果として現れている。（第18回会合：RMJ） 1994 

・ 過度に発達した中古市場は、サプライチェーン全体にとって活動を1995 

低下させる懸念がある、当然、その分、新規端末が売れなくなるという1996 

現象に結びつくと思っている。（第18回会合：クアルコム） 1997 

・ 中古端末の購入者と新品の購入者は現状異なるため、中古市場の拡1998 

大が新品市場に与える影響はそこまで大きくないと考えている。（第181999 

回会合：RMJ） 2000 

・ RMJ会員へのアンケートの結果、下の４点を特に優先順位の高い課題2001 

と認識している。（第18回会合：RMJ） 2002 

- ネットワーク利用制限の在り方と適用ルールの見直しについて 2003 

- SIMロック解除の確認方法の簡素化 2004 

- 端末機能が備えるデータ消去機能の完全化と義務化 2005 

- 付帯情報の一括消去対応 2006 
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・ MNOが下取りした端末につき、海外流通が多い状況なので、この点に2007 

つき、（MNOと）協議したいと考えている。（第18回会合：RMJ） 2008 

・ 下取り価格は、市中の中古端末の下取り価格と同水準としている。2009 

（第18回会合：NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク） 2010 

・ 下取り価格は、売却先が決定している。（第18回会合：楽天モバイル） 2011 

③ 対応の方向性 2012 

○ 市場全体の動向 2013 

端末市場については、今後も、新型コロナウイルス感染症の拡大による2014 

影響などにも留意しつつ、引き続き、その販売経路や価格帯別の売上台数2015 

の推移を含め動向を注視し、改正法による効果について検証を行ってい2016 

くことが必要である。 2017 

なお、前述の「第２章．２．（３）端末購入サポートプログラムについ2018 

て」でも検討をしているとおり、MNO３社が提供する端末購入プログラム2019 

について、端末購入における過度な囲い込みの要因となっていないか、今2020 

後、端末市場における問題としても注視していくことが必要である。 2021 

○ ５G端末 2022 

５Gは、今後の我が国の産業・社会基盤として、経済成長や社会的課題2023 

の解決に貢献することが期待されており、その早期普及は重要な政策課2024 

題である。 2025 

今後の５Gの普及に当たっては、事業者による５Gエリアの拡大等のイ2026 

ンフラ面、サービスプロバイダによる５Gならではのコンテンツ、アプリ2027 

の提供等のサービス面、端末メーカや部品メーカによる利用者のニーズ2028 

に沿った低・中価格帯を含む多様な価格帯・機能の端末の提供等の端末面2029 

が、三位一体となって進んでいくことが重要であると考えられる99。 2030 

本WGとしては、通信市場、端末市場における競争ルールの検証の観点か2031 

ら、我が国における５Gの普及状況について、ミリ波やスタンドアローン2032 

方式によるものの状況も考慮しつつ、引き続き、その契約数、端末販売台2033 

数等の状況を確認していく必要がある。 2034 

                         
99 ５Gの普及において先行しているとされている韓国においては、2019年４月の５Gサービ

ス提供開始以降、一部の利用者の間で、５Gが繋がらない、メリットが感じられないなどと

して、LTE契約に回帰する動きがあるとの報道もある。 
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○ 中古端末の動向 2035 

中古端末については、利用者が安心して売買・利用できる環境を整え、2036 

その流通を促進することにより、通信と端末の分離が進む中での利用者2037 

の選択肢が増すとともに、環境負荷の軽減にもつながることが期待され2038 

るものであり、今後も、流通促進に向け、事業者や中古端末取扱業者によ2039 

る取扱いの状況、中古端末に関する利用者の意識の変化を継続的に注視2040 

していく必要がある。 2041 

また、中古端末取扱業者等から示されている各種課題について、端末修2042 

理におけるApple社のIRPプログラムの開始等の状況変化も踏まえ、それ2043 

らの課題に対する関係者の対応の状況などについて、継続的に確認して2044 

いく必要がある。 2045 

また、総務省においては、ポータルサイトによる情報発信を強化するな2046 

ど、中古端末に対する消費者の理解を助けるための正確な情報発信を継2047 

続して行うべきである。 2048 

 2049 

  2050 
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(４) 事業者等の経営状況 2051 

① 現状 2052 

○大手事業者の経営状況 2053 

 2020年度のMNO３社の通信事業の売上高は11兆1,539億円となっており、2054 

2019年度から約0.8％増と大きくは変わっておらず、３社別に見ても、NTT2055 

ドコモ、KDDIが横ばい、ソフトバンクが微増となっている100。 2056 

同じく営業利益はMNO３社合計で約1.9％増であり、３社別の利益率に2057 

ついても、NTTドコモは19.6％（0.4％増）、KDDIは20.9％(0.1％減)、ソフ2058 

トバンク22.1％（0.2％増）と、2019年度に比べて大きな変化は見られな2059 

い101。 2060 

減価償却費については2018年度から2019年度までは大きく増加してい2061 

るが、2020年度は2019年度から大きく変わっていない102。 2062 

一方、2020年度の決算報告においては、各社から携帯電話料金の低廉化2063 

の影響で、2021 年度のモバイル通信事業については減収となる見込みで2064 

あり、減収幅については、KDDIは600億から700億円、ソフトバンクは7002065 

億円ほどの減収を見込んでいると発言があった103。 2066 

なお、通信事業の営業利益が頭打ちとなる中、MNO３社は非通信事業の2067 

拡充に力を入れており、2020年度の決算報告では、３社とも非通信事業の2068 

営業利益が増加している104。 2069 

○販売代理店の経営状況 2070 

2020年度の売上高については、2019年度に比べて各社減少しているが、2071 

営業利益については、2019 年度に比べて増加している会社、減少してい2072 

る会社でばらつきがある 105。 2073 

2020年度の営業利益率は、概ね５%前後で推移している106。 2074 

                         
100 各種資料87 
101 各種資料88～91 
102 各種資料92、93 
103 各種資料94 
104 各種資料95 
105 各種資料96、97 
106 各種資料98 
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② 対応の方向性 2075 

MNO３社から、通信事業については携帯電話料金の低廉化の影響により2076 

2021年度は減収となる見込みと発表がある中、携帯電話料金の低廉化が2077 

各社の経営に与える影響も含め、各社の経営状況については引き続きそ2078 

の動向を注視していく必要がある。 2079 

また、販売代理店の経営状況についても、MNO３社のオンライン専用プ2080 

ランの開始等により従来の販売代理店ビジネスが曲がり角を迎えている2081 

中で、それらが各社の経営状況にどのような影響を与えるかを含め、引き2082 

続きその動向を注視する必要がある。 2083 

 2084 

  2085 
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第３章 モバイル市場等に係る課題 2086 

１．携帯電話の音声通話料金（特に従量制料金） 2087 

① 現状と検討課題 2088 

〇 接続政策委員会による指摘 2089 

携帯電話料金のうち、音声通話料金（特に従量制料金）について、情報2090 

通信審議会電気通信事業政策部会接続政策委員会（以下「接続政策委員会」2091 

という。）における議論の中で、20円/30秒（120円/３分）のまま10年以上2092 

も値下がりしていない点や、固定電話と携帯電話の接続料が近い水準に2093 

ある一方で、両者の従量制小売料金に大きな格差が生じている点を挙げ、2094 

携帯電話市場（特に音声通信分野）において競争が十分に機能していない2095 

可能性について指摘があった107。 2096 

〇 音声通信市場の概況 2097 

音声通信市場の現況を見ると、固定電話については、加入者数の減少も2098 

相まって、過去10年間で23%減と音声トラヒックが着実に減少する一方で、2099 

携帯電話については、無料通話アプリの普及等を背景に音声トラヒック2100 

が徐々に減少する傾向にはあるものの、過去10年間で10%減と微減にとど2101 

まっている。売上高から見ても、音声通信役務が移動通信市場全体の売上2102 

高全体に占める割合は３割程度を占め、加入者数ベースで市場の約９割2103 

を占めるMNO３社の収支上も、音声伝送役務の売上高・営業利益はともに2104 

微増している状況にある。 2105 

  2106 

                         
107 各種資料101、102 
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【図表Ⅲ―１ 音声トラヒックの推移】 2107 

出典：本 WG（第 19回）（2021年５月 31日）資料 2108 

 2109 

【図表Ⅲ―２ 電気通信市場における売上高】 2110 

出典：本 WG（第 19回）（2021年５月 31日）資料 2111 

出典： 通信量からみた我が国の音声通信利用状況（総務省）

通信回数（発信） 通信時間（発信）

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H29 H28 H30 R1

固定系・
IP電話発

531.5 497.8 472.7 448.1 434.0 405.7 375.5 353.0 335.8 316.7 296.5

携帯
電話・
PHS発

580.9 608.7 611.2 590.8 556.4 526.5 518.1 503.9 486.1 466.3 445.3

0
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

固定系・IP電話発 携帯電話・PHS発

0
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1,500

2,000
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3,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

固定系・IP電話発 携帯電話・PHS発

（百万時間）（億回）

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H29 H28 H30 R1

固定系・
IP電話発

1,835.0 1,704.9 1,582.3 1,470.1 1,404.4 1,277.9 1,141.7 1,049.3 967.6 901.0 830.8

携帯
電話・
PHS発

2,327.0 2,418.0 2,401.5 2,314.5 2,144.4 2,122.4 2,230.6 2,231.5 2,180.5 2,127.2 2,094.2 

（億回） （百万時間）

【携帯電話・PHS発】
10年間で

２３．３％減

【固定系・IP電話発】
10年間で

４４．２％減

【携帯電話・PHS発】
10年間で

１０．０％減

【固定系・IP電話発】
10年間で

５４．７％減

44,070 45,477 41,822 

72,051 73,135 76,939 

25,741 21,626 20,271 

141,862 140,238 139,032 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度

その他

移動通信

固定通信

電気通信市場
全体の売上高

（億円）

(注)
「固定通信」
＝「固定音声伝送（国内）」
＋「固定音声伝送（国際）」
＋「固定データ伝送」

「移動通信」
＝「携帯又はPHS音声伝送」
＋「携帯又はPHSデータ伝送」
＋「ＢＷＡデータ伝送」

出典： 2019年情報通信業基本調査結果（2018年度実績）（2020年３月総務省・経済産業省発表）

移動通信の
売上高の内訳

18,946 22,094 25,799

52,206 50,177
50,334

898 864 805
72,051 73,135 76,939

0
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携帯又はPHS
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%
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（移動通信の売上高の割合）

（億円）
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【図表Ⅲ―３ MNO３社の売上高・営業利益の推移（音声伝送役務）】 2112 

出典：本 WG（第 19回）（2021年５月 31日）資料 2113 

また、実際に提供されているサービスの利用実態から見ても、音声通話2114 

が利用できないデータ専用SIMが全携帯電話契約数に占める割合は、数年2115 

前までは増加傾向にあったものの、近年その伸びは止まって約20%にとど2116 

まっており、携帯電話利用者の約８割が音声通話サービスを利用してい2117 

るのが実態である。 2118 

  2119 

8,612 8,866 
9,754 9,897 9,985 

7,142 7,115 
7,211 7,473 7,724 

5,624 5,263 

7,027 
7,206 7,118 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

NTTドコモ KDDI ソフトバンク

売上高

21,377 21,244

23,992 24,576 24,827

※１ 各社接続会計報告に基づき作成。
※２ ソフトバンクについては、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令（平成28年総務省令第30号）に基づき、平成29年度より複数の役務に共通する売上は、

各役務の営業費用額比を用いてそれぞれの役務に配賦することとなったため、数値が大幅に変化している。

（億円）

1,477 
2,352 

3,196 3,243 2,998 

2,235 
2,128 

2,057 2,141 2,387 322
166 

1,747 2,096 1,840 
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4,034
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7,480 7,225

（億円）
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【図表Ⅲ―４ 音声役務を利用する契約数の推移】 2120 

出典：本 WG（第 19回）（2021年５月 31日）資料 2121 

このように、音声通信市場は移動通信市場において一定の規模を占め2122 

るとともに、利用実態から見ても、音声通話サービスは今なお広く利用さ2123 

れている基本的なサービスである。このため、接続政策委員会において指2124 

摘されたように、競争が十分に機能していないことを背景として料金が2125 

高止まりを続けているとすれば、その原因を明らかにするとともに、対応2126 

策について検討を行う必要がある。 2127 

〇 MNO及びMVNOの提供する音声通話サービスの変遷 2128 

MNO３社においては、従量制料金については20円/30秒のまま値下げを2129 

行わない一方、提供条件や料金において似通った定額制・準定額制のサー2130 

ビスを導入してきており、直近で提供が開始されたオンライン専用プラ2131 

ンにおける準定額制サービスの扱いについては異なる対応が見られるも2132 

のの、総じて「３社横並び」の様相が強い形でサービスの導入や見直しが2133 

行われてきた。 2134 

  2135 

12,154 12,128 12,193 12,359 12,457 12,637 
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3,191 3,190 3,228 
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平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末 令和２年度（12月）

音声・データ伝送役務 データ専用役務 データ専用役務の割合

（万契約）

※ 電気通信事業報告規則に基づく報告により作成。
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15,236 15,550 15,646

15,865
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【図表Ⅲ―５ MNOの提供する音声通話サービスの変遷】 2136 

出典：本 WG（第 19回）（2021年５月 31日）資料 2137 

 2138 

MVNOにおいては、音声通話サービスの提供開始当初は、MNO３社と同様2139 

に20円/30秒の従量制料金に基づきサービスを提供していたが、専用アプ2140 

リ108から発信することで自動的にプレフィックス番号を付与し、中継電話2141 

事業者のネットワークを利用することで、10円/30秒での従量制サービス2142 

や準定額制サービス等を実現してきた。また、日本通信が音声卸料金に係2143 

る総務大臣裁定の結果を受けて、2020年７月には完全かけ放題プランを、2144 

同年12月には専用アプリ不要での10円/30秒の従量制サービスを開始し2145 

たほか、2021年３月に新たな接続メニューの追加や音声卸料金の見直し2146 

がなされたことで、一部のMVNOにおいて、専用アプリ不要での10円/30秒2147 

の従量制サービスや完全かけ放題サービス等、新たな音声通話料金メニ2148 

ューが提供され始めた。 2149 

  2150 

                         
108 専用通話アプリによる音声通話サービスは、標準通話アプリと比べ低廉な料金で使用す

ることが可能であるものの、専用通話アプリ上に着信履歴が表示されない、緊急通報等の

一部発信出来ない番号が存在する、発信先に電話番号が表示されない等、利用者からは、

通常の音声通話サービスと比較して必ずしも同等の使い勝手が実現されるものではない。

各種資料108 
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【図表Ⅲ―６ MVNOの提供する音声通話サービスの変遷】 2151 

  出典：本 WG（第 19回）（2021年５月 31日）資料 2152 

このように、MNO３社の従量制料金は20円/30秒のまま高止まりしてい2153 

る一方で、MVNOにおいては、条件が整えば、従量制料金の単価を引き下げ、2154 

利用者の需要に応えようとするニーズが十分にあると考えられる。 2155 

② 意見 2156 

ア 構成員の意見 2157 

・ 同じネットワークを使っているのに、携帯発固定着と固定発携帯着2158 

でこれほど料金が異なるというのは、やはり合理的に説明ができない2159 

のではないか。この問題はきちんとこれから見ていく必要がある。 2160 

・ 固定発は通話回数よりも通信時間のほうが減っているのに対し、携2161 

帯発は逆転していて、通信時間はあまり減っていない。今までのように2162 

高い料金で減っていないのであれば、今後競争環境を整備することで2163 

携帯発の料金が下がっていけば、10％減額が５％減になるか、増加に転2164 

じるようなことも期待できるのではないかと思うので、携帯発の音声2165 

通話料金の在り方というのはきちんと見ていく必要がある。 2166 

・ 各社の売上高を見ると、データ伝送役務の売上がそれほど伸びてい2167 

ないのに対して、音声伝送役務は通話が減っている割には売上が増え2168 

ている。例えば、かけ放題である程度のお金を払っている人たちが、実2169 

IIJ オプテージ 日本通信 NTT
コミュニケーションズ ビッグローブ J:COM MOBILE LINEモバイル

音
声
通
話
サ
ー
ビ
ス

開
始
時
期

平成26年３月
音声通話付SIM提供開始

・ ＋1,000円/月

（平成26年10月より＋700円
/月へ改定）
・ 従量料金（20円/30秒）

平成26年６月
音声通話付SIM提供開始

・ ＋610円/月
・ 従量料金（20円/30秒）

平成22年７月
音声通話付SIM提供開始

・ 基本料 3,772円/月
・ 無料通話1,000円分含む
・ 無料通話超過後、20円/30秒

※データ使い放題。

平成26年12月
音声通話付SIM提供開始

・ ＋700円/月
・ 従量料金（20円/30秒）

平成26年７月
音声通話付SIM提供開始

・ 基本料 1,600円/月
・ 従量料金（20円/30秒）
※データ1GB込み。

平成27年10月
音声通話付SIM提供開始

・ 基本料 2,980円/月
・ 従量料金（20円/30秒）
※Aプラン、データ3GB込み。

平成28年９月
音声通話付SIM提供開始

・ 基本料 1,200円/月
・ 従量料金（20円/30秒）
※データ1GB込み。

平成27年４月
専用通話アプリ提供開始

「みおふぉんダイヤル」
・ 従量料金（10円/30秒）

平成27年４月
通話割引提供開始

「ファミリー通話割引」

・ 同一名義（家族）内の通話
２割引

（アプリ使用時：８円/30秒、
アプリ不使用時:16円/30秒）

平成28年９月
準定額オプション提供開始

「誰とでも３分 家族と10分」
・ ＋600円/月
・ １回３分超過時、10円/30秒
（家族は10分超過時、８円/30秒）

「誰とでも５分 家族と30分」
・ ＋830円/月
・ １回５分超過時、10円/30秒
（家族は30分超過時、８円/30秒）

平成29年５月
準定額オプション一部改定

（誰とでも５分 家族と30分
→誰とでも10分 家族30分）

「誰とでも10分 家族と30分」
・ ＋830円/月
・ １回10分超過時、10円/30秒
（家族は30分超過時、８円/30秒）

平成28年６月
通話パック提供開始

「通話定額30」
・ ＋840円/月
・ 月30分超過時、20円/30秒

「通話定額60」
・ ＋1,680円/月
・ 月60分超過時、20円/30秒

平成29年３月
準定額オプション提供開始

「５分かけ放題サービス」
・ ＋850円/月
・ １回５分超過時、10円/30秒

平成29年10月
専用通話アプリ提供開始

／準定額オプション一部改定
（５分→10分）

「mineoでんわ」※１

・ 従量料金（10円/30秒）

「mineoでんわ10分かけ放題」
・ ＋850円/月
・ １回10分超過時、10円/30秒※１

平成28年10月
専用通話アプリ提供開始

／準定額オプション提供開始

「b-mobile電話」
・ 従量料金（10円/30秒）

「通話３分定額」
・ ＋500円/月
・ １回３分または１日50回超過時、

10円/30秒

平成29年８月
準定額オプション追加

「通話５分かけ放題」
・ ＋500円/月
・ １回５分超過時、10円/30秒

令和２年７月
定額サービス提供開始

「合理的かけほプラン」

・ 基本料 2,480円/月
※データ3GB込み。

令和２年12月
無料通話分込プラン提供
開始

「合理的20GBプラン」
（月70分無料通話分含む）

・ 基本料 1,980円/月
・ 月70分超過時、10円/30秒
※データは、令和３年２月17日

までは16GB、18日以降20GB。

平成28年８月
準定額オプション提供開始

「５分かけ放題オプション」
・ ＋850円/月
・ １回５分超過時、10円/30秒

平成28年10月
専用通話アプリ提供開始

「OCNでんわ」
・ 従量料金（10円/30秒）

平成29年２月
準定額オプション一部改定
（５分→10分）

「10分かけ放題オプション」
・ ＋850円/月
・ １回10分超過時、10円/30秒

平成29年９月
準定額オプション追加

「トップ３かけ放題」
・ ＋850円/月
・ 上位３番号への通話無料
・ その他通話は、10円/30秒

「かけ放題ダブル」
・ ＋1,300円/月
・ 上位３番号への通話無料
・ それ以外は、10分以内無料
・ １回10分超過時、10円/30秒

令和３年２月
定額オプション提供開始

（上位３番号＋10分かけ放題
→ 24時間かけ放題）

「完全かけ放題」
・ ＋1,300円/月

平成26年９月
専用通話アプリ提供開始

「BIGLOBEでんわ」
・ 従量料金（10円/30秒）

平成27年10月
通話パック提供開始

「通話パック60」
・ ＋650円/月
・ 月60分超過時、10円/30秒

平成28年10月
準定額オプション提供開始

「３分かけ放題」
・ ＋650円/月
・ １回３分超過時、10円/30秒

平成30年４月
専用通話アプリの従量料金
の値下げ（10円→９円）等

「BIGLOBEでんわ」
・ 従量料金（９円/30秒）

「３分かけ放題」
・ ＋600円/月（料金改定）
・ １回３分超過時、９円/30秒

「通話パック60」
・ ＋600円/月（料金改定）
・ 月60分超過時、９円/30秒

「10分かけ放題」
・ ＋830円/月（新規追加）
・ １回10分超過時、９円/30秒

「通話パック90」
・ ＋830円/月（新規追加）
・ 月90分超過時、９円/30秒

平成29年２月
準定額オプション提供開始

「かけ放題（５分/回）」
・ ＋850円/月
・ １回５分超過時、20円/30秒

令和２年12月
準定額オプション追加

「かけ放題（60分/回）」
・ ＋1,500円/月
・ １回60分超過時、20円/30秒

平成29年６月
専用通話アプリ提供開始

／準定額オプション提供開始

「いつでもでんわ」
・ 従量料金（10円/30秒）

「10分電話かけ放題」
・ ＋880円/月
・ １回10分超過時、10円/30秒

主
な
通
話
割
引
サ
ー
ビ
ス

専用通話アプリを使用するもの

現在提供しているサービス
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はそれほど長い時間使っておらず、実態として売上増に貢献したのか、2170 

このあたりも検証していきたい。また、音声伝送役務の利益率がデータ2171 

伝送役務に比べて高いので、料金が高止まりしているのではないか、下2172 

げる余地があるのかを検証する必要がある。 2173 

・ モバイルの音声卸について、大臣裁定により音声卸料金が下がる方2174 

向に向かっているということは好ましいこと。また、プレフィックス番2175 

号自動付与が代替的サービスとして出てきているが、それとは別に音2176 

声卸料金を長期的に下げていく必要がある。これまで10年間何も下が2177 

らず、今回、２年ほどかけて議論した中でようやく下がる方向性が見え2178 

てきた、あるいは大臣裁定によってそうなったということであれば、や2179 

はり長期的に音声卸料金が下がるような仕組み、環境整備が必要では2180 

ないか。そうであれば新たなルールを考えてみる必要があるのではな2181 

いか。 2182 

・ 2021年度限りかもしれないが、コロナやリモートワークの影響で音2183 

声トラヒックが非常に増えていると思う。 2184 

・ 携帯発固定着、固定発携帯着の料金が乖離している点については、事2185 

業者において、早急に改善の検討をお願いしたい。携帯発の音声通話の2186 

従量制料金が高いということが、かけ放題などの音声定額制プランの2187 

加入を促進している面があると思う。定額制というのは、保険のような2188 

もので、たくさん話すことがあるかもしれないので加入しておくが、実2189 

際にはほとんど使わないということなのではないかと推測している。2190 

データ定額についてはデータがあったが、音声定額に入っている人が、2191 

実際どれほど通話しているのかというデータを見る必要がある。 2192 

・ データ定額制では利用量の少ない月に自動的に割引されるプランが2193 

あるので、音声通話をあまりしなかった月は自動的に割引されるプラ2194 

ンが音声定額プランでも登場することを期待している。 2195 

・ 実質的な音声通話料金について、音声通話のトラヒックが減少して2196 

きたことによって、ここ５年間ほどで急速に変わってきていると思う2197 

ので、トレンドを追いかけたい。 2198 

・ MNO各社においては、音声通話料金の低廉化がスポット的ではあるが2199 

実現されてきたというのはそのとおりなのだと思う。しかし、競争ルー2200 

ルという点では、MVNOとの関係、特に音声接続卸料金、その他条件とい2201 

うものを中心に今後は考えていかないといけないのではないかと感じ2202 

た。 2203 

・ MNOとMVNOとの間の競争のスパイラルが非常に大事なので、今回限り2204 

でなくて継続的に循環して料金が下がってくる、競争が進展していく2205 
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ということが重要。そのためには卸料金やデータ接続料を含めた競争2206 

条件の整備が大事。 2207 

・ 実質的な音声通話料金の計算式について、定額制と従量制で分けて2208 

計算することによって、従量料金も実際には割引でこれだけ下がって2209 

いる、ということも数字として見られるはず。音声サービスの料金にど2210 

ういう形で競争の成果が表れているか見ていくのは、我々としては大2211 

事なポイントだと思うので、ぜひデータを示していただきたい。 2212 

・ 定額制と従量制とで、料金体系が違うものが１つにまとめて料金が2213 

下がりましたといわれても、疑問に思うところがあるので、ぜひデータ2214 

を示していただきたい。 2215 

・ 実質的な音声通話料金について、ユーザの中で定額制に入って多く2216 

使っている人は得をしていると思うが、平均値ではなくて、ばらつきで2217 

見ると、どのくらいの人が納得できる料金を払っているのかという指2218 

標を何かお示しいただきたい。 2219 

・ 定額制、準定額制、従量制が音声通話の中でそれぞれどれほどのボリ2220 

ュームを占めるのかを見ていく必要がある。 2221 

・ MVNOにおいては、音声卸料金の低減を予測で織り込み、リスクを取っ2222 

て先行してサービスをリリースしたという経緯があり、予見性につい2223 

ての要望があるところ。時間的猶予としてはどの程度必要だったのか、2224 

予見性を確保するためにはどの程度早めに情報提供があればよかった2225 

のかといったことについて知りたい。 2226 

・ 音声卸料金が10年近く高止まりしたままで、MVNOの値下げ余力が全2227 

くないままで今日に至っている。音声卸の課題については長く認識し2228 

ていたところだったが、是正に向けての具体的な政策について思い至2229 

らないところがあり、音声卸の市場についての十分な分析ができてい2230 

ないままであったことを、大きく反省させられた。実質的な音声料金と2231 

卸料金とがいわゆる逆ざやになっていることを率直に説明いただいた2232 

ところなので、今後、同様のことが行われないような仕組みを整えるこ2233 

とが求められていると痛切に感じている。 2234 

・ 音声卸料金の高止まりと情報の非対称性は、どちらも競争上のイコ2235 

ールフッティングの確保という観点で大事な問題点。音声卸料金につ2236 

いては、MNO各社においてかけ放題等で実質的な料金が下がっている中2237 

で、音声卸の料金が10年間下がらなかった。競争政策としては、継続的2238 

に料金を下げるようなインセンティブがなければ、それを作り出すよ2239 

うな政策を議論すべきだということなので、強く反省してこれから議2240 

論を進めていかなければならない。 2241 
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・ 卸はビジネスベースで自由な機能提供や価格設定が交渉可能な制度2242 

として位置づけられているが、この交渉可能というのは、交渉力が等し2243 

い場合に成り立つものであって、特に独立系のMVNOとMNOとは交渉力に2244 

格段の差があると思っている。そのような中で、卸をブラックボックス2245 

の中で放置しているということは、この10年間、卸料金が下がらなかっ2246 

たということを考えると、やはり反省すべきことなのだろうと思う。政2247 

策としては、MNO間の競争をさらに促進するというよりは、卸の交渉が2248 

成り立つような土壌を整備すべきだったのではないか。また、例えばリ2249 

テールマイナスのリテールの定義について、実質的な料金を考慮すべ2250 

きだとか、制度的なサポートをしないと、交渉可能な状況を実現できな2251 

いのではないか。 2252 

・ 卸価格と小売価格の逆転であるプライス・スクイーズが長らく放置2253 

されてきたということに対して、行政も含めて、我々も反省をしないと2254 

いけない。卸料金の在り方も含めて見直し、それが上手くいかなければ2255 

さらに追加の施策の検討をすることもあり得べき方向性だと思う。 2256 

・ 実質的な音声通話料金の５年間分のトレンドを確認すると、基本料2257 

金や法人向けサービスを含んでいるとはいえ、2016年以降は横ばい又2258 

は微増と市場が硬直化した上で、MNOの営業利益の源泉ともなるような2259 

状況が続いていたことが確認できるので、今回の対応は遅過ぎたとも2260 

いえるかもしれない。 2261 

・ 接続メニューの追加後も卸を選択するMVNOが多数存在しており、卸2262 

を選択した場合の問題点が解決されているのか、引き続きモニタリン2263 

グしていくことが必要。 2264 

・ 今般、卸料金と小売料金が逆ざやとなっていることについて、業務改2265 

善命令の対象となり得ることを、電気通信事業分野の競争の促進に関2266 

する指針を参照しながら再確認いただいた点は非常に大きい。併せて、2267 

今般指摘されている携帯発固定着、固定発携帯着の格差の問題も含め、2268 

再度この指針において指摘されている点に該当するものはないか、再2269 

確認をすることが必要だと考えている。 2270 

・ 定額制、準定額制の料金は下がってきたが、従量制の料金は下がらな2271 

いままであり、その原因が、音声卸料金が高止まりしており、MVNOによ2272 

る競争圧力が作れなかったことにあるということだったので、やはり2273 

競争を機能させるためには、接続、卸ともに継続的に下がる仕組みを考2274 

える必要がある。 2275 

・ 電気通信紛争処理委員会の裁定によって、日本通信が一歩先んじて2276 

交渉力を持つに至ったが、他社はそれに追随できず、また引き続き卸を2277 
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選択せざるを得なかった事業者が圧倒的に多いという状況が出現して2278 

いる。どのような情報開示が今後必要かについては、これまでの裁定が2279 

他社には一切ブラックボックスだった点を含め、専門的な検討を進め2280 

て速やかにその辺の制度整備を図るということが必要。 2281 

・ 卸は当事者の契約自由の原則、当事者のビジネスの問題ではあるが、2282 

電波や土地のような経済的レントが発生している場合に、本当にマー2283 

ケットは機能するのかというのが大きな問題になると考えている。民2284 

法の分野では、地代・家賃の合意について裁判所が調停で介入し、諸般2285 

の事情を考慮して、適切な地代・家賃であるかどうかを決定するという2286 

システムが借地借家法で用意されている。接続についてはそういった2287 

制度があり、卸についても同じとはいわないが、類似の制度が考えられ2288 

てしかるべき。 2289 

イ 事業者等の意見 2290 

・ 音声通話料金については、家族内通話無料や自網内定額、国内通話定2291 

額、いくつもの定額サービスを導入し、利用者の選択肢を拡充してきた。2292 

約７割の利用者が定額制サービスを選択しており、従量制の平均通話2293 

時間は、定額制との10分の１程度となっていること、従量制の通話のう2294 

ち家族間等の無料通話分が２分の１以上を占めていることから、通話2295 

料金に関する負担はこれまで低減されてきている。（第16回会合：NTTド2296 

コモ） 2297 

・ 音声ARPUを通話分数で割った、通話１分当たりの実質的な負担額に2298 

ついては、家族内の通話無料の導入前と現時点を比べると、５割以上低2299 

減している。実質的な負担額の引下げにも、家族内通話無料や通話定額2300 

サービスが大きく寄与しているものと捉えている。（第16回会合：NTTド2301 

コモ） 2302 

・ 定額制サービス、準定額制サービスといったサービスを投入するこ2303 

とによって、需要を掘り起こしていくという取組を行ってきた。モバイ2304 

ル各社においては各々の創意工夫によって各種の割引が充実してきて2305 

いるところなので、音声サービス市場全体としては、競争が機能してい2306 

るのではないかと考えている。（第16回会合：KDDI） 2307 

・ 定額制、準定額制サービスを多くの人々が利用しており、また各種の2308 

割引サービスが普及浸透することで、実質的な音声通話料金の水準は2309 

大幅に低廉化している状況にある。（第16回会合：KDDI） 2310 

・ MNO各社においては、音声接続機能の提供や音声卸料金の見直しとい2311 

った取組が行われていることを踏まえ、一部のMVNOにおいては通話料2312 
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の低廉化や定額制プラン等の提供が開始されているように、MNO、MVNO2313 

を含めた音声サービスの市場は一層活性化していくのだろうと考えて2314 

いる。（第16回会合：KDDI） 2315 

・ 自網内無料の通話プランや24時間通話定額オプション、あるいは準2316 

定額サービスといったものを提供してきており、様々な利用者のニー2317 

ズに応えるべく、サービスの導入見直しを行っている。（第16回会合：2318 

ソフトバンク） 2319 

・ 利用者１人当たりの通話時間と通話料金の支払額は、同じような減2320 

少傾向を辿っている。（第16回会合：ソフトバンク） 2321 

・ 音声通話料金を考える上では、定額料や無料通話の時間、あるいは超2322 

過料金、従量制料金といった様々の要素を組み合わせて料金プランの2323 

設計を行っている。したがって、従量制料金という１パーツだけを見直2324 

すということはなかなか難しく、ここに変更を加えれば他の部分にも2325 

影響を及ぼすような、全体としての設計を行っている。（第16回会合：2326 

ソフトバンク） 2327 

・ プレフィックス番号を利用した自動接続機能について、MVNOからの2328 

具体的な要望等があれば、真摯に対応したいと考えている。（第16回会2329 

合：楽天モバイル） 2330 

・ 実質的な通話料金について、定額制の料金、従量制の料金の別で過去2331 

５年分のデータを抽出することはシステム上の区分がないため困難。2332 

（第16回会合終了後追加質問に対する回答：NTTドコモ） 2333 

・ 実質的な音声通話料金については、データ保持期間の都合があり過2334 

去５年分を出すことはできない。（第16回会合終了後追加質問に対する2335 

回答：ソフトバンク） 2336 

・ MNOからの卸料金が14円/30秒で高止まりしていた状況にあり、営業2337 

コストを勘案すると、120円/３分を下回る音声従量料金の設定は困難2338 

な状況であったと考えている。また、卸料金を値下げするような競争機2339 

能がMNO間になかったのではないかと捉えている。（第18回会合：IIJ） 2340 

・ MNO各社から定額サービスの提供で利用者の実質的な負担を低減し2341 

ていると発表があったが、卸料金の値下げが行われていない一方で、か2342 

け放題による利用者向け料金の実質的な値下げが行われているという2343 

のは、競争環境上問題があるのではないかと考えている。（第18回会合：2344 

IIJ） 2345 

・ 専用アプリでプレフィックス番号を付与し、MNOと接続している中継2346 

事業者を利用することで、60円/３分という安い通話料のサービスを提2347 

供してきた。プレフィックスの自動付与による接続により、専用アプリ2348 
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を使わなくとも安い音声サービスが提供できるメニューが作られたが、2349 

こういったことは非常に望ましいことだと考えている。一方、ビジネス2350 

ベースといいながらも、卸料金について競争が発生していない点に関2351 

しては、MNO間の競争が促されるような制度的な取組が必要ではないか2352 

と考えている。（第18回会合：IIJ） 2353 

・ 新プランを検討するに当たっては情報の非対称性が発生しており、2354 

今後、MNOとMVNOの間で極力平等な競争条件、競争関係を実現するため2355 

には、料金だけではなく、サービス開発に必要な期間といったものも踏2356 

まえた十分な時間的な猶予といったものが確保されるべきではないか2357 

と考えている。（第18回会合：IIJ） 2358 

・ ５GのSA時代においては、様々な機能が卸によって提供されることが2359 

予見され、卸市場を核とした競争というものがあってもよいのではな2360 

いかなと考えている。そういった面も見据えながら、卸市場における2361 

MNOの競争を活性化するような仕組み、制度を検討いただきたい。（第182362 

回会合：IIJ） 2363 

・ MNOのインセンティブをどうするかは非常に大きい問題だと考えて2364 

いる。寡占化の環境においてリテールマイナスモデルで卸料金を下げ2365 

ていくというのは効果が薄いと考えており、MNOが何らかのモチベーシ2366 

ョンを持って料金を低廉化させていく必要があると考えている。（第182367 

回会合：IIJ） 2368 

・ 音声卸料金は10年間近く横ばいであった中、MNOは完全通話定額プラ2369 

ンや準定額制プランの提供等、音声サービスの拡充を行ってきた。一方、2370 

MVNOは、専用アプリを用いた音声サービスを提供する等の取組を行っ2371 

てきたが、専用アプリはユーザの操作ミスや、着信電話に対する折り返2372 

しの電話時にアプリを立ち上げる必要がある、あるいは緊急通報やフ2373 

リーダイヤルが使えない等、利便性が悪いという課題もある。（第18回2374 

会合：オプテージ） 2375 

・ これまで、MVNOではMNOと同様のサービス提供は難しく、公正な競争2376 

環境ではない部分もあったと考えている。音声卸料金の値下げ、あるい2377 

はプレフィックス番号の自動付与機能というものが実現したことで、2378 

今後ようやくMVNOでも完全通話定額プランの提供等、MNOと同様の音声2379 

サービスを提供できる環境が整ってきたと認識している。（第18回会2380 

合：オプテージ） 2381 

・ これまでの音声サービスはMNOによって牽引されてきた。今後更なる2382 

音声サービス市場の活性化に向けては、MVNOのサービス設計の自由度2383 

が増す等、MNOとMVNO間の公正な競争関係がより確保されることで、2384 
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MVNOが創意工夫によって魅力的なサービスを創出していくことが必要2385 

であると考えている。このためには、接続と卸の代替性を確保しつつ、2386 

音声サービス市場の変化に応じ、それぞれの料金が継続的に低廉化さ2387 

れていくことが重要だと考えており、これによって市場競争が活発化2388 

し、音声サービスが更に充実するといった好循環を生むことが期待で2389 

きると考えている。（第18回会合：オプテージ） 2390 

③ 対応の方向性 2391 

〇 音声通話料金（特に従量制料金）についての基本的な考え方 2392 

音声通話料金（従量制料金を含む。）は、利用者向け料金（小売料金）2393 

の一環として提供されるものである。このため、その水準やオプション等2394 

の設計は事業者各社の料金・サービス戦略の中で決定されることが原則2395 

であり、競争を通じて、多様な事業者が利用者の様々なニーズに対応する2396 

ため創意工夫を凝らすことにより、多様な料金プランやオプションメニ2397 

ュー等が提供されるとともに、市場全体として料金の低廉化が進むこと2398 

が望まれるものである。 2399 

現在提供されている音声通話料金について、議論の中では、構成員より2400 

次のような意見が出された。 2401 

ア あまり電話をかけない利用者（従量制料金を利用する利用者）と比2402 

較して、電話を多くかける利用者（定額制等の利用者）が著しく有2403 

利に扱われているのではないか。 2404 

イ データ伝送役務については、データ利用量上限を下回った場合の2405 

割引や上限に至らなかった分のデータ利用量を翌月に繰り越すと2406 

いったメニュー109が提供されていることを参考に、音声通話料金2407 

（定額制料金）についても、同様のメニューは提供できないのか。 2408 

ウ 個々の利用者に対して、最適な音声料金プランに関する情報提供2409 

が十分になされているのか。 2410 

事業者においては、こうした意見を踏まえつつ、今後、各社横並びに止2411 

                         
109 ドコモの「５Gギガホ プレミア」及び「ギガホ プレミア」、KDDIの「使い放題MAX 4G」

及び「使い放題MAX ５G」（動画サービスの付帯する同名称のプランを含む。）、ソフトバン

クの「メリハリ無制限」は月間のデータ使用量が３GB以下の場合には、月額料金から1,500

円割引。UQモバイルの「くりこしプラン＋５G」及びNTTコミュニケーションズの各プラン

はデータ容量の剰余を翌月に繰り越し可能。 
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まらない、多様な利用者ニーズに寄り添った料金プランを提供すること2412 

が望まれるとともに、個々の利用者が各々の利用実態に合わせた最適な2413 

料金プランを選択できるよう、適切な説明・情報開示を積極的に行うこと2414 

が求められる。 2415 

一方、市場全体として競争が有効に機能し、多様な事業者により多様な2416 

料金プランやオプションメニューが提供されるためには、その前提条件2417 

として、低廉な料金プランや個別のニーズに応じた独自のサービス提供2418 

の先導役として期待されるMVNOも含め、市場全体として公正な競争条件2419 

が整っていることが必要である。この点、過去の経緯に基づき、これまで2420 

公正な競争条件は整っていたのか、また現在は整っているのか、検証を行2421 

う必要がある。 2422 

〇 これまでの音声通信市場の競争環境についての分析 2423 

MNO各社の音声通話料金のうち従量制料金については、20円/30秒のま2424 

ま10年以上引下げが行われてこなかったところ、その理由について明確2425 

な説明はなく、定額制も含めた音声通話料金全体として、「実質的な」音2426 

声通話料金の低廉化を図っている旨の説明がなされた。先述のとおり、2427 

MNO各社の小売料金の設定については、原則としてMNO各社が判断すべき2428 

ものであり、音声通話料金の引下げについて、従量制料金の単価を引き下2429 

げるのか、あるいは定額制・準定額制といったオプションを提供・充実さ2430 

せる形で対応するのか、という点については、一義的には各社の判断によ2431 

る。しかし、結果としての市場実態は、総じて３社横並びとなっており、2432 

従量制料金の料金については一切引下げが行われていないという状況が2433 

継続している。 2434 

なお、MNO３社より非開示情報に基づき説明のあった「実質的な音声通2435 

話料金については低廉化が図られてきている」という点については、事業2436 

者から示された情報に基づけば、確かに従量制・定額制を併せ見た実質的2437 

な料金負担110は、従量制料金の単価よりも低い水準にあるものと認められ2438 

る。この点に関して、過去５年間にわたるデータの追加提供を求めたが、2439 

データが取得できないとの回答であった。代わりとなる参考データとし2440 

                         
110 各社から報告のあった実質的な音声通話料金については、ドコモは、

割引前音声ARPU
発信MOU

、KDDI

及びソフトバンクは、
定額通話料＋各種割引適用後の従量制通話料

発信通話時間
の計算式により算出されている。 
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て、総務省において利用が可能な情報である各社の接続会計及び報告規2441 

則第２条第３項に基づく音声トラヒックの状況に係る報告に基づき試算2442 
111したところ、直近５年間においてはMNOの単位時間（30秒）当たりの実2443 

質的な音声通話料金は横ばいないし微増傾向にあり、実質的な料金につ2444 

いて、継続的に低廉化が進んでいるという傾向は確認できなかった112。 2445 

従量制料金について、料金の低廉化・多様化の先導役として期待される2446 

MVNOにおいて、①専用アプリを利用する形で９～10円/30秒というMNO３2447 

社の半額での従量制料金の設定をしてきたこと、②日本通信は音声卸役2448 

務に係る総務大臣裁定の結果を受けて10円/30秒という従量制料金の設2449 

定を行っていること、③2021年３月の接続メニューの追加を受けて、一部2450 

MVNOにおいて10円/30秒という従量制料金の設定がなされたこと、等の実2451 

績を踏まえると、従量制料金の単価を引き下げることで、利用者の需要に2452 

応えようとするMVNOのニーズは十分に存在することが伺える。 2453 

しかしながら、これまで大多数のMVNOにとっては、音声サービス提供の2454 

前提となる、MNOから提供される音声卸役務の料金が全く引き下げられて2455 

こなかったため、専用アプリに依存する中継接続事業者を利用しない限2456 

り、従量制料金の単価を引き下げようと思っても引き下げることができ2457 

ない環境にあったと認められる。 2458 

このため、MNO３社を除いて従量制料金を引き下げ得る事業者が基本的2459 

に存在しない状況が続き、さらにはそのように競争が制限された環境の2460 

中でMNO３社が横並びで従量制料金の単価を維持し続けたことから、その2461 

提供コストを大きく上回る20円/30秒という水準において長らく硬直し2462 

てきたものと考えられる。 2463 

このように、これまでの競争環境を振り返ると、第二種指定電気通信設2464 

備設置事業者であるMNO３社が、自らが提供する音声通話料金について実2465 

質的に引下げを行ってきた一方で、MVNOに対して提供する音声卸料金に2466 

ついては、長年に渡って全く引下げをしてこなかったこと113、さらにはMNO2467 

                         
111 総務省の試算した実質的な音声通話料金については、

音声伝送役務に係る営業収益

総通話時間（携帯発）
の計算式によ

り算出されている。 
112 事業者から報告のあった実質的な音声通話料金は、基本料金及び法人向けサービスを除

いて算出されていたのに対し、総務省の試算においては、基本料金及び法人向けサービス

を含んでいることに留意が必要である。 
113 各種資料109 
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３社が、自らが定額制・準定額制の導入を通じて提供してきた「実質的な」2468 

小売料金を上回っていたおそれが高い114料金水準でMVNOに音声卸役務を2469 

提供してきたことは、公正な競争条件という視点から見ると非常に問題2470 

が大きいと考えられる。前述のように硬直化した市場実態を見れば、MNO2471 

３社は、卸料金を長年に渡って高止まりさせることで自らの提供する音2472 

声通話料金へのMVNOからの競争圧力を封じ、所要コストを大きく上回る2473 

従量制料金体系を維持してきたとも捉えることができ、少なくとも競争2474 

環境に対して悪影響を及ぼしてきたことは間違いない115。 2475 

ここで、自ら提供する音声通話料金を実質的に引き下げる一方で、MVNO2476 

向けの音声卸料金について実質的に小売料金を上回る設定を行うことは、2477 

MVNOにとっては同じ条件でサービスを提供することが不可能となるもの2478 

である。これは、「電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電2479 

気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会2480 

的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害2481 

している」（事業法第29条第１項第５号）や「卸電気通信役務の提供につ2482 

いて不当な運営を行っていることにより他の電気通信事業者の業務の適2483 

正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそ2484 

れがある」（同項第10号）という業務改善命令の対象となるおそれのある2485 

行為であり、速やかに是正が図られるべきであったと考えられる。 2486 

〇 今後の方向性 2487 

音声通話料金については、今般、第二種指定電気通信設備設置事業者で2488 

あるMNO３社が接続メニューの追加や音声卸料金の見直しが行われたこ2489 

とにより、こうした状況は解消されつつあると考えられるが、今回のケー2490 

スを教訓として、今後も同様の状況が生じることのないよう、音声通話サ2491 

ービスに限らず、MVNOの関心を踏まえ検証を要すると考えられるサービ2492 

ス領域において、必要に応じて関連するデータの報告を求め、今回の議論2493 

の中で示されたような「実質的な料金の水準」などを確認し、接続料や卸2494 

料金の妥当性を検証すべきである。 2495 

なお、2021年３月にMNO３社が行った接続メニューの追加や音声卸料金2496 

                         
114 総務省で確認が可能な各社の接続会計及び報告規則第２条第３項に基づく音声トラヒッ

クの状況に係る報告に基づき試算される実質的な小売料金の額は、届け出られた音声卸料

金の水準を明らかに下回る水準にあった。 
115 MNO３社の音声伝送役務に係る営業利益率は概ね30%前後となっている。各種資料110 
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の見直しは、MVNOが音声サービスを提供する上での柔軟性の向上に資す2497 

るものであり、今後、先述したMVNO以外も、MVNO各社がこれらの新たな接2498 

続メニューや卸料金を活用して従量制料金の引下げを行うことで、市場2499 

全体として従量制料金の「相場」が引き下がっていくことが期待される116。 2500 

さらに、MVNO各社においては、MNOと同様に定額制・準定額制オプショ2501 

ンを導入するニーズも存在することから、MVNO各社が、従量制料金の引下2502 

げのみならず、定額制・準定額制を含めた様々な料金プラン・オプション2503 

メニューの提供を開始することによって、音声通話市場全体として競争2504 

の活性化につながることも期待される。これらの点については、今後の各2505 

社が提供する料金プランの状況など、競争環境について検証していくこ2506 

とが必要である。 2507 

加えて、これまで事業者間協議のみでは長年に渡って音声卸料金の引2508 

下げが進まなかったことを踏まえれば、音声卸市場においては、MNO３社2509 

間の競争が機能してこなかったと認められる。その結果、音声通話の従量2510 

制料金が小売市場全体として20円/30秒で硬直化してきた経緯を踏まえ2511 

れば、小売市場において自律的な競争が継続して機能するためには、今回2512 

の接続メニューの追加や卸料金の見直しが１回限りのものとして行われ2513 

るだけでは足りず、継続して接続メニューの見直し（改善）や、卸料金の2514 

見直し（低廉化）が進むような制度的な枠組みを構築することが、必須の2515 

条件と考えられる。 2516 

ここで、今般の接続メニューの追加を踏まえたMNOとMVNO間の卸交渉の2517 

状況を確認したところ、接続メニューを継続検討しているMVNOも存在す2518 

るものの、現時点では接続メニューの追加後も卸による提供を選択する2519 

MVNOが多いこと、また設備を構築することの困難な小規模のMVNOにとっ2520 

ては、卸による提供が重要な選択肢の１つであることを踏まえれば、卸料2521 

金の低廉化は引き続き必要な取組といえる。 2522 

また、今後５Gの本格的な展開が進み、これまでとは異なる様々なサー2523 

ビスの提供が期待される中で、音声通話料金のケースと同様にMVNOとの2524 

間の競争が阻害されるような事態は未然に防止する必要がある。こうし2525 

た事態を防ぐための有効なルールの具体的な在り方について、代替性検2526 

証の取組に加え、MVNOから指摘のあった情報の非対称性に関する問題を2527 

はじめとして、MNOとMVNOの間の協議が有効に機能してきたのか、MNO各社2528 

                         
116 各種資料111 
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が卸役務を積極的に提供するインセンティブはどう与えるべきか等、こ2529 

れまで卸料金の引下げが進まなかった要因分析を含めて、別途専門的に2530 

検討を進め、速やかに所要の制度整備を図ることが必要である。 2531 

その上で市場における競争環境について検証を行い、こうした接続・卸2532 

といった事業者間取引の適正化を進めるための制度整備を進めても、競2533 

争を通じた料金の低廉化やサービスの多様化が期待できないようであれ2534 

ば、更なる追加的な政策的・制度的対応について検討する必要があると考2535 

えられる。  2536 
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２．スイッチングコスト 2537 

(１) 改正法による行き過ぎた囲い込みの是正 2538 

改正法による措置のうち、行き過ぎた囲い込みの是正については、期間拘2539 

束有り契約の期間上限を２年に、違約金の上限を 1,000 円に設定したほか2540 

期間拘束有り契約と期間拘束無し契約の値差上限を 170 円に設定する等の2541 

規律が設けられている。 2542 

改正法の施行を踏まえ、事業者においては、違約金の引下げのみならず、2543 

期間拘束付き料金プラン自体を撤廃する等の動きもあり、行き過ぎた囲い2544 

込みの是正が図られつつあるものの、前述の「第２章．２．（２）既往契約2545 

に関する事項について」のとおり、既往契約については、種類によるものの、2546 

2021 年３月末時点で５割以上残っているなど、依然として乗換え時の障壁2547 

は残されている。 2548 

なお、適合契約に係る違約金については、ソフトバンクは、2019年 10月2549 

の改正法の施行に先立ち、期間拘束契約自体を撤廃している。そのほか、こ2550 

れまで期間拘束契約を設けていた NTTドコモは、５G契約について期間拘束2551 

契約を撤廃しているほか、2021年秋には、５G 以外の料金プランについても2552 

期間拘束契約の受付を停止することを表明する動きがある。このとおり、違2553 

約金を伴う期間拘束契約そのものは撤廃されつつある。 2554 

(２) 報告書2020の公表以降の動き 2555 

「第１章１．（２）報告書 2020の公表以降の総務省等における取組」のと2556 

おり、2020年 10月に、総務省はアクション・プランを公表した。このうち2557 

第３の柱では、「事業者間の乗換えの円滑化」に関する取組がまとめられて2558 

いる。 2559 

また、2020年 12月に、総務省、公正取引委員会及び消費者庁が連携・協2560 

力し、モバイル市場の健全な発展に向けた取組を強力に推進することを目2561 

的とする二大臣会合が開催された。二大臣会合では、同一事業者内のブラン2562 

ド・料金プラン変更に係る手続や手数料の課題や、消費者に分かりやすい形2563 

の情報発信等について議論が行われた。 2564 

アクション・プランのうち、「番号持ち運び制度（MNP）の利用環境の整備」2565 

については、2021 年４月１日に改正 MNP ガイドラインが施行され、手数料2566 

の原則無料化（ウェブ手続は無料、店舗での手数料上限は 1,000円）、ウェ2567 
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ブ手続の 24時間化、過度な引き止め行為の禁止等が義務付けられた 117。 2568 

また、事業者間の乗換え時のスイッチングコストではないものの、二大臣2569 

会合でも議論が行われた同一事業者内のブランド間の乗換えについて、こ2570 

れまで KDDI及びソフトバンクは、事業者乗換え時と類似の手続・手数料を2571 

設けていた。総務省からの指摘を踏まえ、２社は 2021年３月までにブラン2572 

ド間の乗換え時の手数料等を無料化している。更に、ソフトバンクは 20212573 

年８月 18 日に、KDDI は 2021 年９月２日に、これらの手続自体を見直した2574 
118。 2575 

(３) スイッチング円滑化タスクフォースでの検討結果 2576 

アクション・プランのうち、番号持ち運び制度（MNP）の利用環境の整備、2577 

キャリアメールの持ち運び実現の検討、SIM ロック解除の推進及び eSIM の2578 

推進について、本 WGの下にタスクフォースを設置し、集中的かつ専門・技2579 

術的な検討を行った。 2580 

タスクフォースはその検討結果を、2021 年５月に STF 報告書として取り2581 

まとめた。STF報告書の概要とそれを踏まえた対応状況は次のとおりとなっ2582 

ている。 2583 

○ eSIMの促進 2584 

STF 報告書では、スマートフォン向けの eSIM について、①リモート SIM2585 

プロビジョニング機能の開放やオペレーションシステムの API連携を進め、2586 

MVNO が MNO とできる限り同じ時期に提供できるようにすること、②申込み2587 

から開通までの一連の手続に関する利用者へのサポートを充実させること、2588 

③物理 SIM と同等のセキュリティを確保する仕組みであること、④オンラ2589 

インでの本人確認を可能とすることを踏まえた上で、2021年夏頃を目処に、2590 

できるだけ早期に導入することとされた 119。 2591 

これを受けて、総務省は、新たに「eSIM サービスの促進に関するガイド2592 

ライン」を策定し、2021年８月 10日に公表した。 2593 

○ SIMロック解除の一層の推進 2594 

                         
117 各種資料113 
118 各種資料116 
119 各種資料118 
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STF報告書では、SIMロックの原則禁止の方向性が示された 120。これを受2595 

けて、総務省は SIMロックガイドラインの改正を行い、2021年８月 10日に2596 

公表した。 2597 

改正された同ガイドラインでは、SIM ロックを原則禁止することとし、2598 

2021年 10月１日以降に発売される端末については、端末に SIMロックを設2599 

定する正当な理由がない限りは、SIMロックが設定されていない端末を販売2600 

することとされている。 2601 

また、2023年 10月１日以降は、2021年 10月１日より前から発売されて2602 

いた端末を含む全ての端末について、SIMロックが設定されていない端末を2603 

販売すること、過去に販売された SIM ロックが設定されている端末につい2604 

て、申出に応じて全てのチャネルで無料解除に応じることとされている 121。2605 

加えて、端末（過去に販売した端末を含む。）への SIMロック設定の有無を2606 

確認できる手段の確保（2021 年 11 月以降）、オンラインによる解除の申込2607 

みの 24時間化（2022年５月以降）などが義務化されているほか、事業者に2608 

おいては、利用者の権利を制限し、事業者間の競争を阻害する効果を有する2609 

SIMロック以外の端末に設定された機能制限については、SIMロックガイド2610 

ラインに準じて対応することが求められるとされている 122。 2611 

○ キャリアメールの「持ち運び」の実現に向けた検討 2612 

STF 報告書では、キャリアメール 123には、「持ち運び」の実現を困難とす2613 

るような技術的・経済的なハードルは確認できず、現在でも送受信ともに一2614 

定程度の利用者ニーズがあることから、①対象範囲や対応端末等について、2615 

できる限り共通の方式に統一すること、②他事業者にオープンかつ公平な2616 

仕組みであること、③拡張性・発展性のあるサービスとすること、キャリア2617 

メールのニーズを含めた形でキャリアメールの在り方について今後の不断2618 

の検討を行うこと、④利用者に対して過度な負担や手続を課さないものと2619 

すること、⑤コスト回収の在り方については、基本的に事業者において自主2620 

的に判断すべきであるが、仮に有料サービスとする場合も、利用者の利用を2621 

                         
120 各種資料119 
121 ソフトバンクは、2021年５月12日から、全ての購入者に対して、申出が無くてもSIMロッ

クが解除された端末を渡す取組を実施している。 
122 各種資料120 
123 MNO３社により、「＠docomo.ne.jp」「＠au.com」「＠softbank.ne.jp」などのドメインで 

提供されるメールサービスのこと。なお、楽天モバイルは当該メールサービスを提供して 

いない。 
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妨げる水準とならないようにすること、⑥利用者の認識に混乱や誤解が生2622 

じないよう、十分な利用者への周知を行うことを踏まえた上で、「変更元管2623 

理方式」（「持ち運び」前の事業者がメールボックス等を管理する方式）によ2624 

りキャリアメールの「持ち運び」を希望する全ての利用者に対して、2021年2625 

中を目処に、できる限り速やかに実現することを目指すことが適当とされ2626 

ている 124。 2627 

○ MNP手続の更なる円滑化に向けた検討等 2628 

STF報告書では、現行のツーストップ方式 125の実施状況に注視しつつ、今2629 

後２年以内を目途にワンストップ化が実施できるよう、検討していくこと2630 

が適当とされた。これを踏まえ、今後、関係事業者間等で具体的な検討が進2631 

められることとされている 126。 2632 

○ その他の取組 2633 

STF報告書では、解約時に必要な情報を利用者に対して意図的に隠す等の2634 

行為（解約方法を説明するページに noindexタグを設定）について、利用者2635 

の乗換えを妨げることにより公正な競争を阻害するものであり、事業者が2636 

適正かつ合理的でない事業運営を行っていることにより、電気通信の健全2637 

な発達又は国民の利便の確保に支障が生じるおそれがあるものと指摘され2638 

ている。 2639 

総務省においては、ガイドライン整備等による禁止の徹底、是正のための2640 

取組を行うことが求められている。また、事業者においては、サービスの提2641 

供条件や利用者の情報提供に当たり、利用者の利便や乗換えを妨げるよう2642 

な行為がないか社内でチェックを徹底し、そのための整備体制を含め、必要2643 

な対応をとることが求められるとされている。 2644 

 2645 

(４) スイッチングコストに関する個別論点 2646 

① 検討課題等 2647 

                         
124 各種資料123 
125 ツーストップ方式とは、利用者からみて、①移転元事業者からMNP予約番号の発行を受け、

②当該MNP予約番号をもって移転先事業者に転入を申し込む、という２つの手順によりMNP

が完結する手続（現在のMNPの枠組み）を指す。これに対し、ワンストップ方式とは、利用

者からみて、移転先事業者に転入を申し込むという１つの手順によりMNPが完結する手続

を指す。 
126 各種資料124 
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ア オンライン解約手続 2648 

これまで、MNO４社の一部のプランでは、より厳格な手続が求められる2649 

新規契約手続については、オンラインで手続可能であるにも関わらず、解2650 

約手続については、オンラインで手続を受け付けておらず、解約手続と手2651 

続の内容に差がないMNP解約手続（MNP予約番号発行手続）のみオンライン2652 

で受け付けていた。 2653 

現在のMNO４社のうち、NTTドコモ、ソフトバンク及び楽天モバイルにつ2654 

いては全てのプランについてオンライン解約に対応している127。KDDIは、2655 

現在、オンライン専用プラン（povo）を除き、オンライン解約手続を設け2656 

ていないが、その他のプラン（au及びUQモバイル）のオンライン解約につ2657 

いて、2021年度中に対応することとしている。 2658 

オンライン解約手続について、諸外国では、解約に手間がかかる、すぐ2659 

に解約申込みページが見つからないなど、契約者からの解約を難しくす2660 

ることは、「ダークパターン」として各国で規制が進んでいる。また、米2661 

国のカリフォルニア州法では、オンライン契約をした場合、オンライン解2662 

約手続を設けることが必須とされている128。 2663 

また、関東弁護士会連合会では、MNO４社のオンライン解約手続が煩瑣2664 

になっていないかを比較・分析しており、①契約者の確認サイトから容易2665 

に解約リンクを発見することができること、②解約申込みをした際にア2666 

ンケート回答を必須事項としていないこと、③解約前に引止めを行って2667 

いないこと、④解約確認を繰り返し行わないことを最低限充足すべき条2668 

件として挙げている。 2669 

なお、タスクフォースにおいて、解約方法を説明するページを非表示に2670 

設定する事案が発覚129したため、2021年４月時点で、特定のウェブページ2671 

を検索した際に、特定ワードの検索結果を非表示に設定する等、消費者へ2672 

                         
127 楽天モバイルはMNO事業を開始した2019年10月１日から、NTTドコモは2021年３月24日か

ら、ソフトバンクは同年６月16日から全てのプランについてオンライン手続に対応してい

る。 
128 第17回会合における関東弁護士会連合会による発表（出典：2021年３月26日付け日本経

済新聞及びCalifornia LEGISLATIVE INFORMATION）。 
129 2021年１月に事業者に対し事実関係を確認したところ、NTTドコモ及びKDDIで解約手続を

説明するページに「noindex」タグを設定していたことが確認された。NTTドコモは2021年

１月20日に、KDDIは2020年12月25日にタグを削除している。 
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の情報提供を制限するような行為が行われていないか状況を確認したと2673 

ころ、MNO・MVNOにおいて該当の行為は確認されていない。 2674 

イ 端末補償サービス 2675 

報告書2020では、MNO４社が提供している端末補償サービスについて、2676 

①加入を端末の購入時のみに限定していること、また、MNO３社が提供し2677 

ている端末補償サービスについて、②回線契約者のみを対象とし、かつ、2678 

③回線契約の継続を条件としていることについて、乗換えの過度の制約2679 

になっている可能性があることを指摘している130。 2680 

具体的には、②の回線契約者のみを対象としていることについては、事2681 

業法第27条の３の観点から、多くの端末購入者が端末補償サービスに加2682 

入するなど、端末補償サービスに加入できないことが端末購入の判断に2683 

影響を与える状況になっているのであれば、MNO３社が非回線契約者に対2684 

して端末購入プログラムにより端末を販売する際に「回線契約を条件と2685 

していない」というためには、端末補償サービスに非回線契約者も加入で2686 

きる必要があると指摘している。 2687 

また、③の回線契約の継続条件がある限り、事業者の乗換え時に乗換え2688 

元の事業者からサービスの提供を受けられなくなるが、①のとおりサー2689 

ビスの加入が端末の購入時に限られていることから、乗換え先でも新た2690 

にサービスに加入することができない状態が発生していることについて、2691 

事業者乗換えの制約となっているのではないかという課題を指摘してい2692 

る。 2693 

こうしたこれまでの議論を踏まえ、上記の②及び③の条件について、2694 

MNO３社は、今後一部ブランドでは見直すとしている。ソフトバンク（ソ2695 

フトバンク）は2021年７月14日から開始しており、NTTドコモ（NTTドコモ2696 

プランについて②及び③、ahamoプランについて③）は2021年９月中に、2697 

KDDI（au）は2022年春から提供を開始する準備をしている。 2698 

そのほか、報告書 2020では、端末補償サービスの補償の内容である修2699 

理等の対応期間の終了後も、利用者がそれを認識せず、漫然と端末補償サ2700 

ービスに加入し続け、料金を払い続けているという問題があると指摘し2701 

ており、各事業者では、自社ホームページでの周知のほか、一部の事業者2702 

                         
130 楽天モバイルが提供する端末補償サービスは、報告書2020の公表時点（2020年10月時点）

で、非回線契約者も対象としており、回線契約の継続も条件となっていなかった。 
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においては SMS 等で個別に周知をしているとの説明をしているところ、2703 

それにより利用者に十分周知が行き届いているかなど、引き続き、状況を2704 

注視していくべきであると指摘している。 2705 

ウ 端末の機能制限 2706 

前述のとおり、STF報告書では、SIMロックの原則禁止の方向性が示され2707 

ている。これを踏まえ、SIMロックガイドラインでは、SIMロックの原則禁2708 

止に係る規定に加え、利用者の権利を制限し、事業者間の競争を阻害する2709 

効果を有するSIMロック以外の端末に設定された機能制限についても、事2710 

業者において対応することを求めている。 2711 

これらの点に関して、公正取引委員会令和３年度調査報告書において2712 

は、SIMロックの原則禁止、また、SIMロックに限らず、MNOが、合理的な2713 

理由なく、他の事業者の通信役務を利用できなくさせる端末上の制限を2714 

課さないことが競争政策上望ましいとしている。 2715 

SIMロックの原則禁止の方向性を踏まえ、構成員からは、事業者が販売2716 

する端末について、SIMロックが解除されたとしても、端末の対応周波数2717 

帯により他社では使用できない点について指摘がされている。また、この2718 

点に関して、各事業者において自社で利用可能な端末についてホームペ2719 

ージ等で周知を行うべきといった指摘もなされている。 2720 

関連して、公正取引委員会令和３年度調査報告書では、「新たにMNOとし2721 

て参入した通信事業者のネットワーク及び周波数への対応」として、「MNO2722 

３社が、新たに参入してきた競争事業者を排除するために、端末メーカに2723 

対して，当該新規参入事業者の通信役務に適合しないような端末を製造2724 

させることにより、新規参入事業者の事業活動を困難にさせるなどの場2725 

合には，独占禁止法上問題となるおそれがある（私的独占，拘束条件付取2726 

引等）。端末メーカは新規参入したMNOの周波数帯等にも対応する携帯電2727 

話端末を製造することが競争政策上望ましい。」と指摘している。 2728 

エ 他サービス（電気、ガス、保険、コンテンツ等）とのセット販売によ2729 

る割引 2730 

報告書2020では、携帯電話契約とセットで販売されるサービス等には、2731 

期間拘束契約等の囲い込みの性質を有するものも含まれていることから、2732 

利用者の自由なサービス選択を阻害する可能性が指摘されており、セッ2733 

ト販売による割引について、利用者の過度な囲い込み等の要因となって2734 

いるものがないか、引き続き状況を注視していくべきであると指摘して2735 
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いる。 2736 

MNO４社は、セットで販売されるサービス等として、各料金が割引され2737 

る固定電話、電気、ガス、保険や、一定期間年会費や月額料が無料となる2738 

コンテンツサービスなどを提供している131。 2739 

オ 利用者利益又は事業者間の公正競争を阻害するような措置への対策 2740 

STF報告書では、事業者において、サービスの提供条件や利用者の情報2741 

提供に当たり、利用者の利便や乗換えを妨げるような行為がないか社内2742 

でチェックを徹底し、そのための整備体制を含め、必要な対応をとること2743 

が求められるとされている。 2744 

② 意見 2745 

ア 構成員の意見（合同会合132における消費者検討会の構成員の意見を含2746 

む。） 2747 

○ オンライン解約手続 2748 

・ コロナ禍で店舗での手続ができない等様々な課題により、オンライ2749 

ン解約手続を検討する趣旨は分かるが、店舗で十分な説明を行っても2750 

解約に当たって利用者の認識に相違が出る。どこに問題があるのかを2751 

認識した上で、オンラインでの解約手続の問題は検討していくべき。 2752 

・ スマートフォンで利用者にあった全ての解約条件等が確認できるか、2753 

どんなページを示せば理解できるかも含めて議論、検討していくべき。 2754 

・ ショップとオンラインでそれぞれの利点があり、オンラインで解約2755 

ができないという事態は望ましくない。 2756 

・ 解約時のトラブルを理由に、オンライン解約をできないようにする2757 

のでは、スイッチングコストの低下には全くつながらない。解約の自由2758 

を制限することになるので、トラブルが生じないよう説明を工夫して2759 

いくのが事業者の責務。 2760 

・ オンライン解約を進めることは当たり前だが、改正法施行以前の課2761 

題がなくなっているのか、そのような解約に当たってしまう人がいな2762 

いかということを確認しながら進めてもらいたい。 2763 

・ コロナ禍で、店舗に行けない等の人がいるので、オンライン解約は対2764 

                         
131 各種資料137～140 
132 本報告書で、「合同会合」とは、本WGと「消費者保護ルールの在り方に関する検討会」（以

下「消費者検討会」という。）と合同で行った会合をいう。 
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応を進めていただきたい。誤って解約した場合の利用者へのセキュリ2765 

ティの確保、フォローもお願いしたい。 2766 

・ セット割引の対象となる契約は、セット販売により価値を提供する2767 

という面はあるが、解約を妨げるという見方もされてくると思うので、2768 

確かな価値を利用者に届けているのかということは、考える必要があ2769 

る。こうした対応により、オンライン解約もできるということになって2770 

いくのではないか。 2771 

・ オンライン解約を含めた手続について、ダークパターンは既に世界2772 

的にも議論になっている。今後日本でも、消費者行政全般でダークパタ2773 

ーンについての問題提起は進むと思うので、電気通信分野においても、2774 

事業者は厳に留意いただきたい。 2775 

・ 事業者の解約ページ等が分かりにくく、解約を阻止しているのでは2776 

ないかと感じる。解約を表示することは、事業者に対する利用者の信頼2777 

性にもつながるので、対応していただきたい。 2778 

・ 解約時の確認について、一般的な情報提供だけではなく、解約する人2779 

自身に合わせて、丁寧に対応してもらえるような仕組みを検討してい2780 

ただきたい。 2781 

○ 端末の機能制限 2782 

・ 事業者が自社の周波数に応じた仕様にしているため、SIMロック解除2783 

した端末が他社で使えないという話がある。自社に合うようにカスタ2784 

マイズされた端末はいかがなものか。 2785 

・ 事業者によって使っている周波数帯が異なるため、SIMロック解除さ2786 

れている端末が他の事業者で使えないことについて、利用者への周知2787 

が必要。 2788 

・ 通信と端末を分離するという方向性の中で、事業者が販売する端末2789 

のカスタマイズはやめて欲しい。全周波数帯に対応する方向で考えて2790 

いただきたい。 2791 

・ 利用者にとって、使用している端末がその事業者で使えるかが分か2792 

りやすく表示されていないといけない。事業者は、他社仕様の端末でも2793 

接続可能かという情報を示していただきたい。 2794 

・ 使用している端末がどの周波数帯に対応しているか、利用者は分か2795 

らないため、事業者は分かりやすく表示をするとよい。 2796 

・ 各社のサービスエリアマップでは、５Gについて自社で販売している2797 

端末でもサービスエリアが異なっている。自社販売端末か他社販売端2798 

末かを問わず、機種毎にどこのエリアで使用可能か表示されるような2799 
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環境の整備が必要。 2800 

○ 他サービス（電気、ガス、保険、コンテンツ等）のセット販売による2801 

割引 2802 

・ セット販売による割引については、ステークホルダーが多く事業法2803 

だけではカバーできないため、独占禁止法の観点から見ていくべきで2804 

はないか。 2805 

・ セット販売にはメリットもあるとは思うが、電気通信サービスの側で2806 

不当な持ち出しをしているようであれば、囲い込みの可能性が非常に2807 

高くなるため、今後議論が必要。過度なものは分離会計をやるというこ2808 

ともいわざるを得ないかもしれない。 2809 

○ その他スイッチングコスト 2810 

・ SIMロックの原則禁止は、ガイドラインで期限も明瞭に定まっており2811 

歓迎。事業者においては、できる限り前倒しで対応してもらいたい。 2812 

・ スイッチングコストの低減は、まだ課題が残っているとはいえ、かな2813 

り進んでいる。例えば、消費者トラブルの際に利用者の持ち出しの金額2814 

が減ってきている。 2815 

・ プラチナバンドを公平に割り当てることが、スイッチングコストを2816 

根本的に解決し、競争環境を整える上で重要。 2817 

・ スイッチングコストの低減が進むとさらに難しい問題が浮き彫りに2818 

なる。端末の機能制限やセット販売については、事業法ではなく、独占2819 

禁止法の分野で公正取引委員会による法執行ということも検討しなけ2820 

ればいけないのではないか。 2821 

・ 事業者の取組が消極的なものが多く、事業者毎に対応が大きく異なる2822 

中で、事業者に任せるだけでは進まない。このため、事業者の取組を見2823 

ながら、必要に応じて必要なアクションを政策的に取る必要がある。事2824 

業者ごとの対応状況及びそれに関する合理的な説明があるかを確認し、2825 

更に有限な周波数の割当ての議論の際に、競争に積極的に寄与しても2826 

らえるような仕組みを付加していくことも考える必要がある。 2827 

・ スイッチングコストは事業者間だけはなく、事業者内のプラン変更2828 

も含めて検討すべき。 2829 

・ 大容量プランや高額の端末の販売を過度に勧奨するような手数料体2830 

系もスイッチングコストの１つになり得るのではないか。 2831 

イ 事業者等の意見 2832 
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○ オンライン解約手続 2833 

・ オンラインでの単純解約は、誤って解約してしまった場合、取り返し2834 

がつかなくなる等のトラブルが考えられるため行っていない。一方、オ2835 

ンライン専用プランであるpovoは、比較的オンラインに慣れた利用者2836 

を想定しており、オンラインでの受付を可能としている。（第17回会合：2837 

KDDI）。 2838 

・ オンライン解約について、解約時の説明事項について利用者に理解2839 

してもらい、トラブルにつながる事態が発生していないか見ていると2840 

ころ。（第17回会合：ソフトバンク） 2841 

・ 誤って単純解約した事例について、今のところ確認されていない。ま2842 

だ１月程度のため、慎重に対応しながら、より一層改善を図っていく。2843 

（第17回会合：NTTドコモ） 2844 

・ 誤って単純解約した事例について、非常にまれだが、起こっている。2845 

その場合、通話等が利用できなくなったということで、利用者自身が気2846 

付くので、申し出を受け、回線が復旧したら、改めてMNP予約番号を発2847 

行する対処をしたことが事例としてある。（第17回会合：楽天モバイル） 2848 

・ 解約は契約者自身の判断であり、契約自由の原則から，契約者の意思2849 

を尊重すべき。（第17回会合：関東弁護士会連合会） 2850 

・ 一般的な利用者契約において、店頭解約以外に，オンライン解約など2851 

解約の選択肢を増やしたことで利用者被害が生じた事例は見当たらな2852 

い。オンライン解約を行っている楽天モバイル、NTTドコモが、かえっ2853 

て不利益となっており、トップランナーに合わせて解約環境を整えて2854 

いく必要がある。（第17回会合：関東弁護士会連合会） 2855 

○ 端末補償サービス 2856 

・ 端末補償サービスについて、楽天モバイルで端末を購入していなく2857 

ても、楽天回線対応端末であれば補償対象となる通信契約者向けのも2858 

の、及び、通信契約者以外の利用者も加入可能である端末購入者向けの2859 

２種類用意している。すなわち、通信契約のみ、又は、端末のみ購入し2860 

た利用者に対しても加入が可能。（第16回会合：楽天モバイル） 2861 

・ 非回線契約者に端末補償サービスを提供しない合理性について、提2862 

供要件に回線契約を含むことは、利用者における通信契約と端末購入2863 

の選択を妨げることになり、事業者間の適正な競争関係を阻害する。2864 

（第17回会合：楽天モバイル） 2865 

○ 端末の機能制限 2866 
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・ 端末を製造するに当たり、端末の商品性やコスト抑制の観点を踏ま2867 

え、割り振られた周波数帯のうち、どの周波数へ対応するのか検討の上2868 

決定している。他社に割り振られた周波数帯に対して要請や制限を端2869 

末メーカに行うことはない。（第 17 回会合終了後追加質問に対する回2870 

答：NTTドコモ） 2871 

・ 端末メーカに対して、使用する周波数帯への対応を依頼しており、当2872 

社側で制限を行うことはない。（第 17 回会合終了後追加質問に対する2873 

回答：KDDI） 2874 

・ 当社ネットワークで使用可能な周波数帯への対応を端末メーカに依2875 

頼しているが、それ以外の周波数についてはメーカの判断に委ねてい2876 

る。当社から制限を設けることは一切行なっていない。（第 17回会合終2877 

了後追加質問に対する回答：ソフトバンク） 2878 

・ 国内で一定以上の販売シェアを有する端末製造事業者において、周波2879 

数帯域やデータ通信・音声通信機能等について、全ての MNOへ対応する2880 

よう義務づけていただきたい。（第 17回会合：楽天モバイル） 2881 

・ 端末と対応周波数について、他社が利用する周波数も含めて、ホーム2882 

ページ上で周知している。他社仕様の端末、あるいは SIMフリー端末が2883 

弊社回線で利用可能について、auについては今後公開予定、UQモバイ2884 

ルについては既に公開済みとなっている。（第 17回会合：KDDI） 2885 

○ 他サービス（電気、ガス、保険、コンテンツ等）のセット販売による2886 

割引 2887 

・ セット販売については、公正取引委員会と総務省が共同で定めている2888 

「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」に基づき状況2889 

を注視しつつ、執行を行っていく。（第 21回会合：公正取引委員会） 2890 

③ 対応の方向性 2891 

ア オンライン解約手続 2892 

オンライン解約について、重要事項の説明など、法令上より厳格な手続2893 

や説明が求められる新規契約手続についてオンラインでの対応を可能と2894 

している場合には、新規契約より簡易な手続で済むはずの解約の手続が、2895 

オンラインで対応されていないことについて、合理的な理由は見いだし2896 

難い。 2897 

また、オンライン解約時の利用者トラブルの可能性について、構成員か2898 

らも指摘がされているところであるが、それは、かかるトラブルが生じな2899 
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いよう十分な説明を尽くすことが必要ということであり、十分に理解し2900 

た上で解約をしようとする利用者に対してオンライン解約の手続を設け2901 

ないことを正当化することにはならない。オンライン解約手続が設けら2902 

れていないと、仕事や家庭の都合で営業時間内に店舗に行くことができ2903 

ない場合に、解約をすることができないことになる。そのほか、電話とい2904 

う手段も考えられ得るが、店舗と同様に 24時間は対応していない、そも2905 

そも電話がつながりづらいといった課題も生じている。 2906 

このため、少なくともオンラインで新規受付をしているのであれば、利2907 

用者利便の向上の観点から、利用者が望む時間・タイミングに解約できる2908 

ようにするための手段として、オンライン解約手続が求められる。これに2909 

より利用者のスイッチングコストの低下にもつながると考えられること2910 

から、公正な競争の促進の観点からも、オンライン解約手続が求められる。 2911 

この点、前述のとおり、MNO４社のうち NTTドコモ、ソフトバンク及び2912 

楽天モバイルは全てのプラン、ブランドについてオンライン解約に対応2913 

している。KDDI は、現在オンライン専用ブランド（povo）を除き、オン2914 

ライン解約手続を設けていないが、その他のブランド（au及び UQモバイ2915 

ル）のオンライン解約について、2021年度中に対応するとしている。 2916 

この際、単にオンライン解約に対応さえすればいいということではな2917 

い。構成員からは、店頭で解約についての説明を行った場合でも利用者に2918 

よる理解が不十分という状況の中、オンライン解約を行った場合に、利用2919 

者が解約における内容を十分に把握せずに不利益を被るといったトラブ2920 

ルが発生することを懸念する指摘がされている。また、ヒアリングにおい2921 

て、既にオンライン解約に対応している事業者・プランについても、利用2922 

者にとってわかりやすく簡易なものになっていないという指摘がされて2923 

いる。 2924 

このため、事業者においては、オンライン手続や説明の内容が利用者の2925 

確実な理解に配慮したものとなるよう不断の改善に取り組むことが求め2926 

られる。特に、事業者により指摘がされているような利用者にとって取り2927 

返しがつかないトラブルが生じないように、注意事項をはっきりと分か2928 

るように示すなど、対策を徹底することが求められる。 2929 

以上について、事業者の対応状況等について引き続き状況を確認して2930 

いくとともに、消費者検討会における議論を注視していくことが適当で2931 

ある。 2932 
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イ 端末補償サービス 2933 

前述のとおり、MNO３社は、一部のブランド（NTT ドコモ、KDDI の au、2934 

ソフトバンクのソフトバンク）について、提供している端末補償サービス2935 

の見直しを行い、非回線契約者への端末補償サービスの提供及び回線継2936 

続条件の撤廃をすることを検討・準備している。 2937 

これにより、少なくとも各社の一部ブランドで提供している端末補償2938 

サービスについては、前述の報告書 2020で課題として指摘をしていた②2939 

回線契約者のみを対象としていることについて、非回線契約者に対して2940 

端末を販売する際に端末補償サービスも加入できるようになることで、2941 

事業法第 27条の３の規律との関係で、少なくとも端末補償サービスに係2942 

る回線契約者と非回線契約者との間の形式上の条件の差異は解消される2943 

こととなる。 2944 

また、③回線契約の継続を条件としていることについて、事業者を乗換2945 

える際に、購入した端末に付随している端末補償サービスも継続して利2946 

用できるようになる。 2947 

②非回線契約者への端末補償サービスの提供及び③回線継続条件の撤2948 

廃が実現された場合、利用者は契約をしている事業者とは関係なく、端末2949 

の販売元の事業者から端末補償サービスの提供を受けることが可能とな2950 

るため、端末補償サービスによる通信回線への条件面での制限は解消さ2951 

れると考えられる。 2952 

報告書 2020では、②及び③が実現されていない状況において、①端末2953 

補償サービスの加入が購入時に限定されている場合には、回線契約をし2954 

ている事業者から端末を購入しないと端末補償サービスに加入できず、2955 

事業者を乗り換えると端末補償サービスの加入を継続することができな2956 

いことから、事業者の乗換え時の制約になり得るものとして課題に挙げ2957 

ていたが、②と③が実態として解消された場合には、①の条件が残ってい2958 

たとしても、事業者の乗換え時の制約は解消されると考えられる。 2959 

他方で、③回線継続条件について、端末販売を回線契約者に限っている2960 

NTT ドコモの ahamo プランは 2021 年夏に③の条件を撤廃することとして2961 

いる一方で、KDDIの UQモバイルブランド及びソフトバンクのワイモバイ2962 

ルブランドについては、③の条件が残されている。 2963 

報告書 2020では、端末補償に係るサービスについて、事業者が提供す2964 

る以外にも端末メーカや保険会社が直接提供している例もあるものの、2965 
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現状において、端末の多くが販売代理店で販売されている中で、これらの2966 

サービスの加入の手続を別に行わなければならないのであれば、利用者2967 

にとっては使いづらいものとも考えられるとしている。また、端末メーカ2968 

が提供するものは、端末購入日から一定の期間内でなければ加入できな2969 

いものとなっており 133、保険会社が直接提供するもの 134については、サ2970 

ービスの内容が補償金の補填にとどまり代替機の提供等がないなど、MNO2971 

が提供する端末補償サービスと同等のサービスを提供する代替的な選択2972 

肢になるとは断言できない。 2973 

これを踏まえると、③回線継続利用条件については、事業者乗換え時の2974 

制約になり得る。そうだとすれば、事業者においては、解消に向けた取組2975 

を検討することが求められる。また、総務省としてもスイッチングコスト2976 

の問題として関連の状況を注視していくべきである。 2977 

端末購入プログラムについては、端末を非回線契約者に対して販売し2978 

ていること、また、回線契約の継続条件がないことについて利用者への周2979 

知を徹底し、社会全体としての認知を向上することを求めている。今後、2980 

MNO３社が②及び③の対応を開始するに当たっては、端末補償サービスに2981 

ついても同様に、非回線契約者も加入可能であること及び回線の継続利2982 

用条件がないことについて、周知を徹底することが求められる。また、総2983 

務省において、事業者の取組状況や、課題が生じていないかについて、確2984 

認を行うことが適当である。 2985 

ウ 端末の機能制限 2986 

SIMロックの原則禁止により、利用者が使用している端末のまま事業者2987 

を乗換えることが容易になることが期待される。 2988 

加えて、SIMロックガイドラインでは、 STF報告書を踏まえ、利用者の2989 

権利を制限し、事業者間の競争を阻害する効果を有する SIM ロック以外2990 

の端末に設定された機能制限についても、事業者に対し同ガイドライン2991 

に準じて対応することを求めている。事業者においては、自社が販売する2992 

                         
133 端末メーカによる端末補償サービスとして、例えば、Appleによる「Apple Care」、富士

通株式会社による「ワイド保証サービス」がある。これらのサービスは、端末購入時から

一定の期間内にしか加入ができない。 
134 主としてスマートフォンを対象とする端末補償サービスとして、例えば、株式会社エム・

アール・ジーによる「モバイル補償」、さくら少額短期保険株式会社による「モバイル保険」

がある。これらのサービスは、事業者や端末メーカによる端末補償サービスと異なり、サ

ービスの内容が補償金の補填にとどまる。 
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端末について、こうした機能制限が設けられることのないよう、自主的に2993 

点検を行い、課題が認められる場合には必要があれば是正を図ることが2994 

適当である。 2995 

その一方で、構成員からは、SIMロックが解除された端末でも事業者が2996 

端末を自社の周波数帯に応じた仕様としているため他社で使用できない2997 

場合があることが指摘されている。事業者は、自社が販売する端末の対応2998 

周波数帯について、事業者において端末に対応する周波数帯の制限を行2999 

っているということはなく、自社以外の周波数帯に対応するかどうかは3000 

メーカの判断に委ねているとしている。 3001 

この点に関連して、前述のとおり、公正取引委員会令和３年度調査報告3002 

書では、MNO３社が、端末メーカに新規参入事業者の周波数帯等に適合し3003 

ない端末を製造させることにより、新規参入事業者の事業活動を困難に3004 

させるなどの場合には、独占禁止法上問題となるおそれがある、また端末3005 

メーカにおいては新規参入事業者の周波数帯等にも対応する端末を製造3006 

することが競争上望ましいとしている。 3007 

総務省においては、MNO３社が販売する端末の対応周波数帯等について、3008 

事業者乗換え時のスイッチングコストになっていないか、状況を注視し3009 

ていくことが適当である。 3010 

なお、構成員からは自社回線で利用可能な周波数帯に対応している端3011 

末に係る周知が必要であること、特に５Gについては、機種によって対応3012 

するサービスエリアが異なるため、使用可能なエリアが表示される環境3013 

が求められるという指摘がされている。こうした周知は、一義的には、事3014 

業者が新規利用者を獲得するための自主的な行為として取り組むことが3015 

想定される。他方で、こうした端末の機能制限を知らずに利用者が事業者3016 

を乗り換えようとした場合には、利用者トラブルにつながる可能性が高3017 

いことから、各事業者においては、消費者検討会での議論を踏まえて具体3018 

的な対応を検討することが望ましい。また、総務省においても、利用者に3019 

対する適切な周知を行うことが適当である。 3020 

エ 他サービス（電気、ガス、保険、コンテンツ等）のセット販売による3021 

割引 3022 

前述のとおり、MNO４社においては、携帯電話サービスと、電気、ガス、3023 

保険、コンテンツ等様々な他のサービスとセットで加入することにより、3024 

それぞれ単独で加入した場合と比較して、料金が割引となる特典等を提3025 
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供している例がある。 3026 

このようなセット販売による割引について、MNO３社は、コンテンツサ3027 

ービスや決済サービス等がキャリアフリーのサービスであること、携帯3028 

電話契約の解約・乗換え時にペナルティを課していないこと、セット販売3029 

が一般的な商慣習であることなどを理由に、セット販売が事業者乗換え3030 

時の制約にはなっていないとしている。その一方で、MVNOは、MNOと MVNO3031 

の事業規模の違いも考慮し、セット販売によって乗換えが阻害される場3032 

合には、課題の解消が必要であるとしている。 3033 

総務省においては、セット販売による割引について過度な囲い込み効3034 

果を有するものがないか、引き続き、状況を注視していく必要がある。 3035 

オ 利用者利益又は事業者間の公正競争を阻害するような措置への対策 3036 

前述のとおり、一部の事業者では、解約方法を説明するページに3037 

noindexタグにより、検索をした際に当該ページが非表示になるように設3038 

定をしていた事案が確認された。既に noindex タグの設定は解消されて3039 

いるが、STF報告書では、今後、こういった公正競争に反する行為が行わ3040 

れないように、事業者に対して、サービスの提供条件や利用者の情報提供3041 

に当たり、利用者の利便や乗換えを妨げるような行為がないか社内でチ3042 

ェックを徹底し、そのための整備体制を含め、必要な対応を取ることを求3043 

めている。 3044 

具体的な取組として、一部の事業者においては、利用者の意見を吸い上3045 

げて社内での検討に活用するという対応が行われているとのことである3046 

が、事業者においては、事業者内の自浄作用が働くよう、自主的・積極的3047 

に、徹底した対応を採ることが求められる。 3048 

総務省においては、noindexの例のように、利用者の乗換えを妨げるこ3049 

とにより、利用者の利益や公正な競争を阻害するおそれがあるものにつ3050 

いて、その都度事業者に対して是正を求めるのではなく、ガイドライン整3051 

備をするなどして禁止の徹底を図っていくことが求められる。 3052 

また、2020年から 2021年にかけて、MNPや SIMロックのルール見直し3053 

に当たり、事業者がオンライン対応の時間帯を制限している例があった3054 

ため、個別のガイドラインにおいてオンライン手続の 24時間受付を義務3055 

付ける対応を行った。オンラインの場合には、少なくとも受付については3056 

人員を介さずに手続を受理することができるはずであり、基本的に 24時3057 

間対応できないことについて合理的な理由は見いだし難い。このため、合3058 
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理的な理由がない限り、原則として全てのオンライン手続について少な3059 

くとも 24時間の受付対応が求められるものであり、ガイドラインにおい3060 

てその旨を明記すべきと考えられる。 3061 

カ 今後の課題 3062 

以上のほか、報告書 2020の公表以降のスイッチングコスト低減の状況3063 

については次のとおりとなっている。 3064 

事業者乗換え時のコストについては、2021 年４月の MNP ガイドライン3065 

の施行及びそれを踏まえた事業者による自主的な手数料無料化の取組等3066 

が行われている。また、事業者内のブランド・料金プラン変更時の手続・3067 

手数料についても、ソフトバンクは、2021年３月 17日から手数料を無料3068 

化、同年８月 18日に手続を解消し、KDDIは、同年２月１日から手数料を3069 

無料化、同年９月２日に手続を解消した。こうした取組により、利用者が3070 

事業者やプランを変更する際のコストについて、手続面・費用面の両方の3071 

観点から、一定程度低減が図られてきている。 3072 

他方で、期間拘束契約の違約金については、改正法の施行により制度的3073 

には違約金の上限や拘束期間の上限が定められ、事業者においても適合3074 

契約については、期間拘束契約そのものを撤廃する動きがあるものの、既3075 

往契約については、既往契約の種類によって状況は異なるが、改正法施行3076 

時と比較をして依然として５割以上残っており、競争上の影響が大きい3077 

ことから、事業者においては、前述の「第２章．２．（２）既往契約に関3078 

する事項について」に示した内容に基づき、自主的に、解消に向けた積極3079 

的な取組を行うことが求められる。 3080 

また、STF報告書で方向性が示された、eSIMの促進、SIMロックの原則3081 

禁止、キャリアメールの「持ち運び」の実現及び MNP手続の更なる円滑化3082 

について、総務省においては必要な制度整備等について速やかに対応を3083 

行うことが求められる。また、事業者においては、STF報告書で示された3084 

方向性を踏まえて、速やかに積極的な取組を進めることが期待される。 3085 

今後、事業者が今後解消するとしている端末補償サービスの非回線契3086 

約者への提供・回線継続利用条件の撤廃（NTT ドコモ及び KDDI）につい3087 

て、総務省は、事業者の実際の取組状況に加え、課題が解消されているか3088 

について、確認していくことが必要である。 3089 

これまで、モバイル市場における１つ１つの課題について解消に向け3090 

た取組が行われてきたものの、依然として、スイッチングコストになるお3091 
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それがあるものは残されている。総務省においては、引き続き、スイッチ3092 

ングコストの引下げを通じた、公正な競争環境の整備を進めていくべき3093 

である。その際、モバイル市場だけで完結しないような課題については、3094 

公正取引委員会など関係省庁とも連携して検討をすることが求められる。 3095 

事業者においては、スイッチングコストになるおそれがあるものにつ3096 

いても、課題の解消に向けた自主的かつ積極的な取組が求められる。総務3097 

省においては、これまで及びこれからの各社の対応状況や今後の対応予3098 

定に加えて、これらの対応の可否について合理的な説明があるか確認を3099 

した上で、事業者の自主的・積極的な取組が進まないようであれば、対応3100 

を促すインセンティブを与える仕組みも考えていくことが適当である。 3101 

 3102 

  3103 
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３．その他の課題 3104 

(１) 販売代理店の在り方 3105 

事業法では、事業者のみならず、販売代理店を禁止行為の規律の対象とし3106 

ている。前述の「第２章．２．（１）事業法第 27条の３の違反事例等」で示3107 

したとおり、覆面調査により販売代理店の店頭調査を行ったところ、事業法3108 

第 27条の３の通信料金と端末代金の完全分離の趣旨に反する非回線契約者3109 

への端末販売拒否の実態が確認されている。 3110 

また、報告書 2020では、販売代理店の在り方に係る課題について、販売3111 

チャネルのバランスの変化に伴い、必要となる店舗網も変化していく中で、3112 

利用者のニーズとかけ離れた契約の勧奨など利用者利益に反する行為によ3113 

る混乱がないよう、今後、議論を深めていく必要があるとしている。 3114 

こうした状況を踏まえ、販売代理店の在り方について、消費者検討会と合3115 

同で検討を行った 135。本 WG では、事業法第 27 条の３の遵守の観点から検3116 

討する。 3117 

なお、「適合性の原則」に反する不適切な販売等を含む販売代理店の在り3118 

方の全体の議論については、消費者検討会の報告書の中で、取りまとめられ3119 

る予定となっている。 3120 

① 検討課題等 3121 

事業者は、非回線契約者への端末単体販売拒否への対策として、販売代3122 

理店への研修や指導、周知等を行っているほか、店頭の広告ツールに非回3123 

線契約者も端末を購入可能であることを記載するなどの取組を行ってい3124 

るとしている。それにも関わらず、前述の「第２章．２．（１）事業法第3125 

27 条の３の違反事例等」で示したとおり、覆面調査では、販売拒否の理3126 

由として「事業者や店舗の方針で販売できない」、「システムが対応してい3127 

ない」等の説明が確認されている。  3128 

このように事業者が販売代理店への教育や広告等の一定の対策をして3129 

もなお、相当程度の販売代理店において端末単体販売拒否が行われてい3130 

る実態が存在することに鑑みると、知識不足や誤認識という理由だけで3131 

                         
135 本WG第17回は、消費者検討会との合同開催で事業者からのヒアリングを実施。 
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はなく、法令順守よりもこうした行為を優先させる何らかの動機付けや3132 

構造的要因が存在すると考えるのが自然である。 3133 

この点、総務省が行ったインタビュー調査 136では、端末の販売におけ3134 

る①MNO が販売代理店に卸す端末の値付けが制限されるような仕組みが3135 

確認されたほか②手数料体系上、非回線契約者への端末単体の販売では3136 

ほぼ利益が出ないとの証言もあった。 3137 

MNOと販売代理店との間のこうした委託契約の構造の下では、非回線契3138 

約者に対して端末を販売しても、販売代理店には実質的に儲けがでない、3139 

あるいは赤字になってしまう。販売代理店がそうした状況下に置かれて3140 

いるとすれば、限られた端末を非回線契約者に対してではなく回線契約3141 

者に販売する方が販売代理店にとって経済合理性が高いと考えられ、結3142 

果的に規律に違反した端末販売拒否が生じても不思議ではないと考えら3143 

れる。 3144 

公正取引委員会令和３年度調査報告書では、MNOのオンライン直販価格3145 

と販売代理店の仕入価格が同額とされている状況で，後日支払われる各3146 

種支援金等の額が予測できないような販売代理店に対する端末の取引方3147 

法 137を通じて、実質的に MNO が販売代理店における端末の販売価格を拘3148 

束していると判断される場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあ3149 

ること、また、販売代理店の端末の販売価格を拘束することにつながるお3150 

それがある取引方法について、見直しを行うことが望ましいとされてい3151 

る 138。 3152 

                         
136 「第１章２．（１）事業法第27条の３の執行の状況」で記載している覆面調査のほか、消

費者検討会事務局において、販売代理店の運営法人へのインタビュー調査（2021年３月頃）

等を行っている。本インタビュー調査では、端末販売に関して、代理店への卸価格がMNO自

身の直販価格に一致していること、代理店の卸価格への上乗せ代金（いわゆる頭金）が事

実上禁止されていること、回線契約者を伴わない端末販売単体への手数料はないか、あっ

ても僅少であることなどが指摘されている。 
137 公正取引委員会の報告書では、「MNOが販売代理店に対し，割賦払いの上限額を設定し，

当該上限額とMNOのオンライン直販価格及び販売代理店の仕入価格を同額とした上で，端

末を割賦払いの上限額を上回る金額で販売しないよう要請している場合がある。また，販

売代理店は，MNOのオンライン直販価格と販売代理店の仕入価格が同額とされている状況

では，MNOから各種支援金等が支払われないとMNOのオンライン直販価格を下回る価格で端

末を販売することが困難であり，後日支払われる各種支援金等の額が予測できない場合に

おいては，販売代理店はオンライン直販価格を下回る販売価格を設定することができない

ことが多いと考えられる。」とされている。 
138 公正取引委員会は、2021年６月11日から14日にかけて、MNO３社に対して販売代理店の評
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② 意見 3153 

ア 構成員の意見 3154 

・  販売代理店から見て、端末単体での販売を行うことにメリットが無3155 

いと、非回線契約者に対する端末販売拒否事案は無くならないと考え3156 

ている。 3157 

・  覆面調査の結果は、販売代理店のみの責任ではない。キャリアから3158 

の端末の卸値とキャリアのオンライン販売価格がほぼ同じであること、3159 

また、頭金をつけないようにキャリアから指示されているのではない3160 

かという疑義があることから、販売代理店としては端末単体の販売で3161 

は利益が得られないことも端末販売拒否の要因として考えられる。 3162 

・  販売代理店のスタッフによる発言や対応についてキャリアが無頓着3163 

であるのは、法律論からいっても疑問。契約法でいうならば、販売代理3164 

店の店員は、キャリアの代理人でないとしても、表示の使者、意思表示3165 

をする使者としての任務を担っている。したがって、販売代理店での3166 

不法行為であっても、損害賠償責任をキャリアに問う根拠になる可能3167 

性が高い。そのあたりも含め販売代理店とキャリアの関係を議論して3168 

いく必要がある。 3169 

・ 今後も引き続き情報収集を行い、販売代理店の問題解決のためのツ3170 

ールや仕組みを検討する必要がある。 3171 

・ MNO３社と販売代理店の関係について本質的な見直しを図っていか3172 

なければ、販売代理店の違反行為は無くならないのではないか。 3173 

イ 事業者等の意見 3174 

・ 手数料については、顧客ニーズ等を踏まえた適切なものとするよう、3175 

随時の見直しを行っている。（第17回会合：NTTドコモ） 3176 

・ 端末の卸価格と自社の直販価格は同一。他方、端末販売価格は販売代3177 

理店が設定するものであり、販売代理店に対していわゆる「頭金」を徴3178 

収しないよう求めることはない。現状、端末販売について奨励金等は支3179 

給していない。端末単体販売では販売代理店の利益にならない構造に3180 

なっているのではないかという指摘を踏まえて、今後速やかに検討し3181 

ていく。（第17回会合：NTTドコモ） 3182 

・ 手数料については、販売代理店の持続的かつ健全な経営状況を維持3183 

                         
価制度、携帯電話端末の販売価格の設定方法及び販売代理店における独自商材の取扱いに

関する自主的な点検・改善を求めるとともに、点検結果と改善内容を公正取引委員会に報

告するよう要請を行った。 
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するため、適切な収益構造となるよう、施策設計・運営している。（第3184 

17回会合：KDDI） 3185 

・ 端末販売については、端末の卸価格と自社の直販価格は一致してい3186 

る状況にある。他方、販売代理店に対していわゆる「頭金」を徴収しな3187 

いよう求めることはない。また、端末のみの販売であっても、端末購入3188 

プログラムの獲得に対して手数料を支給している。（第17回会合：KDDI） 3189 

・ 手数料については、様々な要素に基づき、多角的に設計している。（第3190 

17回会合：ソフトバンク） 3191 

・ 端末販売については、端末の卸価格と自社の直販価格は一致してい3192 

る状況にある。他方、販売代理店に対していわゆる「頭金」を徴収しな3193 

いよう求めることはなく、端末販売価格は販売代理店が自由に設定し3194 

ている。また、端末のみの販売であっても手数料を設定しており、販売3195 

代理店の持ち出しは発生していない。手数料については更なる見直し3196 

も検討する。（第17回会合：ソフトバンク） 3197 

・ 端末販売拒否の要因として、端末の希少性もあると思うが、そもそも3198 

キャリアショップにおいては回線契約を伴わない端末の購入が極めて3199 

少ないため、端末購入補助プログラムが回線契約のない人には適用で3200 

きないという誤認識が一番多いのではないかと思う。その他、意図的に3201 

拒否する場合の背景として考えられることは今回論点となった事業者3202 

の直販価格と販売代理店への卸値に差異がない点があげられる。（第173203 

回会合：全携協） 3204 

・ 端末の希少性という観点では、特に供給量の僅少な人気機種につい3205 

ては、日頃自キャリア・自店舗をご愛顧いただいているお客様を優先す3206 

ることは自然な商慣習とご理解いただきたいことと、iPhone新機種等3207 

の希少在庫は転売目的で複数台購入するいわゆる「転売ヤー」もいるた3208 

め、キャリアとも連携の上、１人１台などのルール作りも検討すべきと3209 

思う。（第17回会合：全携協） 3210 

③ 対応の方向性 3211 

事業法第 27条の３では、事業者及び販売代理店の両者に対する規律が3212 

設けられており、事業者には販売代理店に対する指導等措置義務が課さ3213 

れているが、MNO３社は、端末購入プログラム等による利益提供を事業法3214 

第 27条の３における通信契約と端末のセット販売を条件とする端末の値3215 

引き上限２万円の外側（規律の対象外）と整理するために、販売代理店に3216 

対して非回線契約者に対する端末販売を行うよう指導している。こうし3217 

た中で、非回線契約者に対して端末を販売しても赤字又は利益が出ない3218 
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構造があるとすると、販売代理店が、事業法第 27条の３を遵守するより3219 

も、非回線契約者への端末販売を拒否する結果に繋がりやすいと考えら3220 

れる。 3221 

MNOと販売代理店との間の委託手数料の仕組みなどについて、これまで3222 

事業法上の評価は行われてこなかったが、覆面調査及びその分析結果等3223 

を踏まえると、手数料・奨励金体系等は、その内容によっては、事業法第3224 

27条の３違反を助長し得ると考えられる。 3225 

手数料・奨励金体系等が適正かつ合理的でなく事業法第 27条の３違反3226 

を助長し得るような形で設定されている場合は、事業法第 29条第１項第3227 

12号に該当するものとして業務改善命令の対象となり得る。 3228 

このため、通常適正かつ合理的でなく、法令違反を助長する蓋然性が高3229 

いと考えられる手数料・奨励金体系等はガイドライン等において明確な3230 

違反類型として特定する必要がある。 3231 

例えば、実態上、MNOが販売代理店に卸す端末の値付けを制限する構造3232 

がある中で、スタッフの稼働に係る経費やクレジットカード払いによる3233 

手数料支払等のコストが賄われず、赤字又は利益が確保されないような3234 

手数料体系等となっている場合には端末単体販売拒否を助長する蓋然性3235 

が高い。このため、回線契約の有無にかかわらず、端末の販売に係るコス3236 

トが賄われ、かつ、適正な利益が確保されるように手数料体系や端末の卸3237 

価格・直販価格を設定することが最低限必要と考えられる。 3238 

そのほか、手数料の評価指標等による法令違反の助長は、必ずしも単一3239 

の評価指標等によるとは限らず、端末の卸契約等の手数料以外の部分を3240 

含めた複数の要素が複合的に作用する場合もある。例えば、端末単体販売3241 

により一定の利益が確保されるような手数料体系や端末の卸契約の条件3242 

（卸価格と事業者の直販価格の差額等）が設定されていたとしても、回線3243 

契約を伴う端末販売によって得られる利益が端末単体販売によって得ら3244 

れる利益を大幅に上回るような手数料の仕組みや奨励金等が設定されて3245 

いる場合には、販売代理店が端末単体販売の拒否を行う強いインセンテ3246 

ィブが働く構造が生じる可能性が考えられる。 3247 

総務省においては、上述のガイドライン等において、業務改善命令の対3248 

象となり得る事項を記載した上で、通報窓口の積極的な活用や覆面調査3249 

等を通じて実際の販売現場において事業法第 27条の３違反が行われてい3250 

ないか確認し、是正が図られていない場合には、必要に応じて、事業者か3251 
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ら手数料・奨励金体系等について報告を求め、事業法第 27条の３の違反3252 

を助長するものがないか確認をすることが適当である。 3253 

事業者においては、事業法第 27条の３の違反を助長する可能性のある3254 

手数料・奨励金体系について、上記のガイドラインの整備を待たずに、早3255 

急に自主的な見直しを検討・実施するとともに、前述の「第２章. ２．3256 

（１）事業法第 27 条の３の違反事例等」で示している方向性も踏まえ、3257 

事業法第 27条の３の法令遵守・徹底の取組を行うことが求められる。 3258 

(２) 固定通信市場に係る課題 3259 

① 検討経緯及び検討課題 3260 

〇 工事費の分割支払い・無料解約期間の見直し 3261 

報告書2020による提言を踏まえ、総務省及び公正取引委員会は、2020年3262 

12月に「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」を改定し、3263 

固定ブロードバンドサービス139について、次のような行為を事業法上問題3264 

となる行為の具体例として追加した。 3265 

・ 開通工事費について、期間拘束契約の期間を超える分割支払いしか3266 

選択できないことや、一括支払いや短期の分割支払いと比べ、長期分3267 

割を選択した場合に割引等を有利にすること 3268 

・ 無料解約期間が３か月未満であること 3269 

さらに、競争を一層促進する観点から事業者が採ることが望ましい行3270 

為の具体例として、次のような行為を追加した。 3271 

・ 工事費相当額の割引やキャッシュバックを分割して提供する場合、3272 

期間拘束契約の期間内に利用者がその全額を享受できるようにする3273 

こと 3274 

・ 無料解約期間が契約期間の最終月、その翌月及び翌々月を含むよう3275 

にすること 3276 

                         
139 FTTHサービス、DSLサービス、CATVサービス、FWAサービス又は無線インターネット専用

サービス（電気通信事業者が電気通信設備を制御することにより、特定地点以外での利用

を制限して提供される電気通信役務に限る。）をいう。ただし、契約約款に定める料金その

他の提供条件によらず、料金その他の提供条件についての別段の合意に基づき法人に対し

て提供される電気通信役務を除く。 

 

128



 

また、指針の改定と同日に、総務省は事業者関連４団体140に対し、20213277 

年７月１日までに指針に適合した措置を実施するよう会員事業者に対す3278 

る周知を行うとともに、会員事業者における措置の検討状況及び実施状3279 

況の報告を行うよう要請した141。 3280 

2021年１月末時点での措置の検討状況については、計204社からの回答3281 

があり、一部検討中の事業者が存在するが、事業者数ベースでは95%以上、3282 

契約数ベースでは99%以上を占める事業者から指針に適合する形での措3283 

置の実施を予定しているとの報告があった。また、契約数が100万件以上3284 

の大手事業者については、全ての事業者から2021年７月１日までに指針3285 

に適合した措置を実施することを予定しているとの報告があった。 3286 

また、一部事業者からは、今回の指針の改定や要請において対応を求め3287 

ている事項ではないものの、工事費や違約金の水準の引下げを行うこと3288 

を予定している旨の報告があった。 3289 

〇 事業者間連携による工事の削減 3290 

報告書2020における提言を踏まえ、事業者間協議での工事削減の検討3291 

状況を確認するため、協議を実施している５社142に対しヒアリングを行っ3292 

た。その結果、協議の状況について、事業者からは次のような説明があっ3293 

たところである。 3294 

・ 光コラボ事業者と接続事業者間の乗換え時に発生する新設工事と3295 

廃止工事の一本化に当たり、新設側事業者・廃止側事業者・NTT東西3296 

の間で同期を取る方法について検討するため、月に１度程度のペー3297 

スで協議を行い、課題の洗い出しと解決を行っている。 3298 

・ 当初は、フレッツ光とKDDIのシェアドアクセス方式との間で既に実3299 

現されている、同時工事による引込線転用のスキームを光コラボ事3300 

業者へ展開する方式を検討していたが、協議を進める中で、光コラボ3301 

事業者間の事業者変更のスキームに接続事業者が加わるという対案3302 

が示されたことから、この２案のそれぞれの課題を洗い出し、利用者3303 

利便向上の観点から比較検討を進めている。 3304 

                         
140 （一社）電気通信事業者協会、（一社）テレコムサービス協会、（一社）日本インターネ

ットプロバイダー協会、（一社）日本ケーブルテレビ連盟）の４団体。 
141 各種資料147 
142 NTT東日本、NTT西日本、NTTドコモ、KDDI及びソフトバンクの５社。なお、2021年７月か

らは、ソニーネットワークコミュニケーションズも参加。 
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・ 今後のスケジュールについては、2021年度第３四半期までにスキー3305 

ムを決定し、その後協議事業者以外の事業者への参加呼びかけを行3306 

った後、システム開発の着手を行うことを想定しており、2022年第４3307 

四半期での実現を目指すものの、具体的な目途は立っていない。 3308 

上記の事業者からの協議状況の説明を踏まえ、工事削減の実現の早期3309 

化や協議事業者以外の事業者における対応について、検討を行った。 3310 

② 構成員の意見 3311 

〇 工事費の分割支払い・無料解約期間の見直し 3312 

・ これから事業者において改善がなされ、現状が大きく変わることに3313 

なろうかと思う。事業者においては、消費者や社会に対する周知をぜひ3314 

お願いしたい。 3315 

・ SoftBank Airについて、期間拘束契約の期間中に割引を全て享受で3316 

きないというトラブルがかなり発生している。今回、割引について対応3317 

を検討中という前向きな回答もあったので、ぜひ消費者も納得して3318 

SoftBank Airを使えるような形に整えていただきたい。 3319 

〇 事業者間連携による工事の削減 3320 

・ 10 回に及ぶ多数の協議を行っている反面、なかなか検討が進んでい3321 

ないということに落胆している。無駄な工事をやっていることは事実3322 

なので、持続可能な成長という観点からも、早急に効率化に向けた議論3323 

を詰めていただくとともに、５社だけでなくソニーネットワークコミ3324 

ュニケーションズも早々に協議に入れたほうがよいと思う。実現する3325 

ことで開通工事費・撤去工事費の低減、工事期間の短縮がなされること3326 

を期待している。 3327 

・ 作業が削減されることでコストが低下し、結果的に料金の低廉化や工3328 

事期間の短縮につながれば、ユーザに対して大きな利益になると思う。3329 

スイッチングコストが低減すれば、競争促進という観点でも大きなプ3330 

ラスの効果があると思うので、ぜひ早急に対応いただきたい。 3331 

・ KDDI からは 2021 年度の早々に導入したいという希望があった中で、3332 

遅れているようにも思う。モバイルでも固定通信でもスイッチングコ3333 

ストを下げたくない事業者が存在すると考えており、事業者において3334 

はユーザの利便性や競争上のプラスの効果をきちんと認識いただいて、3335 

早急に実現する方向で各社協力いただきたい。それがなかなか進まな3336 

い状況にあるのであれば、何らかの対応を総務省としても考えていく3337 
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ことが必要。 3338 

・ システム開発が完了しないと連携を実現できないとすると、今の時3339 

代、RPAツール等も存在することから、最終的には本格的にシステム開3340 

発するとしたとしても、より簡便な方法で対応することもぜひ検討い3341 

ただきたい。 3342 

・ 今回の検討では自己設置事業者や集合住宅が対象外となっているが、3343 

自己設置事業者について屋外工事の実施は避けられないとしても、屋3344 

内工事をなくすことは可能だと考えており、ここまで時間をかけて検3345 

討を行ったのであれば、自己設置事業者についてもこの枠組みに入れ3346 

るよう、検討いただきたい。 3347 

・ インフラ系のサービスのうち、電気、ガス、水道については、屋内工3348 

事は家を建てる際に実施されており、屋外工事だけ実施してつなぎ込3349 

めば使えるのが普通となっている。通信だけが屋内工事を行わないと3350 

サービスを利用できない状況が続いているところ、建築メーカやハウ3351 

スメーカ等と協力して、特に集合住宅において屋内工事を標準化して、3352 

屋外工事を実施するだけですぐに使えるというような環境をぜひ早期3353 

に実現していただきたい。 3354 

・ 競争促進的な策をそのまま事業者に任せても議論が進まないので、も3355 

う少し事務局の関与が強めて議論を先に進めるべきではないか。 3356 

・ 検討の進捗がやや遅いというのが率直な感想。５社の検討事項を見る3357 

と非常に慎重な検討をしているようだが、そこまで議論を詰めず、作業3358 

を進めながら修正をしていくことが十分可能な検討項目もあるように3359 

思うので、そのあたりを促進する方向で議論を進めていただきたい。 3360 

③ 対応の方向性 3361 

〇 工事費の分割支払い・無料解約期間の見直し 3362 

前述のとおり、今回報告のあった事業者においては、検討中の事業者を3363 

除き指針に適合した措置の実施を予定していたところ、2021 年７月１日3364 

時点で実際に各事業者が措置を実施しているか、総務省において確認を3365 

行った結果、数社を除いて措置を実施済との報告を受けた。現時点で措置3366 

を実施していない事業者に対しては、引き続き、総務省から事実関係の確3367 

認を行うとともに、対応を求めていくことが必要である。 3368 

さらに、今回の対応により利用者の適切かつ自由なサービス選択を可3369 

能とする観点からは、各事業者において措置を実施するだけにとどまら3370 

ず、利用者が当該措置を理解し、実際にその恩恵を享受できるよう、各事3371 

131



 

業者においては、利用者に対する分かりやすい説明を行うべきである。特3372 

に無料解約期間については、既存契約者についても期間の見直しが行わ3373 

れることから、利用者に対する周知をより丁寧に行うべきである。 3374 

〇 事業者間連携による工事の削減 3375 

事業者間協議での接続事業者と光コラボ事業者間の引込み線転用によ3376 

る工事削減に関する検討状況については、前述のとおり、現在のシェアド3377 

アクセス方式における同時工事スキームをベースとした案と、コラボ事3378 

業者間での事業者間変更スキームをベースとした案を並行して検討して3379 

おり、利用者利便の向上の観点に基づいて採否を決定した上で、５社以外3380 

の事業者への参加呼びかけやシステム開発の着手を行っていく旨、説明3381 

があった。一方で、実現時期については具体的な目途が立っていない状態3382 

であり、他事業者への参加呼びかけやシステム開発の前提となる、両案の3383 

採否の決定についても、半年間の検討を要するとの説明があったところ3384 

である。 3385 

この点、構成員からは、事業者間連携による工事の削減は、工事費の低3386 

廉化や工事期間の短縮といった観点から利用者利便の向上に資するもの3387 

であり、不要な工事を削減すること自体が重要な取組であることから、早3388 

期の実現に向けて検討を進めるべきこと、また、システム開発に多くの時3389 

間を要するのであれば、RPA等を活用することで実現の早期化を検討すべ3390 

きことについて意見があった。さらに、競争促進的な取組は事業者のみで3391 

は進みづらいことから、総務省がより協議に関与していくことが重要で3392 

あるとの意見があった。 3393 

これを踏まえ、総務省においては、オブザーバーとして協議に参加する3394 

等、より関与を深めていくことも検討し、実現の早期化を促していくこと3395 

が適当である。さらに、それでもなお事業者間の協議が進展しない場合に3396 

は、必要に応じ、制度的対応を含めた検討を行うことが適当である。 3397 

さらに、協議事業者以外への参加呼びかけについては、５社での事業者3398 

間協議において採用するスキームの決定を行った後で実施するとの説明3399 

があったところ、より多くの事業者にとって参加しやすいスキームが検3400 

討されることが望ましいことから、事業者においては、５社以外の事業者3401 

も早期に協議に参加できるよう対応することが適切である。 3402 

また、現在の協議で検討されているスキームは、接続事業者や光コラボ3403 

事業者の戸建における工事を前提としたものであり、自己設置事業者や3404 
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集合住宅については、当該スキームの対象とはなっていない。構成員から3405 

は、自己設置事業者も含めて協議を実施することを検討することや、電気3406 

やガス等の他のインフラ系サービスと同様に屋内配線を標準設備化する3407 

ことにより、屋外工事のみでサービスを利用できるよう検討することに3408 

ついて意見があったところであり、総務省及び関係事業者においては、ま3409 

ずは課題の整理を行い、対応の可能性について検討することが適切であ3410 

る。  3411 
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第４章 むすび 3412 

○ 今回の検証結果とこれまでの成果 3413 

改正法の施行から２年を迎えようとする今般、2020 年に引き続き、改正法に3414 

より講じた措置の効果やモバイル市場への影響について２度目となる検証を行3415 

うとともに、モバイル市場等における課題について検討を行い、「競争ルールの3416 

検証に関する報告書 2021」として取りまとめた。 3417 

改正法の施行後、 3418 

① 報告書 2020公表までの間において、事業法の運用体制の整備や事業者にお3419 

ける規律内容に関する理解の定着、SIMロック解除促進のためのルール整備や3420 

MNP に係るルール改正についての検討、MVNO が MNO に対して支払うデータ接3421 

続料に関する予見可能性の向上（将来原価方式の導入）や音声卸料金に係る総3422 

務大臣裁定、新規事業者の参入などが進むとともに、 3423 

② 報告書 2020公表後は、総務省によるアクション・プランの策定及びこれに3424 

基づく各種取組の推進に加え、公正取引委員会によるフォローアップ調査や3425 

消費者庁による広告表示の総点検など、関係省庁一体となってモバイル市場3426 

の公正な競争環境の整備に向けた取組が進められた。 3427 

こうした取組もあり、現在のモバイル市場においては、LTEから５Gへの移行3428 

が始まりつつある中、データ通信を中心とする月額料金について見ると、MNO及3429 

び MVNO各社から従来よりも低廉な料金プランの提供が開始されており、５月末3430 

までに MNO及び主要な MVNOの提供する新しい料金プランの契約数が 1,570万に3431 

上るなど、事業者間による料金競争や利用者による乗換え・料金プランの見直し3432 

などの動きが活発化している状況にある。こうした動きは、ポストコロナ時代に3433 

向けて国民の社会経済活動におけるオンラインの活用度合いが高まるとともに、3434 

今後５G サービスの普及が進むことが見込まれるというこのタイミングにおい3435 

て、利用者にとって選択肢が拡大している状況として歓迎できる。 3436 

また、端末市場においても、低・中価格帯の端末の販売割合が増加しており、3437 

利用者が、端末自体の本来の価値を基に、自らのニーズに合った端末を適切に選3438 

択し、利用する傾向が進展しつつあり、改正法が目指した効果が一定程度表れつ3439 

つあると認められる。 3440 

○ 残された課題と継続的な検証の必要性 3441 

当 WGとしては、上記のような社会的に耳目を惹く動きのみに捉われることな3442 

く、現在のモバイル市場の競争活発化の状況が一過性のものでないか、市場にお3443 
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ける競争が今後とも自律的に機能するか、また、そのための環境・条件が、BtoC3444 

市場の面だけでなく、MVNOとの間の BtoB市場も考慮した上で十分に整っている3445 

か、データに基づく客観的な分析も含めて継続的に確認・検証を行う必要がある3446 

との観点から検証・検討を行った。 3447 

この点、上記のとおり料金競争の活発化等の状況が見られる一方で、今回の検3448 

証・検討で明らかになったこととしては、例えば、 3449 

・改正法の施行前に約された、いわゆる「既往契約」の解消について、不適合3450 

期間拘束契約については、適合契約へ移行さえすれば適合する違約金で事3451 

業者を乗り換えることができるという環境改善は進みつつあるものの、な3452 

お改正法施行時と比較して５割以上の既往契約が残っており、特に、改正法3453 

の施行時から指摘を受けている不適合利益提供等（改正法施行前に提供さ3454 

れていた旧端末購入プログラム）について該当事業者においてこれまで見3455 

直しが行われていないこと 3456 

・改正法に基づく通信料金と端末代金の分離について、端末購入プログラムの3457 

提供条件や利用可能なチャネルなど、形式的な条件面での回線契約者と非3458 

回線契約者の間の差異は解消されつつある一方で、販売代理店において非3459 

回線契約者の加入を拒否するような対応が少なからず行われているなど、3460 

実態面においては、なお改正法の趣旨に沿った対応が十分に行われている3461 

状況にはないこと 3462 

・音声通話市場（特に従量制料金）について、MNO３社が長年にわたり音声卸3463 

料金を高止まりさせていたことで MVNOを通じた競争が働かず、市場全体と3464 

して提供コストを大きく上回る従量制料金が維持され、MNO３社による協調3465 

的寡占の色彩が強い市場が形成されてきたこと 3466 

・SIMロックの撤廃やオンライン解約手続への対応など、利用者にとって解約3467 

や乗換えに当たってのスイッチングコストを低減させるための取組につい3468 

て、考え方の整理やルールの整備が進みつつあるものの、なお実現までに一3469 

定の期間を有するとともに、引き続き残る課題についても取組が必要にな3470 

ること 3471 

など、改正法の施行以前から目指してきた公正な競争環境の実現には、なお解決3472 

すべき課題が少なからず残っていると考えられる。 3473 

このため、引き続き事業法に基づく規律を維持し、形式的な条件面のみならず3474 

実態面でもその趣旨の徹底を図りつつ、モバイル市場全体として公正な競争環3475 

境の整備が進んでいるか、更なる課題はないか、検証を継続する必要がある。 3476 

その際、モバイル市場においては、有限希少な資源である電波を使用するサー3477 

ビスであることから、多様な事業者の競争による料金の低廉化やサービスの多3478 
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様化を図っていくためには、MVNO が市場における競争の軸として機能すること3479 

が極めて重要である。そのためには MVNOが MNOと対等な条件で競争することが3480 

できる環境を整備することが不可欠であり、今回実施した音声通話料金（特に従3481 

量制料金）に係る検証の結果も踏まえ、BtoC 市場のみならず、接続・卸を始め3482 

とする MNOと MVNOの間の競争条件についても、重大な関心をもって検証を続け3483 

ていく必要がある。 3484 

○ 電気通信事業の公共性について 3485 

原点に立ち返って考えれば、そもそも、電気通信サービスは国民生活や産業活3486 

動において必需のサービスであり、これを提供する電気通信事業は高い公共性3487 

を有している。現に、事業法においては、その目的規定において「この法律は、3488 

電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするととも3489 

に、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保す3490 

るとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民3491 

の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。」（第１条）と定3492 

めるとともに、これを実現するための各種の規律を設けている。 3493 

このため、電気通信事業者には、「民間企業だから」という考えの下、自らの3494 

営利のみを追求した事業運営を行うのではなく、一般企業も含めた民間企業が3495 

斉しく遵守すべき一般法令で求められるものにとどまらない高い公共性が求め3496 

られていることを十分に踏まえて、顧客本位の考え方に立ち、「囲い込みによる3497 

競争」ではなく、「価値の訴求による競争」を積極的に行うことを求めたい。 3498 

とりわけ、国民共有の財産であり有限希少な電波（周波数）の割当てを受けて3499 

事業展開を行う MNO においては、MVNO 等の一般的な電気通信事業者を大きく上3500 

回る高い公共性が求められる。このため、民間企業として営利を追求することが3501 

否定される訳ではないものの、その特に高い公共性を十分に踏まえ、モバイル市3502 

場における公正競争・利用者利益保護の観点から見たいわば「優等生」として振3503 

る舞うことが求められると考えられる。このような視点に立てば、例えば、MVNO3504 

との卸協議に積極的・誠実に応じない、あるいは囲い込み効果を有するような料3505 

金・サービスを提供したり、維持し続ける等の高い公共性への要請にそぐわない3506 

対応が続くようであれば、有限希少な電波（周波数）の割当てを受ける、あるい3507 

は受け続ける立場に相応しくないという議論が起こる可能性も否定できない。3508 

MNO各社には、自らがそのような立場にあるということについて、今一度、社全3509 

体として確認した上で、自発的かつ継続的に「電気通信の健全な発達及び国民の3510 

利便の確保を図り、公共の福祉を増進する」（事業法）、「電波の公平且つ能率的3511 

な利用を確保することによって、公共の福祉を増進する」（電波法）等の関係法3512 
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令の趣旨に則った事業活動を行うことを求めたい。 3513 

○ 今後に向けて 3514 

関係者には、本報告書に盛り込まれた事項について、必要な取組を早急に実施3515 

することを期待する。 3516 

本 WGにおいては、上述した視点に基づき、引き続きモバイル市場等の状況を3517 

確認・検証し、必要に応じて更なる対応について提言していくこととする。 3518 

特に、携帯電話は、様々な社会・経済活動の基礎となるとともに国民にとって3519 

不可欠なコミュニケーションの手段となっている一方、電気通信分野は技術革3520 

新が急速であり、サービスや市場環境の変化も速いことから、そうした変化に機3521 

動的に対応しながら不断に検証を行うことが必要である。  3522 
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各種資料 3523 

１．「競争ルールの検証に関するWG」概要 3524 

・ 開催要綱 3525 

・ 開催状況 3526 

２．各種資料 3527 

  3528 
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 3529 

電気通信市場検証会議 3530 

「競争ルールの検証に関するＷＧ」開催要綱 3531 

 3532 
１ 目的 3533 

本会合は、「電気通信市場検証会議」の下に開催されるワーキンググループとして、電3534 
気通信事業法の一部を改正する法律（令和元年法律第５号。以下「改正法」という。）が3535 
令和元年10月に施行され、移動系通信市場の競争を促進するため、通信料金と端末代金3536 
の完全分離、期間拘束等の行き過ぎた囲い込みの是正のための制度等が整備されたこと3537 
を踏まえ、講じた措置の効果、移動系通信市場への影響、固定系通信も含めた競争環境3538 
等について、評価・検証を行うことを目的とする。 3539 

 3540 
２ 名称 3541 

本会合は、「競争ルールの検証に関するＷＧ」と称する。 3542 
 3543 
３ 主な検討事項 3544 

（１）改正法により講じた措置の効果や移動系通信市場への影響について 3545 
（２）利用者料金その他の提供条件、事業者間の競争環境等について 3546 
（３）その他 3547 

 3548 
４ 構成及び運営 3549 

（１）本会合の構成員及びオブザーバーは、別紙のとおりとする。 3550 
（２）本会合には、主査及び主査代理を置く。 3551 
（３）主査は、本会合を招集し、主宰する。主査代理は、主査を補佐し、主査不在のとき3552 

には主査に代わって本会合を招集し、主宰する。 3553 
（４）主査は、必要に応じて、構成員及びオブザーバー以外の関係者の出席を求め、その3554 

意見を聴くことができる。 3555 
（５）その他、本会合の運営に必要な事項は、主査が定めるところによる。 3556 
 3557 

５ 議事・資料等の扱い 3558 

（１）本会合は、原則として公開とする。ただし、主査が必要と認める場合については、3559 
非公開とする。 3560 

（２）本会合で使用した資料及び議事概要は、原則として、総務省のウェブサイトに掲3561 
載し、公開する。ただし、公開することにより、当事者若しくは第三者の利益を害す3562 
るおそれがある場合又は主査が必要と認める場合については、非公開とする。 3563 

 3564 
６ 庶務 3565 

本会合の庶務は、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課において行う。 3566 

 3567 

  3568 
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（別紙） 3569 

 3570 

 3571 

電気通信市場検証会議 3572 

「競争ルールの検証に関するＷＧ」 3573 

構成員等 3574 

（五十音順、敬称略） 3575 

 3576 

 3577 

【構成員】 3578 

相田 仁   東京大学大学院 工学系研究科 教授 3579 

大谷 和子  株式会社日本総合研究所 執行役員 法務部長 3580 

大橋 弘   東京大学 公共政策大学院 院長 3581 

北  俊一  株式会社野村総合研究所 パートナー 3582 

佐藤 治正  甲南大学 名誉教授 3583 

関口 博正  神奈川大学 経営学部 教授 3584 

長田 三紀  情報通信消費者ネットワーク 3585 

新美 育文  明治大学 名誉教授 3586 

西村 暢史  中央大学 法学部 教授 3587 

西村 真由美 全国消費生活相談員協会 IT研究会 代表 3588 

 3589 

【オブザーバー】 3590 

公正取引委員会 3591 

消費者庁 3592 

  3593 
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「競争ルールの検証に関するWG」開催状況 3594 

 3595 

日程 開催内容 

第１回会合 

2020年４月21日 
・競争ルールの検証に関するWGについて 

第２回会合 

2020年５月26日 

・モバイル市場の競争環境の検証について 

・固定市場の競争環境の検証について） 

第３回会合 

2020年６月11日 

・改正電気通信事業法の適切な執行について 

・新型コロナウイルス感染症の影響拡大に対応するための

取組 

・モバイル市場の競争環境の検証について 

・携帯電話の料金等に関する利用者の意識調査について 

・MM総研からの発表 

第４回会合※ 

2020年６月25日 

・事業者等ヒアリング 

（NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、UQコ

ミュニケーションズ、MVNO委員会、IIJ、オプテージ、NTT

東日本・西日本、ソニーネットワークコミュニケーショ

ンズ） 

・モバイル市場の最近の動向 

第５回会合※ 

2020年６月30日 

・事業者等ヒアリング 

（全携協、電気通信サービス向上推進協議会/(一社)電気

通信事業者協会、CIAJ、Apple、クアルコム、RMJ） 

第６回会合 

2020年７月21日 

・電気通信サービスに係る内外価格差調査の結果について 
・モバイルにおける音声卸料金の見直しについて 
・固定通信分野におけるキャッシュバックやセット割引に
関する検証状況について 

・検討の方向性（案）について（MNPに関する事項、その

他のモバイルに関する事項） 

第７回会合 

2020年７月31日 

・ICT総研からの発表 
・モバイル市場の競争環境に関する検証について 

・検討の方向性（案）について（固定通信に関する事項） 

第８回会合 

2020年８月27日 

・モバイル市場に係る課題（MNPに関する事項）について 

・報告書骨子（案）について 

第９回会合 

2020年９月７日 
・競争ルールの検証に関する報告書2020（案）について 

第10回会合 

2020年10月23日 

・MNPに関する過度な引き止めに関する運用について 
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・競争ルールの検証に関する報告書 2020（案）の意見募集

の結果について 

第11回会合 

2020年11月12日 

・モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクショ
ン・プランについて 

・タスクフォースの設置について 
・MNPガイドラインの改正について 
・モバイル市場の最近の動向について 

・「頭金」に関する注意喚起について 

第12回会合 

2020年12月21日 

・「スイッチング円滑化タスクフォース」における検討の進
捗について 

・モバイル市場の最近の動向について 

第13回会合 

2021年２月１日 

・モバイル市場の最近の動向について 
・「接続料の算定等に関する研究会」における携帯電話料金
と接続料等の関係についての検討 

・MNOの新料金プラン等（仮称）に関するデータ分析につい
て 

・「スイッチング円滑化タスクフォース」における検討の進

捗について 

第14回会合 

2021年３月８日 

・固定通信分野における工事費の分割支払い・無料解約期
間の見直しについて 

・データ接続料の低廉化について 
・スイッチング円滑化タスクフォースにおける検討の進捗
について 

・今回の検証方針（案）について 

・オンライン解約手続について 

第15回会合 

2021年３月29日 

・モバイル市場の最近の動向について 
・携帯電話の音声通話料金（特に従量制料金）について 
・電気通信事業法 27条の３適合契約への移行促進について 
・電気通信事業法第 27条の３の規律に係る覆面調査の結果
について 

・DX時代における代理店の在り方（代理店に期待される役
割）について 

・事業者等ヒアリングの進め方について 

第16回会合 

2021年４月16日 

・事業者ヒアリング（NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽
天モバイル） 

・スイッチング円滑化タスクフォース報告書（案）につい

て 

第17回会合※ 

2021年４月26日 

・事業者等ヒアリング（NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、
楽天モバイル、MVNO委員会、関東弁護士会連合会、全携
協） 

・電気通信事業法第 27条の３の規律に係る覆面調査の結果
について 
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・モバイル市場における販売代理店に関する調査結果等に

ついて 

第18回会合 

2021年５月17日 

・事業者等ヒアリング（MVNO 委員会、IIJ、オプテージ、
CIAJ、Apple、クアルコム、RMJ） 

・端末売上台数及び端末売上高の推移 

第19回会合 

2021年５月31日 

・電気通信サービスに係る内外価格差調査について（令和
２年度調査結果） 

・携帯電話サービスの品質に関する国際比較についての調
査結果（MM総研からの発表） 

・携帯電話の料金等に関する利用者の意識調査の結果につ
いて 

・検討の方向性（案）について（音声通話料金（特に従量制

料金）に関する事項、代理店の在り方に関する事項） 

第20回会合 

2021年６月９日 

・検討の方向性（案）について（事業法第 27 条の３適合契
約への移行に関する事項、事業法第 27条の３の執行に関
する事項、端末市場の動向に関する事項） 

・固定通信分野における事業者間連携による工事の削減に

係る状況報告 

第21回会合 

2021年６月23日 

・検討の方向性（案）について（スイッチングコストに関す
る事項、通信市場の動向に関する事項） 

・携帯電話市場における競争政策上の課題について（令和
３年度調査） 

・競争ルールの検証に関する報告書2021の骨子について 

第22回会合 

2021年７月９日 

・携帯電話料金の低廉化に向けた二大臣会合について 
・競争ルールの検証に関する報告書 2021（案）について 

※ 第４回会合及び第５回会合は、ICTサービス安心・安全研究会 消費者保護ルールの検3596 

証に関するWGとの合同開催。第17回会合は、消費者保護ルールの在り方に関する検討会3597 

との合同開催。 3598 

 3599 
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